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　本報告書では、欧州の主要３か国を対象として、農業と
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はじめに 

  
本報告書は、農水省から当社が受託した平成 29 年度「世界の協同組合組織の発展事例に係

る調査委託事業」の報告書に加筆・修正を行ったものである。出典となった農水省の調査

報告書は、農水省のウェブサイト http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/index.html に掲載さ

れている。 
 

１ 調査の目的 

受託調査の目的は、欧州の主要 3 か国を対象として、農業と関係する協同組合組織（経

済事業、金融事業）についての法制度・事業環境および当該協同組合の発展の経緯を調査

し、日本の農業協同組合との比較分析を行うことにより、農協の自己改革の基礎的な資料

とすることである。 
  
２ 調査の方法 

上記の目的のため、以下の調査・分析を行った。 
（1）主要国（ドイツ、フランス、オランダの計 3 カ国）の農業協同組合、協同組合銀行に

関する法制度、税制、及び組織体制の調査・分析、個別組合に関する事例調査 
（2）上記主要国の協同組合と日本の農業協同組合との比較分析 

 
（1）に関連し、現地調査として、フランスでは、農業省、農協の全国組織である Coop de 

France、協同組合銀行クレディ・アグリコル・グループの全国機関 CASA と地方金庫、オ

ランダでは、協同組合銀行ラボバンクとティルブルフ大学でヒアリング調査を行った。 
 また、報告書の執筆に当たっては、上記の現地調査に加え、当社が独自で実施した調査

や過去の調査経験も参考にした。なお、当社独自の現地調査先は、ドイツの協同組合銀行

の全国機関である DZ BANK と経済事業を兼営する協同組合銀行（単協）、州監査中央会、

フランスのテレナ農協、農業協同組合高等評議会（HCCA）、全国監査中央会（ANR）、フ

ランス国立農業研究所（INRA）である。 
 これらの現地調査や文献調査をもとに、当社内で日本の農業協同組合との比較分析を行

った。 
 
３ 執筆担当者 

 報告書の執筆担当は以下のとおりである。 
常務取締役 斉藤 由理子（フランス、ドイツの協同組合銀行） 
主席研究員 内田 多喜生（フランスの農協）      
主席研究員 重頭 ユカリ 

（フランス、ドイツ、オランダの協同組合銀行、オランダの農協） 
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  主事研究員 小田 志保（ドイツの農協）

客員研究員 明田 作（各国の法制、税制、EU 競争法） 
　なお、主席研究員 平澤 明彦は各国農業情勢の監修を行った。

４ 報告書の構成 

 報告書においては、「Ⅰ 要約」で、報告書全体の要約と、Ⅱ以下で取り上げた主な論点

について 3 か国の協同組合と日本の農協とを比較分析した内容をまとめた。 
「Ⅱ フランス」、「Ⅱ ドイツ」、「Ⅲ オランダ」の各章においては、農業協同組合、

協同組合銀行に関する法制度、税制、及び組織体制、個別組合に関する事例調査の結果を

まとめた。

５ 用語について注意事項 

 本報告書では、日本との対比をわかりやすくするため、各国の用語を以下のように訳し

ているので注意されたい。

（１）ガバナンスに関する用語

英語 フランス語 ドイツ語 オランダ語 日本語

Supervisory 
Board 

Conseil de 
surveillance 

Aufsichtsrat Raad van 
commissarissen 

経営管理委員会

Board of 
Directors 

Counseil
D’Administration 

Vorstand Bestuur 理事会

Management 
Board,  
Executive 
Board 

Directoire, 
Comité exécutif 

業務執行役員会

（２）中央会と連合会の区別

 単位組合の意見を代表したり監査を行ったりする上部組織を「中央会」とし、事業面に

関わる上部組織を「連合会」と訳した。

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



目次 

Ⅰ 要約 ...................................................................... 1 

１ レポートの要約 .................................................................................................. 1 

２ 日本の農業協同組合との法制度及び、事業環境等のより詳細な比較 ................. 5 

（１）制度面での比較 ........................................................................................... 5 

a  法律の構成 .......................................................................................................... 5 
b  監督機関 .............................................................................................................. 5 
c  協同組合セクターの特徴 ..................................................................................... 6 
d  農協の設立 .......................................................................................................... 6 
e  農協の模範定款 ................................................................................................... 7 
f  農協の組合員資格 ................................................................................................ 7 
g  協同組合銀行の組合員資格 ................................................................................. 8 
h  員外利用規制 ....................................................................................................... 9 
i  農協の事業利用に関する義務 .............................................................................. 9 
j  農協の監査 ......................................................................................................... 10 
k  税制 ................................................................................................................... 10 

（２）事業環境面等での比較 .............................................................................. 11 

a  農業情勢 ............................................................................................................ 11 
b  国内経済に占める農業のウェイト低下への農協、協同組合銀行の対応 ......... 11 
c  組合数と存在感 ................................................................................................. 12 
d  農業融資に関する公的助成 ............................................................................... 12 

 
Ⅱ フランスの協同組合組織 .................................................... 15 

１ フランスの農業の概要 ..................................................................................... 15 

２ フランスの協同組合概要  ................................................................................ 16 

（１）協同組合の種類  ................................................................................................. 16 
（２）協同組合の全国組織  .......................................................................................... 17 
（３）フランスの協同組合法制  .................................................................................. 18 
（４）協同組合税制と競争法の適用関係  .................................................................... 21 

３ 農業協同組合  .................................................................................................. 22 

（１）農業協同組合に関する法律................................................................................. 22 
（２）農協の概要とフードチェーンにおけるシェア ................................................... 30 

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



（３）フランスにおける農協の発展の歴史  ................................................................ 33 
（４）定款における規定  ............................................................................................. 35 
（５）農協に関する地方組織、全国組織 ...................................................................... 37 
（６）農協に対する監督・監査 .................................................................................... 38 
（７）個別組合の事例：テレナ農協 ............................................................................. 40 

４ 協同組合銀行クレディ・アグリコル  ............................................................... 46 

（１）フランス国内の金融機関の概況 ......................................................................... 46 
（２）クレディ・アグリコル・グループの現況 ........................................................... 46 
（３）クレディ・アグリコルの歴史的な展開 .............................................................. 48 
（４）法律・定款における規定 .................................................................................... 48 
（５）組合員数、地区金庫・地方金庫数の推移 ........................................................... 50 
（６）全国組織 .............................................................................................................. 52 
（７）個別行の事例：クレディ・アグリコル中央ロワール地方金庫 .......................... 55 

５ 農業融資に関する政府支援の状況 .................................................................... 58 

（１）歴史的な展開 ...................................................................................................... 58 
（２）青年就農低利融資 ............................................................................................... 59 

 

Ⅲ ドイツの協同組合組織...................................................... 63 

１ ドイツの農業の概要 ......................................................................................... 63 

２ ドイツの協同組合概要  .................................................................................... 64 

（１）協同組合の種類  ................................................................................................. 64 
（２）協同組合の全国組織 DGRV の役割  .................................................................. 67 

３ 農業協同組合  .................................................................................................. 68 

（１）農業協同組合の現況 ............................................................................................ 68 
（２）農業協同組合の誕生と戦前までの発展 ............................................................... 70 
（３）ドイツの協同組合法制 ........................................................................................ 72 
（４）協同組合税制と競争法の適用関係 ...................................................................... 79 
（５）模範定款における規定 ........................................................................................ 81 
（６）農協数、組合員数の推移 ..................................................................................... 84 
（７）農協に関する地方組織、全国組織 ...................................................................... 86 

４ ドイツ協同組合銀行 ......................................................................................... 87 

（１）ドイツ国内の金融機関の概況 ............................................................................. 87 
（２）協同組合銀行グループの現況 ............................................................................. 88 
（３）協同組合銀行の歴史的な展開 ............................................................................. 90 

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



（４）法律・定款における規定 .................................................................................... 92 
（５）協同組合銀行数、組合員数の推移 ...................................................................... 95 

５ 経済事業を兼営する協同組合銀行 .................................................................... 95 

（１）経済事業を兼営する協同組合銀行数の推移 ....................................................... 95 
（２）事業分離の要因 ................................................................................................... 97 
（３）事業分離の方法 ................................................................................................... 98 
（４）兼営組合のメリット、デメリット ...................................................................... 98 
（５）個別組合の事例 ................................................................................................... 99 

６ 農業融資に関する政府支援の状況 .................................................................. 107 

（１）レンテンバンクの概要 ...................................................................................... 107 
（２）融資のプロセス ................................................................................................. 109 
（３）融資の状況 ........................................................................................................ 110 

 
Ⅳ オランダの協同組合組織 ................................................... 115 

１ オランダの農業の概要 ................................................................................... 115 

２ オランダの協同組合概要  .............................................................................. 115 

（１）協同組合の種類  ............................................................................................... 115 
（２）協同組合の全国組織  ........................................................................................ 116 
（３）オランダの協同組合法制  ................................................................................ 117 
（４）協同組合税制と競争法の適用関係  .................................................................. 123 

３ 農業協同組合  ................................................................................................ 124 

（１）農業協同組合の歴史的な展開 ........................................................................... 124 
（２）法律・定款における規定 .................................................................................. 126 

４ 協同組合銀行ラボバンク ................................................................................ 127 

（１）オランダ国内の金融機関の概況 ....................................................................... 127 
（２）ラボバンク・グループの現況 ........................................................................... 128 
（３）ラボバンクの歴史的な展開............................................................................... 130 
（４）法律・定款における規定 .................................................................................. 132 
（５）組合員数、ローカルバンク数の推移 ................................................................ 132 
（６）地方組織、全国組織 ......................................................................................... 133 
（７）個別行の事例 .................................................................................................... 133 

５ 農業融資に関する政府支援の状況 .................................................................. 137 

【参考】農業分野へのＥＵ競争法適用の法的枠組み ............................... 139 

（参考文献） ......................................................................................................... 147 

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



Ⅰ 要約 

 

１．レポートの要約 

各国の農業の発展に農協・協同組合銀行は寄与 

本レポートでとりあげたフランス、ドイツ、オランダの 3 か国はいずれも農業が盛んで

あり、農産物の輸出にも積極的に取り組んでいる。しかし、より詳細を見れば、農業構造

は国ごとにかなり異なり、また国内でも複合経営が行われている地域や経営の専門化が進

んでいる地域があり、農業経営体の規模にも違いがあるなど、構造面での差異は大きい。

そうした農業構造は、農協や協同組合銀行のあり方にも影響を与えているが、概して 3 か

国では農協がフードチェーンにおいて重要な役割を果たしており、協同組合銀行の農業融

資に占めるウェイトも高い。両者ともに、農業の発展に寄与してきたといえるであろう。 

 

自由度の高い農協・協同組合銀行の制度 

ドイツではすべての種類の協同組合の根拠法として「1889 年の産業経済組合法」があ

るのに対し、フランスでは「協同組合の地位に関する 1947 年の法律」が共通法として存

在しているものの、協同組合の種類ごとの個別法もある。また、オランダでは協同組合に

関する規定は民法典の第 2 編に置かれているが、規定している内容が非常に少ない、とい

うように 3 か国の法制度にはかなり差がある。 

農協に関する法制度は、程度の差はあれ日本より自由度が高く、また、歴史を経るにつ

れその自由度が高まってきたという特徴がある。3 か国の中で最も政府の関与が大きいフ

ランスにおいても、すでに農協の許認可等については、農業省から農業協同組合高等評議

会（HCCA）に権限が委譲されている。HCCA は、12 名の運営委員が農協の代表 7 名と

農業大臣から任命された有識者 5 名によって構成され、その運営費は農協の義務的加盟金

によってまかなわれる組織である。 

最も法制度の自由度が高いオランダにおいては、農協を監督する機関も許認可を行う機

関もない。農協の監査についても、ドイツやフランスでは、農協が会員となる監査中央会

が実施しており、オランダでは協同組合独自の監査制度自体がない。 

そして 3 か国に共通するのは、各種の規定を組合の定款の定めに委ねるという「定款自

治」の範囲が広いことである。フランスの場合には、農協の代表が過半を占める HCCA

が模範定款を作成し、農業省がそれを認可するが、ドイツは全国中央会が作成した模範定

款に対して行政の認可は行われておらず、オランダにいたっては農協の模範定款がない。 

また、協同組合は、組合員の自由な意思に基づき設立され運営されるものであり、どの

ような人を組合員とすべきか、組合員はどのような義務を果たすべきかは自ら定めて遵守

することが多い。例えばドイツでは、保険業を除けば、どのような事業を行うかは各協同

組合の任意であるほか、組合員資格や組合員の利用義務についても定款で定めることとさ
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れている。 

なお、EU 共通農業政策において、各国は農業生産者の自主的な団体を生産者組織（PO、

詳細は 81 ページ参照）として認定し、PO は競争法の一部免除や助成などのメリットを受

けることができる。農協も PO として助成等を受ける場合には、非常に厳しい規制がかけ

られている。留意しなければならないのは、株式会社や有限会社であっても PO として認

可を受ければ同様の扱いを受けることとなり、協同組合に対する規制ではなく、PO とし

て助成を受ける組織に対する規制だということである。 

 

組合員の農協事業の利用義務 

日本に比べると 3 か国では、組合員制度や運営にかかる農協の自由度は高いが、組合員

の事業利用についての自由度が高いわけではない。日本の農業協同組合法には、組合員に

対しその利用を強制してはならないことが明記され、また専属利用契約に関する規定が廃

止された。一方フランスでは、法律で農協の組合員には利用義務があることを明記してお

り、その性質、期間、条件および違反した場合のペナルティを定款で規定することができ

る。ドイツでは法律で、定款に定めることにより組合員に組合の利用義務を課すことがで

きるとし、酪農協とワイン生産者組合の模範定款では、組合員は全量出荷義務を負い、出

荷を取り止める場合には組合を脱退しなければならないとしている。オランダにおいては、

組合員からの出荷について定款で規定することができ、組合員に全量出荷義務を課すケー

スもある。 

 

協同組合銀行制度の自由度 

協同組合銀行に関する制度は、農協に比べさらに自由度が高い。というよりは、金融機

関としての規制を満たすことが求められているだけであり、組合員資格に関する制限も員

外利用規制もない。つまり、組合員になってもならなくても利用が可能であり、誰でも組

合員になることができる。そのため、3 か国の協同組合銀行の組合員は、もともとは農業

者中心だったが、現在では多様な人々によって構成されている。たとえば、協同組合銀行

クレディ・アグリコルの組合員資格要件は、当初は農業者に限定されていたが、徐々に緩

和され、現在は実質的に誰でも組合員になることができる。 

 

多様な組合員を包含する制度 

近年、ヨーロッパでは、多様な組合員を受け入れるマルチ・ステークホルダー型の協同

組合が発展してきており、フランスでも多様な組合員の受け入れが義務付けられた社会的

共通益協同組合（SCIC）が導入されている。また、農協を含む一般の協同組合においても、

組合の利用を前提としない投資組合員の制度が設けられている。この投資組合員制度を導

入している場合には、投資組合員も含め多様な組合員が議決権を持ち、役員になるなど、
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組合の運営に参加することとなっている。 

 

農業のウェイト低下への農協・協同組合銀行の対応 

事業環境に目を転じると、3 か国はいずれも EU の農業大国であるが、各国において経

済に占める農業のウェイトは低下している。 

そのような環境下で、農協は合併による規模拡大や、子会社を活用した川下など他（多）

分野への進出、輸出、あるいは国外進出といった戦略をとっている。ヨーロッパでは小売

業の寡占化が進んでいるため、農協も一定の規模がなければこれに対抗できないことも１

つの要因である。 

また、ドイツの協同組合銀行の一部は経済事業を兼営しており、総合事業の相乗効果で

農業者との深い関係性を維持している。こうした兼営組合では、総合事業を行っているか

らこそ経営の安定性を保つことが可能であり、農村部で経済事業と金融事業を行うことが

できているという実態がある。一方で、経済事業を切り離して、経済事業の事業規模の拡

大や専門性の強化を図る協同組合銀行もあるが、どちらを選択するかは組合員自身が総会

（総代会）で決定している。 

3 か国の協同組合銀行では、組合員に占める農業者の割合は低くなっているが、現在で

も、農業融資において非常に高いシェアを占めている。例えば、オランダ国内の農業融資

でシェア 8 割超を有するラボバンクは、農業に強みを持つ銀行としての国内での経験を生

かし、農業・食料分野を中心に国外にも進出している。その一方で、国内の農業経営体数

の減少に対し、農業融資業務を集約し効率化するという工夫をしながら農業経営体に積極

的に対応している。 

 

協同組合としての課題 

各国のレポートでは詳しく触れることができなかったが、協同組合として見落としては

ならない課題として以下の 3 点が挙げられよう。 

第 1 は、組合員によるガバナンスの維持である。協同組合では、専門的経営者が経営の

舵をとる場合であっても、常に組合員がその監視を行うことによって、組合員によるガバ

ナンスが維持されている。しかし、複数国に組合員を持つ多国籍農業協同組合や、多くの

業務を多数の子会社によって行う場合、どの程度広く深く組合員が経営状況を把握できる

かは課題となるであろう。 

第 2 には、組合員との協同組合らしい関係性の維持・強化である。協同組合銀行におい

ては、員外利用規制がないため、過去には、顧客に占める組合員の割合が非常に下がった

時期があった。しかし、近年では、組合員が経営に参加するビジネスモデルがロイヤリテ

ィを高め、商業銀行との差別化につながるとの考えのもと、組合員の増強や組合と組合員

との関係強化に努める傾向がみられる。 
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第 3 には、組合員の加入の自由についてどう考えるかである。農協の競争力を高めるた

め、組合員には出荷する農産物の品質等について厳しい基準をクリアすることが課せられ、

農協に加入したくても加入できないというケースが生じる可能性もある。現地で聞き取り

調査を行うなかでは、厳しい出荷基準を満たすことができず農協に加入できない農業者も

でてきているとのエピソードも聞かれた。一方で、組合員も自らの経済的利益を達成する

１つの手段としてしか農協を見ない傾向があり、相互扶助という理念ではなく、事業体と

しての側面を重視する傾向があることも垣間見られた。 

 

まとめ 

 3 か国の農協および協同組合銀行は、それぞれの国において、農業や地域の振興に非常

に重要な役割を果たしている。制度面での相違もあり、これらの国の経験を日本の農協が

そのまま模倣することは難しいであろうが、農協において組合員が今後の方向性を検討す

る際には、こうした事例を参考にすることも必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 4─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



２．日本の農業協同組合との法制度及び、事業環境等のより詳細な比較 

 各国の協同組合に関する法制や事業環境等については、それぞれの章で詳しく説明して

いるが、日本の農業協同組合と、3 か国を横並びで比較すると以下のとおりとなる。 

 

（１）制度面での比較 

ａ 法律の構成 

国名 概要 

日本 ・農業協同組合法 

フランス ・「協同組合の地位に関する 1947 年の法律」が共通法だが、協同組合の種類

ごとに個別法がある 

・農協については農漁業法典の第 5 編に農業協同組合に関する規定が置かれ

ている 

・協同組合銀行については通貨金融法典の第 5 編の協同組合銀行または相互

銀行に関する法律の中に、クレディ・アグリコルなど個別の協同組合銀行

に関する規定が置かれている 

・すべての銀行には「銀行法」が適用される 

ドイツ ・すべての種類の協同組合の根拠法は「1889 年の産業経済組合法」 

・協同組合銀行の金融事業は、他の金融機関同様「信用制度法」が適用され

る 

オランダ ・民法典の第 2 編に協同組合に関する規定が置かれている 

・すべての金融機関には、「金融監督法」が適用される 

 

ｂ 監督機関 

国名 概要 

日本 ・農林水産省・都道府県による監督 

・信用事業は、農林水産省・金融庁による監督 

フランス ・農協の監督、設立や定款変更の許認可については、2006 年に農業省から農

業協同組合高等評議会（HCCA）に移管。HCCA の運営委員は、農協の代

表 7 名と農業大臣から任命された有識者 5 名によって構成され、HCCA の

運営費は農協の義務的加盟金によってまかなわれている 

・クレディ・アグリコルはグループとして欧州中央銀行（ECB）の直接監督

を受ける。地方金庫は全国機関 CASA の監督を受ける 

ドイツ ・協同組合の監督の大部分は、政府から、主務大臣の監督をうける監査中央

会に移譲。政府の協同組合の監督は、組合員の助成という協同組合の目的
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が適切に遂行されているかどうかのコントロールに限定されている 

・DZ BANK は欧州中央銀行 ECB の直接監督を受ける。協同組合銀行（単

協）は連邦金融監督庁の監督を受ける 

オランダ ・協同組合の設立や定款の変更は認可が不要で、政府等からの監督を受けな

い 

・ラボバンクは欧州中央銀行（ECB）の直接監督を受けている 

 

ｃ 協同組合セクターの特徴 

国名 概要 

日本 ・各種協同組合法に基づき、当該法律を所管する行政庁による監督に服する 

・欧州の調査先 3 か国とは異なり、協同組合の法形式を選択せずに協同組合

を設立することができない 

フランス ・協同組合を含む社会的連帯経済部門の促進に政府が積極的で、社会的連帯

経済担当大臣も置かれている 

・社会的共通益協同組合という、多様な組合員を含むことが義務付けられた

マルチ・ステークホルダー型協同組合の制度も導入されている 

ドイツ ・協同組合制度が発達した国のひとつであり、協同組合というビジネスモデ

ルに関する国民の理解も進んでいる 

・近年は、エネルギー協同組合、医療従事者協同組合、共同購買店等、伝統

的に協同組合が普及していた分野以外において、多数設立されている 

オランダ ・政府は、協同組合を支援することもなければ、規制をすることもない。非

常に自由な環境 

 

ｄ 農協の設立 

国名 概要 

日本 ・農業協同組合を設立するには、15 人以上の組合員が必要 

・連合会を設立するには、2 つ以上の農業協同組合または連合会が必要 

・都道府県区域未満の農業協同組合・連合会については、都道府県知事の認

可が必要 

・都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合・連合会および都

道府県の区域を地区とする連合会については主務大臣の認可が必要 

フランス ・農業協同組合には 7 人以上の構成員が必要（CUMA の場合は 4 人以上） 

・農業協同組合連合会については、2 つ以上の農業協同組合または連合会が

必要 
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・農業協同組合高等評議会（HCCA）の認可をうけて商業登記簿に登記 

ドイツ ・農業協同組合（連合会を含む）の設立には、3 人以上の利用組合員が必要 

・監査中央会の監査証明を付して裁判所の協同組合登記簿に登記（行政庁に

よる認可は不要） 

オランダ ・2 人以上の利用組合員が必要である（ただし組合員が 1 人になっても解散

原因とはならない） 

・公正証書によって商業登記簿に登記（行政庁の認可は不要） 

 

ｅ 農協の模範定款 

国名 概要 

日本 ・全国農協中央会（2001 年までは農林水産省）が策定 

フランス ・農業協同組合高等評議会（HCCA）が模範定款を作り、農業省から認可を

受けている 

・①集荷・販売農協・連合会、②共同利用農協、③部門別農協、④穀物農協、

⑤資材供給農協・連合会、⑥サービス農協・連合会（CUMA 含む）のそれ

ぞれに模範定款がある。農協は、主な活動が 6 つのうちのどれに該当する

かを選んで、その模範定款を使う 

・模範定款に員外取引など 9 つのオプション項目があり、各農協で該当する

項目を追加する 

ドイツ ・ドイツライファイゼン連盟 DRV が模範定款を策定 

オランダ ・模範定款はない 

・協同組合が設立の際に相談することが多い公証人や法律事務所が一定のモ

デルを保有しているとみられるが、公表はされていない 

 

ｆ 農協の組合員資格 

国名 概要 

日本 ・法律上の農業協同組合の組合員資格 

 ⅰ 農業者 

 ⅱ 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人、または当該農業協同

組合からその事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を継続して受

けている者であって、当該農業協同組合の施設を利用することを相当

とするもの 

 ⅲ 当該農業協同組合の地区の全部または一部を地区とする農業協同組合 

 ⅳ 農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主た
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る構成員となっている団体で、協同組織の下に当該構成員の共同の利

益を増進することを目的とするもの、その他当該農業協同組合または

当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員または

出資者となっている団体 

フランス ・法律上の農業協同組合の組合員資格 

ⅰ 農業協同組合の地区内の農業者または林業者（法人を含む） 

ⅱ 農業協同組合の目的とする分野の農業に利害関係を有する者で、農漁

業法典第 521-3 条の規定に従い出資をした者 

 ⅲ 当該地区内で、共同で農業経営を営む集団 

 ⅳ 当該農業協同組合と同じ目的または関連する目的をもった農業者の団 

   体 

 ⅴ 他の農業協同組合およびその連合会および農業機械共同利用組合（地

区内に主たる事務所がある場合で可） 

 ⅵ 当該農業協同組合に隣接するフランス域外に住所や事務所を有する

EU 加盟国の農業者または林業者 

・定款の定めにより、従業員を含め当該農業協同組合の活動に関心のあるも

のであれば誰でも、理事会の承認により非利用組合員（associé non 

coopérateur）になれる 

ドイツ ・法律上、組合員資格についての定めはない 

・特定の区域内に住所を有することを条件とする場合を除き、定款の必要記

載事項でもない 

・酪農協・ワイン生産者組合の模範定款は、組合員資格を生産者に限定して

いる。それ以外の農協の模範定款では、①自然人、②人的会社、③私法ま

たは公法による法人とするのみ 

・定款の定めにより、投資組合員を設けることができる 

オランダ ・法律上、組合員資格についての定めはない 

・農協は、定款において、組合員の活動、組合員の金銭的な貢献、ガバナン

ス、剰余の分配、組合員間・組合員内でのコミュニケーションに関して、

詳しい規定を置くこともできる（義務ではない） 

 

ｇ 協同組合銀行の組合員資格 

国名 概要 

日本 ・各協同組織金融機関の根拠法により組合員資格を限定。農協は前述ｆのと

おり 
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フランス ・クレディ・アグリコルの場合、組合員資格を農業者およびその団体として

いるが、定款により、地域、個人・法人を問わず、金融機関のサービスを

利用する顧客を組合員にできると規定 

ドイツ ・特定の区域内に住所を有することを条件とする場合には、定款に記載しな

ければならない 

・協同組合銀行の模範定款は、組合員資格について、①自然人、②人的会社、

③私法または公法による法人としている 

・より詳しい規定を置いている協同組合銀行もある 

オランダ ・定款による組合員の規定は、 

a. 完全な法的能力を有する 

b. 破産していない、債務管理スキームの対象、支払停止の対象者ではない 

c. 法人の場合は解散していない 

d.ラボバンクから 1 つ以上の金融サービスを受けている 

e.ラボバンク・グループの従業員ではない 

 

ｈ 員外利用規制 

国名 概要 

日本 ・定款の定めるところにより、原則、組合員の事業利用量の 20％まで（貯金・

貸出金については 25％まで） 

フランス ・農協では、定款の定めにより非組合員と取引を行うことができるが、員外

利用は事業量の 20％まで。員外取引分は課税される 

・クレディ・アグリコルでは、員外利用に関する制限なし 

ドイツ ・定款の定めにより、非組合員と取引を行うことができる（ワイン生産者組

合を除く） 

・利用量については、制限なし 

オランダ ・協同組合は定款の定めにより、非組合員と取引を行うことができるが、民

法典第 2 編第 53 条 3・4 項は、その取引によって組合員との取引が重要性

を持たなくなるようになってはならないとしている。しかし、非組合員と

の取引量について、法令上、具体的な上限は設けられていない 

・ラボバンクでは、員外利用に関する制限なし 

 

ｉ 農協の事業利用に関する義務 

国名 概要 

日本 ・組合員に事業の利用を強制してはならない旨規定 
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フランス ・法律で利用義務があることを明記 

ドイツ ・定款で利用義務を課すことを許容  

オランダ ・定款で利用義務を課すことを許容 

 

ｊ 農協の監査 

国名 概要 

日本 ・信用事業を行う連合会、一定規模以上の農業協同組合・同連合会に、会計

監査人の設置を義務付け（2019 年 7 月以降） 

フランス ・農協の監査にはリビジョンと会計監査がある 

・農協は監査中央会に加盟し、そのリビジョンを受けなければならない。た

だし、農協のある地域の監査中央会に加盟しなくてもよいし、加盟した監

査中央会のリビジョンを受けなくてもよい 

・会計監査は、監査中央会の監査士と公認会計士のどちらが行ってもよい 

ドイツ ・すべての協同組合は監査中央会に加盟し、監査を受けなければならない 

オランダ ・協同組合固有の監査制度はない 

 

ｋ 税制 

国名 概要 

日本 ・協同組合として法人税率が軽減 

・組合員との取引から生じた剰余金の事業分量配当について、課税所得から

の控除 

フランス ・協同組合に対する法人税の軽減税率はない 

・農業協同組合の法人税は免除。ただし、組合員との取引に起因する所得に

限られ、非組合員との取引に起因する所得は課税。また、非利用組合員と

の取引高が総売上の 20％を超えず、かつ、投資組合員の出資総額が全体の

50％を超えないことを要件とする 

ドイツ ・協同組合に対する法人税の軽減税率はない 

・事業利用分量配当につき課税所得から控除。ただし、組合員との取引に起

因する所得に限定され、非組合員との取引に起因する所得は課税。また、

非組合員に比べて組合員を優遇する取引条件によって取引を行う場合には

所得控除が認められない 

オランダ ・協同組合に対する法人税の軽減税率はない 

・自然人に対する事業分量配当に限り、一定の要件のもと課税所得から控除 
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（２）事業環境面等での比較 

ａ 農業情勢 

国名 概要 

日本 ・農林水産業の GDP に占める割合は 1.2％ 

フランス ・農業生産は EU 最大。農林水産業の GDP に占める割合は 1.6％（2015 年） 

ドイツ ・EU 有数の農業大国で農業生産額はフランスに次ぐ EU2 位。しかし、農林

水産業の GDP に占める割合は 0.6％（2015 年）と日本よりも低い 

オランダ ・農産物の輸出額は米国に次ぐ世界第 2 位。4 分の 3 は EU 加盟国向け 

・農林水産業の GDP に占める割合は 1.5％（2015 年） 

・農業経営体数は 5.6 万（2016 年） 

 

ｂ 国内経済に占める農業のウェイト低下への農協、協同組合銀行の対応 

国名 概要 

日本 ・農協は、自己改革による農業所得の増大や、農業融資の拡大に取り組んで

いる 

・六次産業化や農商工連携、輸出拡大の取組みも進行中 

フランス ・農協の事業範囲は販売、生産資材購買にとどまらず、子会社による加工・

製造などの川下分野や国外へと展開 

・クレディ・アグリコルの組合員は農業者とその団体に限定されていたが、

現在では誰でも組合員となることができ、誰でも利用できる 

・農業者の 83％はクレディ・アグリコルを利用するなど、農業融資の分野で

は圧倒的なシェアを誇る 

ドイツ ・兼営組合は、範囲の経済を生かし、金融事業と農業以外の経済事業も兼ね

備えて、組合の経営規模を発展させ、地域農業の維持・発展に貢献 

・兼営組合から経済事業部門を切り離し、経済事業が専門農協や経済連有限

会社に賃貸、売却して、規模拡大、専門性の深化をはかる 

・協同組合銀行の組合員は設立時に中心であった農業者や商業者、手工業者

の割合が低下し、勤労者や年金生活者等が中心となっており、銀行業務も

他行と同様だが、農業融資のシェアは 50％と高い 

オランダ ・農業融資の分野では圧倒的なシェアを誇り、強みをもつ農業・食料分野を

中心に国外にも進出 

・国内の農業経営体数が減少しているため、農業融資に関する業務を集約し

ており、複数のローカルバンクで対応部署を設けるケースや、ほかのロー

カルバンクに業務を移管するケースが増えつつある 
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ｃ 組合数と存在感 

国名 概要 

日本 総合農協数 652 組合（2018 年 1 月 1 日現在） 

フランス 【農協】農協 2,750、CUMA11,545（2014 年） 

・農業者の 75％はいずれかの農協の組合員となっている 

【銀行】クレディ・アグリコルの地方金庫 39  

・農業者の 83％はクレディ・アグリコルを事業目的で利用しており、76％が

家計の管理用に利用している 

ドイツ 【農協】酪農協 216、畜産・食肉 85、青果・園芸 85、ワイン生産者組合 165、

販売・購買 282、農業者協同組合 730、兼営組合 109（2016 年末） 

・農業者は少なくとも 1 つの農協の組合員になっているといわれる 

【銀行】協同組合銀行 972、うち 109 が兼営組合（2016 年末） 

・農業融資のシェアは 50％ 

オランダ 【農協】正確な数は不明だが、合併が進み数は少ない 

・農協のマーケットシェアが、80％を超える作物が多い 

【銀行】ラボバンク１ 

・農業融資ではシェア 84％ 

 

ｄ 農業融資に関する公的助成 

国名 概要 

日本 ・日本政策金融公庫が農業者向けに融資を行う 

フランス ・一定の要件を満たした 39 歳以下の就農者に対して低利で融資を行う青年

就農低利融資制度があったが、廃止された 

ドイツ ・レンテンバンクが、自身で調達した資金を一般の銀行に低利で貸し出し、

それを一般の銀行が農業者に融資 

オランダ ・農業経営者向けの保証制度がある 
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Ⅱ フランスの協同組合組織 

1 フランスの農業の概要 

フランスは、EU で最大の農業国である。農林水産業の名目国内総生産額は 362 億ドル

で、GDP に占める比率は 1.5％（2016 年）と、日本の 1.1％を上回る（図表１）。 

また、フランスの国土面積は 54 万 9 千㎢と日本の約 1.5 倍であるが、フランスの農用

地面積は 28 万 7 千㎢と国土の 52%を占め、日本の農用地面積の 6 倍以上ある（図表２）。

そして、フランスの農用地のうち約 6 割が耕地、約 3 割が牧草地で、他（99 万 ha）は、

果樹等の永年作物地である。 

2013 年のフランスの農業

経営体数は47万2千で、2005

年に比べ約 10 万経営体減少

している（図表３）。一方、

2013 年の 1 経営体当たり農

用地面積は 58.7ha で、2005

年に比べ約 10ha 増加してい

る。日本と同様、農業者の高

齢化や減少も課題で、新規就

農や世代交代が農政上の大き

なテーマとなっている。 

なお、フランスでは、既存

の主業的家族経営を基盤とし

た経営体を存続可能な形で育成し、その規模拡大と法人化を進めることで、農業構造の変

化を進めてきた。構造政策も、それら家族経営を基盤とする経営体が持続的な経営を維持

できるよう、農地を経営する権利の取得を、地域単位で許可制によりコントロールする施

策が講じられている（原田（2010））。 

       

フランスの主要農産物は、穀物、食肉、生乳、ブドウ等で、生産量は、鶏肉を除き、日

本を大きく上回る（図表４）。 

そして、2016 年の加工品を含む農林水産物の輸出額はドル換算で 643 億ドルに達する。 

図表3　フランスの農業経営体及び農用地面積推移

農業経営体数 農用地面積（ha）
1経営体当たり

面積（ha）

2005年 567,140 27,590,940 48.6

2007 527,350 27,476,930 52.1

2010 516,100 27,837,290 53.9

2013 472,210 27,739,430 58.7
資料　eurostat

図表1　農林水産業の地位（2016年）
（億USドル、％）

名目額 GDP比 名目額 GDP比

国内総生産（GDP） 24,655 - 49,362 -

うち農林水産業 362 1.5 530 1.1

一人当たりＧＤＰ（ドル）
資料　国連統計

図表2　農地の状況（2015年）

（万ha、％）

面積 比率 面積 比率

国土全体 5,491 100.0 3,780 100.0

農用地 2,873 52.3 450 11.9

耕地（除く永年作物） 1,848 33.7 420 11.1

永年作物地 99 1.8 30 0.8

永年牧草地採草・放牧地 926 16.9 - -
森林 1,699 30.9 2,496 66.0
資料　ＦＡＯ統計

フランス 日本

フランス 日本

36,826 38,640
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ただし、輸出額は 2015 年、16 年と 2 年連続で減少している（図表５）。輸出額の減少

は、2014 年 8 月のロシアによる欧州産農畜産物の禁輸措置や天候不順による穀物の生産

減少等によるものである。輸出額で最も大きいのは「飲料、アルコール、酢」であるが、

そのなかで「ワイン」が半分以上を占める。以下、「酪農品、鶏卵等」、「穀物」と、国内生

産が大きい農畜産物が続く。その一方、多くの農畜産物を輸入しており、2016 年の農林水

産物輸入額は 576 億ドルに上る。 

 

 

２ フランスの協同組合概要 

（１）協同組合の種類 

協同組合の全国組織 Coop FR によれば、フランスの協同組合は非金融機関協同組合、社

会的共通益協同組合、金融機関に分類される。 

2014 年におけるフランスの協同組合の具体的な計数をみると、全国には 22,517 の協同

組合があり、約 2,610 万人の組合員、約 122 万人の職員を抱え、約 3,070 億ユーロの売上

げがある（図表６）。農業分野では、農協が 2,750 組合、農業機械の共同利用のための農協

である CUMA（Cooperatives d’Utilisation du Material Agricol）が 11,545 ある。農業者

図表4　主要農産物の生産状況
（万トン）

日本

2011年 2012 2013 2014 2015 2016 2016

小麦 3,599 3,789 3,865 3,895 4,275 2,950 79

大麦 878 1,134 1,032 1,173 1,310 1,031 17

とうもろこし 1,591 1,539 1,504 1,834 1,372 1,213 0.02

てん菜 3,794 3,308 3,363 3,784 3,351 3,379 319

ばれいしょ 744 638 696 809 712 683 216

菜種 537 546 437 552 533 473 0.4

ぶどう 664 538 554 620 626 625 18

生乳（牛） 2,436 2,400 2,375 2,498 2,507 2,448 739

牛肉 157 149 140 141 145 146 46

豚肉 222 216 213 212 215 219 128

鶏肉 109 109 112 114 116 113 235

資料　FAO統計

フランス

図表5　フランスの農林水産物輸出額の推移
（百万ドル、％）

構成比

合計 74,324 78,953 75,931 65,984 64,316 100.0 57,610

飲料、アルコール、酢 17,976 18,382 18,062 16,384 16,517 25.7 3,878

ワイン 10,100 10,396 10,262 9,177 9,132 14.2 823

酪農品、鶏卵等 7,777 8,365 8,847 6,918 6,581 10.2 3,524

8,951 10,862 8,971 7,991 6,206 9.6 991

穀物等の調整品 4,260 4,642 4,637 4,063 4,214 6.6 3,595

4,507 4,530 4,176 3,455 3,297 5.1 4,521

その他 30,852 32,171 31,238 27,174 27,501 42.8 41,102
資料　UN　Comtrade　Database

2016 輸入（2016）

食肉

穀物

2012年 2013 2014 2015
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の 4 分の 3 がいずれかの農協の組合員となっている。 

 

 

（２）協同組合の全国組織 

フランスにおける各種の協同組合を代表する組織として、Coop FR がある。Coop FR は

1901 年のアソシエーション法に基づくアソシエーションである。 

もともとは、Groupement national de la coopération （略称 GNC）という名称で、1968

年に 5 つの協同組合全国団体によって設立された。当時は、協同組合運動が盛んになり、

各種の協同組合の全国団体の組成が進んだ時期でもあったとみられる。GNC は、各種の

協同組合を代表し、協同組合の価値と原則の振興および公共政策における協同組合の利益

を守ることがその使命であった。具体的には、一般市民、教師、研究者、政府等とコミュ

ニケーションをとり、協同組合独自の特徴、価値、協同組合の原則についての認知度を高

めたり、各種の協同組合間の意見交流を図る場として活動したりすることであった。フラ

ンスでは、2001 年の法改正で、後述する社会的共通益協同組合（SCIC–  sociétés 

coopératives d‟intérêt collectif [cooperative societies of collective interest]）が創設され

たが、創設にあたっては GNC のもとで既存の協同組合が協力し支援を行った。 

社会的共通益協同組合は、いわゆる社会的協同組合の一種であり、多様な組合員を受け

入れるマルチ・ステークホルダー型協同組合である。フランスの社会的共通益協同組合の

組合員の種類は、①労働者、②利用者、③ボランティア、④公共団体、⑤その他であり、

図表6　フランスの協同組合（2014年データ）

組合員数 職員数
売上高

（10億ユーロ）

農業協同組合（連合会、SICA含む） 2,750

CUMA 11,545

手工業者協同組合 424 59,000 130,000 1.3

運送業協同組合 23 776 1,500 0.145

小売協同組合 89 31,574 534,308 143.5

漁業協同組合（注1） 134 1,230 1,800 1.2

消費者協同組合 35 750,000 6,200 1.372

公共住宅協同組合 175 60,462 1,087 0.649

学校協同組合 55,000 5,026,832 115 0.32

労働者協同組合 2,222 25,582 47,508 4.2

408 25,205 3,298 0.142

クレディ・アグリコル・グループ 地方金庫39

地区金庫2,477

BPCEグループ 47 8,985,924 110,021 23.7

うちケス・デパルニュ 17

うちバンク・ポピュレール 18

うちクレディ・コーペラティフ 12 85,924 2,021 0.41

クレディ・ミュチュエル・グループ 地方金庫18

地区金庫2,131

（注3）22,517 （注4）26,106,829 1,217,466 306.9
資料　Coop FR‘Panorama sectoriel des entreprises coopératives　édition 2016’より農中総研作成
注1　2012年のデータ
   2　金融機関の売上高は、純銀行収入
　 3  単協数は学校協同組合を除き、クレディ・アグリコルとクレディ・ミュチュエルの地区金庫、CUMAを含む
　 4  組合員数は学校協同組合を除く。農協等の組合員数は2010年の農業者数より推計

合計

単協数

84.8

140,000 30.2

108,000 23.3

83,650 15.4

農業者の4分の3

8,900,000

7,600,000

8,200,000

160,000非
金
融
機
関
協
同
組
合

社会的共通益協同組合

金
融
機
関

（注
2）
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このうち労働者と利用者は必ず含まなければならず、さらにもう 1 つのタイプを含む最低

3 種類の組合員が必要である。こうした多種類の組合員の利害を調整し、意思決定を行う

ための仕組みも設けられている。 

 GNC は、2010 年 10 月 25 日に開催された協同組合の会議において、Coop FR という名

称に変更することが決定された。現在の Coop FR のウェブサイトをみると、Coop FR は、

あらゆるセクターの 23,000 を超える協同組合と 100 万人の雇用者の代弁者であると記さ

れている。その会員は、各種の協同組合の全国団体（労働者協同組合の全国団体等）であ

るが、協同組合銀行については、各銀行グループが直接会員になっている。 

 フランスでは、2014 年に「社会的連帯経済に関する 2014 年 7 月 31 日の法律第

2014-856 号」（Loi sur l‘économie sociale et solidaire）が制定された。社会的連帯経済の

代表的な組織としては、非営利団体、共済組合、協同組合、基金等があるが、株式会社等

の形態をとるものもある。従来からフランスでは、この部門が活発であり、その経済活動

は GDP の約 10%を占め、全被用者数の 10%に当たる約 230 万人の雇用を創出している

とされる。政府も担当大臣を置き、この分野の発展を促進してきたが、包括的な法律が欠

如していたため、法律を制定し社会的連帯経済を担う法人の定義を定めたのである。この

ことからみても、フランスでは、協同組合を含む社会的連帯経済部門の促進に非常に積極

的であることがわかる。 

 

（３）フランスの協同組合法制 

ａ 協同組合の特徴 

 フランスの協同組合に関する法律は、歴史的な経過から複雑である。分野別の法典のな

かに当該分野の協同組合に関する規定を編纂するという傾向がみられるが、単独法のまま

残っているものもある。 

 協同組合の法源を形成する制定法としては、今日、個別の協同組合法、協同組合の地位

に関する 1947 年の法律（Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération．以下「1947 年法」という）、およびこれらの法律と矛盾しない限りで適用さ

れる会社法が主なものである。 

このうち、農業協同組合に関するものは、1947 年法と農漁業法典の第 5 編（Livre V du 

Code rural et de la pêche maritime）である。   

協同組合を直接に規定する法律は、30 程度あるといわれるが、その主なものを掲げると

次のようなものがある。 

- 協同組合の地位に関する 1947 年の法律（Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant 

statut de la coopération） 

- 小売業者の協同組合に関する法律 (Chaptire 4, Titre II, Livre I du Code de commerce ) 

- 協同組合銀行または相互銀行に関する法律 (Chapitre 2, Title I, Livre V du Code monétaire 
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et financier)  

－  Section 1 : Dispositions générales  (Articles L512-1 à L512-1-1) 

－  Section 2 : Les banques populaires (Articles L512-2 à L512-12)  

－  Section 3 : Le crédit agricole  (Article L512-20 à L512-54  

－  Section 4 : Le crédit mutuel  (Articles L512-55 à L512-59)  

－  Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural  (Article L512-60)  

－  Section 6 : Les sociétés coopératives de banque (Articles L512-61 à L512-67)  

－  Section 7 : Le crédit maritime mutuel Sous-section (Articles L512-68 à L512-84  

   －  Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne (Article L512-85 à L512-105)  

－  Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires 

(Articles L512-106 à L512-108) 

- 可変資本制に関する法律 (Chapitre I, Titre III, Livre II, Code de commerce ) 

- 消費生活協同組合等に関する 1917 年法（Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet 

l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ） 

- 労働者協同組合に関する 1978 年法（Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des 

sociétés coopératives de production）  

- 手工芸等特定の活動を支援する協同組合に関する法律（Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 

relative au développement de certaines activités d'économie sociale ） 

- 農業協同組合に関する法律（Titre II、Livre V du Code rural et de la pêche maritime)   

- 漁業協同組合に関する法律 (Chapitre I、Titre III、Livre IX du Code rural et de la 

pêche maritime)  

1947 年法は、他の特定のタイプの協同組合法に別段の定めがないかぎり、同法の定める

ところによって規整されるので、協同組合の共通法といえるが、ほとんどの規定は各種協

同組合に関する法律に定めがおかれている。 

 ところで、フランス法のもとで協同組合が会社（société/company）であるか社団

（association）であるか（いずれの私企業（entité privée）も実質的に会社か社団のいず

れかである）については、議論があったところで、1947 年法（1992 年法による改正後）

は、協同組合は会社（société / company）である旨規定している1。 

 したがって、フランスでは、協同組合がゲノッセンシャフト（Genossennschaft）とし

てゲゼルシャフト（Gesellschaft）とゲマインシャフト（Gemeinschaft）の両者を兼ね備

                                                  
1  société をどう訳するかの問題であるともいえるが、協同組合は société coopérative、株式

会社は société anonyme である。なお、1992 年法による改正（1947 年法第 1 条）が「協同組

合は会社」とした理由は、1947 年当時協同組合に関する法律は未熟で、多くを定款に委ねてい

たこと、個別の協同組合法によっては会社形態を採用したこと、社団に関する法律は機関や管

理に関する規定がほとんどなく協同組合が事業を行っていくうえでは不便であることなどであ

るといわれる（Hiez (2013) p.395） 
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える独自の法的概念を形成しているドイツとは大きく異なっているといえる。 

一般法としての会社法は、特別法である協同組合法と矛盾しないものに限って協同組合

に適用になる。なお、協同組合を会社であるとすることによる実際上の問題点は、協同組

合法に特別の定めがない事項について、協同組合法一般の原則に照らし解釈をするという

のではなく、会社法を無批判に適用することとなる点であるといわれる（Hiez (2013) 

P.396）。 

 

ｂ 協同組合の定義と目的 

 1947 年法は、協同組合はそのメンバーが共同で、必要な施設を設けることを通じてメン

バーの経済的または社会的ニーズを満たすに積極的な意思を設立された会社である旨定め

る（同法第 1 条）。 

 協同組合の行える事業の分野は、特段の制限はない（同条 2 項）が、保険業務は協同組

合で行うことはできず、相互会社（société mutuelle）か株式会社（société anonyme）の

法形式で行わなければならないことになっている。 

 なお、非組合員との取引は、特定の分野の協同組合に関する法律に定めがある場合を除

き、定款で定めるところによって総売上高の 20％を限度に認めることができる（同第 3

条）とされている。農業協同組合にあっては 1947 年法と同じく全事業量の 20％（農漁業

法典 L522-5）までであるが、消費生活協同組合や協同組合銀行等にあっては非組合員との

取引は無制限である。 

 また、イタリアの社会的協同組合法（Disciplina delle cooperative sociali, L.381/91）の

影響のもと、2001 年の協同組合法改正2によって導入されたコミュニティの利益のための

マルチ・ステークホルダー型の社会的共通益協同組合（SCIC）（1947 年法第 19 条 d 以下）

は、組合員以外の第三者が当該協同組合からの便益の提供を受けることができる旨定めら

れている（第 19 条 e）。 

  

ｃ 協同組合の設立、登記および監督 

 協同組合はどのような会社形態であっても自由に設立することができ（協同組合の種類

によっては選択できる会社形態が限定）、他の会社と同様、原則として、商業登記簿

（Registre du commerce et des sociétés）に登記される（民法典 1842 条 1 項、令 （Décret 

n°78-704 du 3 juillet 1978）第 2 条、農漁業法典 R521-7 条第 2 項等）3。 

1947 年法のもとでは、第三者の承認が必要である等の特別の要件は定められていないが、

特定の種類の協同組合に関しては、承認や特別な登記が求められる。例えば、農業協同組

                                                  
2  Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif 
et culturel） 
3  後述のクレディ・アグリコルの地方金庫および地区金庫については、登記が免除されている

（通貨金融法典 L512-30 第 2 項）。 
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合の場合には、後述のように農業協同組合高等評議会4（Haut Conseil de la coopération 

agricole、以下「HCCA」という）の承認が必要とされている（農漁業法典 L525-1）。 

 なお、設立に必要な組合員数は、有限会社（société à responsabilité limitée）の形式を

選択する場合には 2 人以上、株式会社（société anonyme：SA）の形式を選択する場合お

よび農業協同組合にあっては 7 人以上の構成員が必要とされる（商法典 L 225-1 、農漁業

法典 R522-1）。ただし、農業機械共同利用組合（coopératives d’utilisation de matériel 

Agricole （CUMA））の場合には、4 人以上の構成員がいればよいことになっている（農

漁業法典 R522-1 第 2 項 1 文）。また、農業協同組合連合会（union）の設立は、少なく

とも 2 つの農業協同組合等が存在すれば足りる（同法典 R522-1 第 2 項 2 文）。 

協同組合は、その性格に応じた所轄の大臣の指名する行政官または調査官の求めに従い、

法律に従った運営がなされているかどうかに関し、それを正当づける情報を提供しなけれ

ばならないとされる（1947 年法第 23 条）。 

 

（４）協同組合税制と競争法の適用関係 

ａ 協同組合に対する課税（法人税）  

 非組合員との取引から生じた利益（通常の法人課税の対象）を除き、利用分量配当は課

税所得から控除される（なお、協同組合銀行で利用分量配当が活用されることはほとんど

ない）。このほか、労働者協同組合と社会的共通益協同組合にあっては、一定の積立金に関

しては課税されない。 

 なお、農業協同組合、手工業者の協同組合、漁業協同組合、運送業協同組合にあっては

一定の要件のもと法人税が免除される。免除されるのは、組合員との取引に起因する所得

に限られ、かつ、非組合員との取引は総売上高の 20％を超えないこと（非組合員との取引

に起因する所得は法人税が課税される）、投資組合員が出資総額の 50％を超す出資を保有

していないことが要件である（一般税法典（CGI）第 207 条）。 

 また、公共住宅協同組合の場合には、社会的な目的をもった組織として法人税は免除さ

れている。 

 

ｂ 競争法の適用関係 

 フランスの競争法は、商法典の第 4 編「価格の自由及び競争」として規定が置かれてい

る（Livre IV：De la liberte de prix et de la concurrence、L410-1 à L490-12）。 

 フランスは、ドイツと異なり、1970 年代までは、ディリジスム（国家管理計画経済）の

もと産業政策が重視され、積極的に競争政策を展開することが困難な事情があり、競争政

                                                  
4  フランスには、社会連帯経済高等評議会とともに協同組合の分野を担当する大臣の求めに応

じ、協同組合に関する活動や法令の立案等に関しての審議や意見を述べるため協同組合高等評

議会が分野別に設置されている（1947 年法第 5‐1 条ほか）。農業協同組合高等評議会につい

ては、後述。 
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策が確立するのは価格の自由および競争に関する 1986年12月 1日の法律（Ordonnance）

第 86-1243 号以後と考えられる。 

 EU 競争法におけると同様、協同組合を適用除外にする規定は設けられていないが、EU

の共通農業市場制度のもと承認された農業生産者組織（PO）およびその団体の農産物の生

産、販売等に関し、協定等をすることは認められ、またその範囲外の農業生産者組織等に

よる市場価格安定のための生産、販売等に関する協定等が認められている（農漁業法典

L551-1、L554-1）ので、農業協同組合は原則として競争法の適用除外を受けることとなる。 

 EU におけるフランスの立ち位置とも関連し、フランス競争法の分野は、基本的に EU

競争法に寄りそうものとなっていると考えてよい。 

 

３ 農業協同組合 

（１） 農業協同組合に関する法律 

  前述のように農業協同組合に関する第一義的な法律は、農漁業法典の第 5編（Livre V du 

Code rural et de la pêche maritime）である。 

 

ａ 農業協同組合の性格 

 農業協同組合（sociétés coopératives agricoles）は歴史的に最も古いタイプの協同組合

で、その法的地位は、商事会社（sociétés commerciale）でもなく、また民事会社（sociétés 

civiles）でもなく、農漁業法典に基づく特別な種類の会社（catégorie spéciale de sociétés）

としての地位を有するとされている（農漁業法典 L521-1 第 2 項）。 

 農業協同組合は、可変資本でなければならず、その存続期間が原則として 99 年を超え

てはならないこと、定款には組合の地区を定めなければならないことになっている（同法

典 L521-2）。さらに、連合会は、会員となっている農業協同組合の地区を包含した地区と

一致する地区を地区として定めなければならない（同条 3 項）。 

農業協同組合と称するためには、次に掲げる事項を定款で定めなければならない（同法

典 L521-3）こととされている。 

ⅰ 組合員が農業協同組合のサービスの全部または一部を利用する義務を負う期間と組

合員の利用に応じた出資義務 

ⅱ 利用組合員とのみ取引を行わなければならない義務 

   ただし、この義務に関しては定款で定めることにより 1 事業年度の売上高の 20％を

限度に非組合員との取引が許容されている（同法典 L522-5）。 

ⅲ 払込済出資に対する支払利子の制限（1947 年法第 14 条で定める利率以内） 

ⅳ 利用高に応じた剰余金の分配 

ⅴ 出資の出資額面による払戻し、清算の場合の残余財産の他の協同組合または農業一

般の利益となる事業への帰属 
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   ただし、連合会への帰属も可（同法典 L526-2）。また、出資額面の払戻しに関して

は、準備金の出資への組合入れ、出資の再評価も可（同法典 L523-1、L523-7） 

ⅵ 総会における組合員の議決権の平等。ただし、農業経営集団が組合に加入している

場合には当該集団の組合員のすべてが組合員としてみなされるが、同じグループで

議決権数の 49%を超える議決権を保有することはできない。 

    ただし、一定の限度で利用等に応じた議決権の付与も可能である（同法典 L524-4） 

ⅶ 組合員資格、脱退および除名の要件 

ⅷ 組合員の義務とその内容を定めるべき理事の義務。組合員との契約においては、組

合員の事業利用の契約期間、出資の払込み、出荷すべき農産物の種類・量、出荷さ

れた農産物に対する対価の決定および支払いの方法等を定める。 

   

ｂ 組合員資格 

 農業協同組合の組合員資格は、次のとおりである（農漁業法典 L522-1）。 

 ⅰ 農業協同組合の地区内の農業者または林業者（法人を含む） 

ⅱ 農業協同組合の目的とする分野の農業に利害関係を有する者で農漁業法典 L521-3

条の規定に従い出資をした者 

 ⅲ 当該地区内で、共同で農業経営を営む集団 

 ⅳ 当該農業協同組合と同じ目的または関連する目的をもった農業者の団体 

 ⅴ 他の農業協同組合およびその連合会および農業機械共同利用組合（地区内に主たる

事務所がある場合で可） 

 ⅵ 当該農業協同組合に隣接するフランス域外に住所や事務所を有する EU 加盟国の農

業者または林業者 

 なお、1992 年の改正法は、協同組合にあらたなタイプの組合員、すなわち非利用組合員

〔投資組合員〕の制度を導入した（1947 年法第 3 条の a）が、農業協同組合に投資組合員

制度を導入する改正は、2008 年に行われた（Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 24）。 

 改正後の農漁業法典（L522-3）では、定款の定めによって、従業員を含め当該農業協同

組合の活動に関心のあるものであれば誰でも、理事会の承認に基づき、非利用組合員

（associé non coopérateur）として、農業協同組合に加入することを許容した。 

 ところで、組合員には脱退の自由が認められており、その態様は定款で定められている

が、協同組合法は組合の資本を保護するために脱退に一定の制約を課している。この問題

は IAS32 号の会計ルールの施行とも関連する問題であり、これまで法律の改正は行われて

いないが、その理由は、協同組合にあってはすでに一定の事情のもと脱退を拒むことが許

されているためであり、農業協同組合の場合にも脱退を制限できるようにするための定款

改正が行われたようである。 
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ｃ 組合員の権利義務 

 協同組合の組合員は、協同組合の所有者であり出資者であると同時に利用者としての契

約関係にある者であり、それを前提に組合員の権利義務は規整される。 

 事業者の協同組合である農業協同組合については、組合員の事業利用義務に関する規整

が特徴的である。 

フランスに限ったことではないが、協同組合には、組合員の脱退自由の原則がある。組

合員は脱退することで穀物を出荷する義務や協同組合の事業に参加する義務を免れること

になるが、施設投資等が求められる協同組合側からすると、協同組合は常に組合員の脱退

に伴うリスクにさらされ、他の組合員への資金的なしわ寄せが起きるリスクを抱えること

になる。そのリスクは、非組合員との取引が制限されることで、さらに高まることになる。 

 こうした不利益に対処するために、協同組合は、定款に各組合員との契約期間に関する

定めを置くことで解決を図ってきた。この拘束期間の妥当性の問題は、組合員の自由を組

合員全体の利益のためにどこまで制限できるかということの評価如何にかかっている。 

 農漁業法典の R522-3 は、協同組合の組合員であることは必然的に、協同組合の事業の

全部または一部を利用する義務を伴うこと、そしてその性質、期間および条件ならびに義

務を怠った場合のペナルティは定款で定められる旨規定する。 

 フランスでは、古くは、事業の利用に関する契約期間が 50 年間であったといわれ、70

年代には、裁判所の判断が、契約による制限期間は職業上の期間（professional life）を超

えてはならないとしたため、その決定に従い協同組合は 25 年の期間を設定してきた。し

かし、今日では、個人の自由の制限としてはあまり長すぎるということで 10 年に限定さ

れるべきではないかとの議論があるということである（裁判所は、まだこの件に関し決定

を下していない）（Hiez (2013) P.399）。 

 2016 年の改正（Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1）後の農漁業法典

R522-4 は、止むを得ない正当な理由がある場合を除き、利用組合員は組合員としての契

約期間が満了する前に協同組合から脱退することはできないことにしているが、定款に定

める正当な理由がある場合には、契約期間中であっても脱退することが可能である。ただ

し、この場合でも最低限必要とされる資本金（一定の場合を除き法人設立後もっとも高い

額の 4 分の 3（R523-3 第 3 項・4 項））を下回ることとなる場合には出資の払戻しはされ

ない（同法典 R522-4 第 2 項）。 

また、契約期間の満了時に脱退する明確な意思表示がない場合には、定款または契約終

了の時点で効力を有する契約に基づき契約が更新されたものとされるが（暗黙の更新）、契

約期間が 5 年を超える場合の暗黙の更新期間（再更新を含む）は 5 年を超えてはならない

ことになっている（同条 3 項・4 項）。 

 

ｄ 農業協同組合の機関 
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（ａ）総会 

 組合員は、総会において出資や事業利用高にかかわらず、原則として、1 人 1 票の議決

権を有する（1947 法第 1 条、農漁業法典 L524-4）。ただし、連合会にあっては連合会の

会員の組合員の数や当該連合会との取引高に応じた議決権の付与が認められる（1947 年法

第 9 条）。 

農業協同組合にあっても、定款の定めるところに従い、利用高に応じて複数の議決権を

付与することが可能であるが、複数の議決権を有する組合員が行使することができる議決

権は、総会に出席した組合員の議決権総数の 5％を超えることはできない（農漁業法典

L524-4。ただし、実際にこのオプションを活用している例は少ないといわれる）。3 人以

上の組合員からなる連合会にあっては 1 人が 40％、2 人の構成員からなる連合会にあって

は 1 人が 60％を超えて議決権を行使することはできない（同条）。 

 これ以外に例外がある。それは、非利用組合員に対する出資金に応じた議決権の付与（１

人１票にすることも可）で、総議決権の 3 分の 1 までの限度で出資に応じた議決権の付与

を認めている（1947 年法第 3 条）。その場合、農業協同組合の場合にあっては、非利用組

合員の議決権総数は、総会における議決権総数の 20％を超えることはできず、1 人で組合

員の議決権総数の 10％を超えて保有することはできない（農漁業法典 L522-3）。 

 

（ｂ）1 層方式、2 層方式のガバナンス構造の選択 

 総会以外の経営管理のための機関の基本は、協同組合が選択する組織形態、すなわち有

限責任会社の形態（商法典 L223-1 から L223-43）（民法典に基づく民事会社もこれと同

様）か、株式会社（同 L225-1 から L225-257）の形態であるかにかかっている。 

 有限責任会社を選択した場合には、総会に対して直接説明責任を有する 1 人ないしは複

数の取締役（通常は 1 人）によって経営が行われる。これに対し、株式会社形態を採用し

た場合には、取締役会によって経営が行われる 1 層方式のガバナンス方式（フランスの伝

統）か、ドイツのような 2 層方式によるガバナンス方式のいずれかを選択することになる。 

 以上は協同組合一般の例で、農業協同組合は、商法典または民法典に基づく会社ではな

いが、農業協同組合の場合にあっても、総会で選任される理事会（conseil d'administration）

と理事会が指名する理事長によって経営管理が行われる 1 層方式（これが原則的な方式）

か、定款の定めるところによって経営管理委員会（conseil de surveillance）の監督のもと、

理事会に代えて業務執行役員会（directoire）によって経営管理が行われる 2 層方式のいず

れかによる（農漁業法典 L524-1）。ただし、他の協同組合と同様、2 層方式のガバナンス

方式を採用する例は少ない。 

1 層方式による場合でも、理事会は業務執行役員（directeur）を指名することができ、

この業務執行役員は理事会の指揮、管理および監督のもとその付与された権限の範囲内に

おいて組合を代表しその職務を執行する（同 R524-9 第 1 項・2 項）。この業務執行役員は、
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組合員であれば理事会の構成員でなくても差し支えない（同条 1 項）。 

  非利用組合員を抱える農業協同組合にあっては、かれらの代表を理事会または経営管理

委員会のメンバーに加えなければならない。なお、その場合、構成員の 3 分の１を限度と

して、その代表が非利用組合員によって選出される（同条）。 

 理事会、経営管理委員会の構成員は、報酬を受けてはならず、職務執行に要した費用等

の弁償を請求する権利が与えられるだけである（農漁業法典 L524-3）。 

 また、定款では、理事会または経営管理委員会の構成員の職務を規定するとともに、理

事会または経営管理委員会の構成員の全部または一定の割合の員数に関して年齢制限を規

定しなければならない（同 L524-2）。定款に明文を欠く場合には、理事会または経営管理

委員会の構成員のうち 70 歳を超える者の数は、それらの 3 分の 1 を超えてはならないと

されている（同条 2 項）。 

 業務執行役員についても、定款で上限年齢を定めなければならず、定款に明文を欠く場

合には 65 歳を超えてはならない（同条 4 項）。 

 理事の定数は、固定数または一定の範囲をもって定めることができるが、農業協同組合

にあっては最低 3 名、連合会にあっては 2 名でなければならない。理事は、組合員の中か

ら総会において投票数の過半数で選出される（農漁業法典 R524-1）。ただし、2 層方式に

よる場合の業務執行役員会は、3 名から 5 名で構成し、その資格は組合員でなくても構わ

ない（同 R524-27、R524-28 第 2 項）。その選出は、総会によって行われるが、解任は経

営管理委員会が行うことになっている（同 R524-28 第 1 項）。また、2 層方式による場合

の業務執行役員は、組合員以外の者から選任することができ、その報酬は経営管理委員会

が定める（同条 2 項）。 

経営管理委員会の構成員は少なくとも 3 名（連合会は 2 名）で、総会において組合員の

中から選ばれる（同法典 R524-33、R524-36）。 

 なお、経営管理委員会の構成員、理事会の構成員の資格は、組合員でなければならず、

①フランス国籍、EU 加盟国の国籍相互協定が存する国の国籍または農業大臣が別に定め

るもの、②当該協同組合の業務と競合する業務に関与していないこと、③法律上、その職

務を遂行する権限を有する者、でなければならないが、それ以外の要件はとくにない（同

法典 R524-1、L529-2）。 

 

ｅ 農業協同組合の財務・会計 

 協同組合の伝統的な資本構成は、出資金と積立金によって構成される。資本金は、原則

として組合員によって所有され、加入脱退に伴って変動する可変資本制が採用されている

ため、不可分資本が重要な意味をもっている。1992 年改正後、厳格性が緩和されてきてい

るが、フランスの協同組合にあっては、そのアイデンティティの構成要素の一つとして積

立金は不分割であると考えられてきている（Chômel (2010) p.538）。 
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（ａ）普通出資以外の資本調達手段 

・ 積立出資（parts sociales d'épargne） 

これは、農業協同組合の特有の制度で、利用分量配当を留保した出資金である。日本の

旧農協法の回転出資金に相当するもので、その払戻しや譲渡の要件等は定款の定めるとこ

ろに従う（農漁業法典 L523-4-1）。  

・ 非利用組合員による出資 

1947 年法は、資本拠出を通じて協同組合の目的達成に貢献しようとする者でその提供す

るサービスを利用しない組合員を許容した（1992 年法第 3 条による）が、この改正は農

業協同組合には適用されなかった。それは①農業協同組合については出資総額の 50％を超

えない、②理事会の構成員の 3 分の１を超えてはならないという要件で、1972 年の改正

により同様な内容の制度がすでに導入されていたからである。非利用組合員の資格につい

ては法律に限定的に列挙されていたが、前述のように 2008 年の改正で、従業員を含め当

該農業協同組合の活動に関心のあるものであれば誰でも、理事会の承認するところに従い、

非利用組合員（associé non coopérateur）として、農業協同組合に加入することができる

こととなった。議決権は１人１票で行使することが可能（前述のように出資に応じた議決

権付与も一定限度で可）で、出資に対する配当は、利用組合員に対する配当率を 2 ポイン

ト上回る限度まで許容している（農漁業法典 L522-3、L522-4）。 

・ 参加証券の発行（同法典 L523-8） 

・ 協同組合投資証券の発行（同法典 L523-10） 

・ 譲渡可能な債券の発行（同法典 L523-11） 

 

（ｂ）剰余金の処分 

 毎事業年度の剰余金は、法定準備金その他の準備金として内部留保されるか組合員に分

配される。 

・ 法定準備金等 

法定準備金として、出資金の額に達するまで毎事業年度の剰余金の 10 分の 1 以上を積

み立てなければならない（同法典 R524-21 第 1 項）。法定準備金以外の積立金を積み立て

ることもできる（同項）が、一定の要件のもと出資に組み入れられたもの（同法典 L523-1）、

および出資の再評価のために利用された準備金（同法典 L523-7）を除き、組合の存続中は

不分割とされる（同法典 R524-21 第 2 項）。 

・ 出資配当 

出資金に対する報酬は、原則的に利益の分配ではなく利息の形をとっており、前述のよ

うに上限規制があり、その上限は財務大臣によって年 2 回公表される社債のレートである

（1947 年法第 14 条、農漁業法典 L521-3）。 
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・ 事業利用分量配当 

非組合員との取引から生じたものを除き、組合員との取引から生じた剰余金については

利用高に応じて組合員に分配することができる（1947 法第 15 条）。 

なお、この剰余金の分配方法は、協同組合的な剰余金の処分の形態であるが、一般に組

合員資格や利用者に限定のない協同組合（例えば、生協や協同組合銀行等）においては、

活用される例は少ないといわれる。 

 

ｆ 監査 

 農業協同組合は、農業大臣から監査（révision）という名のもとに監査を行うことの承

認を受けている監査中央会（fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de 

procéder aux opérations de révision）への加入義務を負う（農漁業法典 L527-1）。この監

査は、監査中央会から給与を受けている公認の監査人（réviseurs agréés）によって行わ

れる（同条 2 項）。監査中央会は、監査中央会の監査業務を監督し、監査人の認証や教育

訓練等を行う全国農業協同組合監査協会（à L'association nationale de révision de La 

coopération agricole）への加入義務を負う（同条 3 項・4 項）。 

 監査中央会による監査（révision）の第一義的目的は、協同組合が法令、協同組合の原

則に従って運営されているかどうかのチェックにある（同法典 L528-1）。監査は、HCCA

が承認・策定した監査基準に従って実施される（同 L527-1-3）が、全国監査協会は、この

HCCA が設定する基準の策定に加わり、基準の具体的な運用に携わっている（同 L527-1

第 4 項）。 

 なお、貸借対照表および損益計算書等の決算書類は、商法典の規定（L123-12 から L 

123-22 まで）に従って作成される（同法典 L524-6）。事業年度末に次に掲げる基準に該当

する農業協同組合にあっては、会計監査を受けるため、少なくとも 1 人の会計監査人

（commissaire aux compte）と補欠の監査人を指名しなければならない（同 R524-22-1）

とされ、決算書類は、決算承認総会終了後 1 ヶ月以内に、管轄裁判所の登録のために提出

しなければならない。 

ⅰ 期限の定めのない雇用契約による従業員数が 10 人以上 

ⅱ 税額控除前の売上高が 534,000 ユーロ以上 

ⅲ 貸借対照表の純資産額が 267,000 ユーロ以上 

この会計監査については、商法典 L822-1 の規定に従って登録された自然人によって行

なわれ、当該自然人は監査中央会から給与の支払いを受けることができるが、その場合に

は会計監査以外の業務を行うことはできないこととし（同 L527-1-1）、監査人の独立性を

確保している。 

なお、有価証券を上場している農業協同組合の連結決算については、2 人の会計監査人

（commissaires aux comptes）によって会計監査が行われなければならないが、その内の
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1人は連合会から給与が支払われるものであってはならないとされている（同L524-6-3）。 

 

ｇ 登記と監督 

 農業協同組合の登記は、商事裁判所が管轄する商業登記簿に登録することによって行わ

れる（農漁業法典 R521-7）。 

 農業協同組合を設立するには、HCCA の承認を必要とし、承認は法令・協同組合の原則

ならびに農業大臣に承認を受けた模範定款に従って行われる（同法典 L525-1）。この承認

は登記手続き完了後に行われる（同条）。 

HCCA は、かつて農業大臣の権限に属していた承認、承認の取消しを代わって行使する

存在になっており、農業協同組合の監視・監督を行っている（同法典 L528-1、R525-6）。 

 

ｈ 組織転換等 

 フランスでは、長い間、協同組合から一般の会社への組織転換は、その性格の違いから

禁止されてきた。したがって、解散し新たな会社を設立する以外にはなく、新たな会社が

解散した協同組合の資本を引き継ぐことができなかったが、1992 年の改正で組織転換の規

定が設けられた（1992 年改正後の 1947 年法第 25 条）。 

しかし、一定の制約があり、協同組合の財政危機からの救出のためか、あるいはその発

展のために必要な場合または行政庁による改善勧告のあった場合に限られる（同条第Ⅰ第

1 項各号）。また、転換の意思決定はあらかじめ HCCA に相談し、それを踏まえた行政当

局の承認がなければ効力が生じない（同項本文）。 

 なお、転換が承認された場合であっても転換後の会社は転換前の組合の資本金を自由に

使用することはできず、引き継いだ積立金は特別積立金として、10 年間、社員には当該積

立金を分配できない（同条第 I 第２項）。したがって、これは組織転換の濫用を完全に防止

するというより、目先のタナボタの利益を狙った組織転換を抑制するための措置というこ

とになろう。 

組織分割については、合併とセットで規定されており、農業協同組合については、農漁

業法典 L526-3 以下に規定が設けられている。合併と同様、新設、吸収分割の双方が認め

られ、定款変更の決議と同様、3 分の 2 以上の多数決による決議が必要とされている（同

法典 L526-3、L526-4）。 

 

【補足】SICA（sociétés d'intérêt collectif agricole、Agricultural common interest 

cooperatives） 

  SICA（農業・農村の共通利益のための協同組合）は、特定の農村地域の農家の利益のた

めに、またその地域の住民の利益のために、設備および備品の設置・管理、またはサービ

スの提供を確保するための協同組合であり、農漁業法典に農業協同組合（sociétés 
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coopératives agricoles）とは別のものとして定めが置かれている（農漁業法典の Titre III : 

Sociétés d'intérêt collectif agricole、L531-1 から L535-5）。 

 SICA は、1947 年法の協同組合としての地位を有し、民法典 1832 条以下の規定に基づ

く民事会社、商法典に基づく株式会社または有限会社の形式のいずれかによって設立され

る（農漁業法典 L531-1 第 1 項）。 

 伝統的な協同組合と異なる特徴は、次のような点にある。 

組合員資格は、農業者、クレディ・アグリコルに加入できる団体および SICA の目的の

達成に貢献する活動を行っている者である（同法典 R531-5）。また、定款では、農業者、

クレディ・アグリコルに加入できる団体およびクレディ・アグリコルが組合員である場合

にはクレディ・アグリコルが合わせて議決権の過半を占めるよう定めなければならない（同

法典 R532-3 第 1 項）。ただし、各組合員は議決権の 40％を超える議決権を保有してはな

らず、また 10 人を超える組合員がいる場合には各組合員が 10％を超える議決権を保有す

ることができない（クレディ・アグリコル、協同組合およびその連合会である組合員には

適用しない）（同法典 R532-4 第 2 項・3 項）。 

また、農業者およびクレディ・アグリコルに加入できる団体以外の者との取引は、年間

総売上高の 50％まで許容されている（同法典 R532-4）。 

 

（２）農協の概要とフードチェーンにおけるシェア 

Coop de France によれば 2015 年時点でフランス国内には 2,700 の農協（連合会、SICA

含む）と 11,545 の CUMA（農業機械共同利用組合）がある。農協数は 1995 年の 3,800

からみると約 3 分の 2 に減少している。 

農業者の 4 分の 3 がいずれかの農協の組合員となっており、農協は 16.5 万人の職員を

雇用している。農協グループの売上高は合計 851 億ユーロで、フランスの農業食料産業で

創出される売上高の 40％に相当する。そして、

フランスの食品ブランドの 3 分の 1 を農協グル

ープが保有するブランドが占める。 

 分野別の農協数の推移をみたものが図表７で

ある。最も数が多いのは、ワインで 648 組合、

次いで酪農の 240 組合、果物・野菜の 200 組合

が続く。同表にみられるように、ほとんどの分

野で2003年から2016年にかけて農協数は減少

している。この背景の一つとしては、農協の合

併等組織再編が進んだことがあげられる。 

次に、フードチェーンのなかでの農協のシェ

ア等をみたものが図表８である。農業分野のな

図表7　分野別の農協数
（組合）

2003 2010 2016

穀物 350 195 165

砂糖 9 4 4

飼料 91 41 47

酪農 340 260 240

食肉 285 213 136

動物受精 80 56 41

ワイン 900 715 648(注）

たばこ 10 7 6

果物・野菜 350 300 200

はちみつ 12 12 12

森林 39 27 19
資料　Filippi (2012)及びCoop de France ‘La
Cooperation Agricole et
Agroalimentaire2016’より農中総研作成
（注）caves coopérative606、union32、sica10
の計。
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かで農協のシェアが高いのは、穀物集荷、砂糖、豚肉、飼料といった分野で、これら分野

では過半を超えている。牛乳・乳製品に関しては、シェアはほぼ 5 割である。逆に低いの

は、牛肉、野菜、果物である。ワインの農協のシェアは表示方法によって差があり、特定

の産地を表示できる A.O.P ラベルのワインは約 4 割、生産地域を表示できる I.G.P ラベル

のワインでは約 7 割である。2003 年、2010 年、2016 年を品目別に比較すると、農協のシ

ェアは全体としてみるとほとんど変わっておらず、飲用乳、飼料では上昇している。 

 

図表９、10 は、売上高上位の 10 農協を 1996 年と 2015 年で比較したものである。なお、

売上高にはグループ会社も含まれる。同表にみられるように、上位の農協は規模拡大が顕

著で、10 位までの合計売上高は 1996 年の 120 億 ECU が 2015 年には 381 億ユーロとな

り、3 倍以上に増加している。 

一方、1996 年、2015 年の両リストにのっている農協は、ソディアール農協、リマグラ

ン農協のみである。この間に多くの入れ替わりがあったことがうかがえる。また、売上高

の急速な拡大から明らかなように、この間、農協合併や川下部門への進出を伴う規模拡大

が進んでいる。なお、最も売上高が大きいインヴィヴォ農協は、自らも事業を行っている

が、穀物農協の連合会の性格が強く注意が必要である。 

 

図表8　フードチェーンのなかでの農協のシェア

2003年 2010 2016 2003 2010 2016
集荷74 集荷74 集荷70 11.2 11 23

62 62 62 1.9 3.7 3.7
60 70 70 3 3 4.3

集乳47
集乳55

飲用乳47
バター50

集乳55
飲用乳66
バター51

7 7.1
12.5（加工
子会社含
む）

家禽55
卵30

家禽60
卵30

家禽生産60
卵30

- - -

95% - 牛95％ 0.2 - 0.378
A.O.C(注1） 38 38 -
A.O.P(注2） - - 38
I.G.P（注3） - 72 69
Champagne 30 36 36

100 100 100 - 0.063 0.063

果物35
野菜25

生鮮果物35
生鮮野菜30
カット・パック

野菜45
缶入野菜40

生鮮果物35
生鮮野菜30
缶入野菜40 3.8 4.5 6

20 20 20 0.02 0.014 0.014
20 23 19 0.2 0.22 0.4

（注1）Appellation d'Origine Contrôlé： A.O.C、原産地統制呼称
（注2）Appellation d’Origine Protégée：A.O.P、原産地呼称保護
（注3）Indication géographique protégée：Ｉ.Ｇ.Ｐ、地理的表示保護

動物受精

鶏卵と家禽

4 4.8 5.6

資料　Filippi (2012)及びCoop de France ‘La Cooperation Agricole et Agroalimentaire2016’より農
中総研作成

ワ
イ
ン

果物・野菜

はちみつ
森林

タバコ
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図表10　売上高上位の農協（2015年）
(百万ユーロ)

順位 農協名 主な活動分野 主要ブランド 売上高

1 インヴィヴォ（InVivo） 穀物、生産資材
Gamm Vert, Semences de France, Frais
d’ici 5,654

2 テレナ（Terrena） 多品目
Gastronome, Douce France,
Paysan　Breton, Régilait, Tendre et plus 5,037

3 ソディアール（Sodiaal） 牛乳・乳製品
Yoplait, Candia, Riches Monts, Régilait,
Entremont, Juragruyère 4,998

4 アグリアル（Agrial） 多品目
Florette, Créaline, Priméale, Ecusson,
Danao, Loïc Raison 4,776

5 テレオス（Tereos）
砂糖、でんぷん、ア

ルコール

Beghin Say, L’Antillaise, Origny, La
Perruche 4,300

6 ヴィベシア（Vivescia）
穀物（資材調達、製

粉、麦芽、動物栄養）

Delifrance, Francine, Campaillette
3,646

7 Axéréal
穀物（資材調達、製

粉、麦芽、動物栄養）

Banette, Francine, Lemaire, Treblec
3,203

8 リマグラン（Limagrain）
穀物・種子・バイオ健
康関連（Bio-santé）

Vilmorin, Clause, Jacquet, Brossard
2,351

9 イーブン（Groupe　EVEN）
牛乳、資材調達、動

物栄養

Even, Paysan Breton, Kerguelen
2,096

10 トリスカリア（Triskalia） 多品目
Paysan Breton, Prince de Bretagne,
Régilait, Ronsard 2,037

上位10農協合計 38,098
資料　Coop de France ‘La Cooperation Agricole et Agroalimentaire2016’

図表9　売上高上位の農協（1996年）
(百万ECU)

順位 農協名 活動分野 売上高
1 ソディアール（Sodiaal） 牛乳・乳製品 2,550
2 ソコパ（Socopa） 肉 2,003
3 UNCAA 農業資材、肉 （注）1,519
4 カナ（Cana） 多品目 1,280
5 コパグリ・ブルターニ（Coopagri　Bertagne） 多品目 1,279
6 シグマ（Sigma） 穀物 1,141
7 ユニコパ（Unicopa） 多品目 996
8 CECAB 缶詰野菜 950
9 シャンパーニュ・セリアル（Champaggne　Cereals） 穀物 938
10 リマグラン（Limagrain） 穀物、種子 801

上位10農協合計 11,936

（注）　1995年の売上高
資料　 オンノフランク・ファン・ベックム他（2000）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農協の合併・再編については、特定部門に特化し拡大する農協と、多品目に展開し拡大

する農協があることが特徴的である。代表的な多品目農協であるテレナ農協への聞き取り

調査によれば、この背景には地域の営農形態の差があるとし、地域農業のなかで単一経営

が主であれば農協も特定の部門に特化しやすく、複合経営が主であれば、テレナ農協のよ

うに農協も多品目化が進みやすいとしている。 

 また、図表 10 からは、複数農協がある特定部門を統合して新たな事業体を作る動きも

読み取ることができる。同図表には、テレナ農協、イーブン農協、トリスカリア農協の主

要ブランドにいずれも Paysan Breton（乳製品ブランド）があるが、これは 3 農協が出

資して運営している乳業会社 Laïta の保有ブランドである。 
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図表11 農協による協同組合間もしくは投資家所有企業と

の合併買収件数の推移（件）

農協が食品関連の主要ブ

ランドを多く保有している

ことからわかるように、

1990 年代以降のフランス

の農協の規模拡大は、農協

同士の再編統合が進んだこ

とに加え、川下部門での子

会社設立によるグループ化

が影響している。そのなか

には、投資家所有企業との

共同による会社設立や買収

等によるものも含まれる。例

えば、図表 11 のように、2000

年から 2016 年にかけての農

協による統合・合併・買収等

の合計件数 1,410 件のうち、

約 4割 649件が投資家所有企

業との間で行われている。 

その結果、農協が食品加工

企業の上位に多く名を連ねる

ようになっており、図表 12

のようにフランス国内の食品

加工グループ上位 10 社のうち、農協グループが 4 社を占める。 

 

（３）フランスにおける農協の発展の歴史 

本項では Filippi （2012）、ベックム他（2000）等をもとに、フランスの農協の発展の

経緯を振り返る。 

フランスで近代的な農業協同組合運動が始まったのは、19 世紀末である。組合

（syndicat 、サンディカ）に関する 1884 年 3 月 21 日法 （Loi du 21 mars 1884）の成

立が契機となったとされる。とくに、組合の設立目的に、「農業利益の保全」が盛り込まれ

たことが後押ししたと考えられている。多くは資材の共同購入を行う農民組合として設立

され、本レポートで事例として紹介するテレナ農協も、1887 年に創設されたアンジュー農

民組合（le syndicat agricole d’Anjou）を起源とする。さらに、1920 年 3 月 12 日法（Loi 

du 12 mars 1920）では、組合が「農業機械、肥料、種子、植物、動物および動物飼料」

について、組合員のために共同購入する権限があることが明記された。Filippi （2012）
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図表12 フランスの主要食品加工企業

（フランス国内売上上位10社、2015年）（100万ドル）

資料 USDA Foreign Agricultural Service ‘FRANCE：Food

prosessing Ingredients October 25, 2016’

（注）赤が農協グループ
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によれば 1920 年には 15,000 の農民組合があり、その大部分は後に協同組合になった。 

第一次大戦後は、戦争で荒廃した地域の再生と農村部の経済的復興の再生のため、政府

が農業協同組合に支援を行ったこともさらなる成長につながったとされる。1930 年代には、

世界恐慌による経済および小麦市場危機によって、穀物協同組合の発展が促された。とく

に、1936 年の法律で、貯蔵協同組合に小麦の集荷が認められたことが寄与した。 

第二次世界大戦後、農業者は、食糧不足の解消のために生産を拡大し、農業協同組合も

活動を再開していく。生産拡大を支援するため、1945 年には、農業者のために農業機械の

共同購入・共同利用を行う農協「CUMA」がマーシャルプランにより創設されている。ま

た、前述の通り 1947 年には、協同組合の地位に関する 1947 年の法律が作られた。農業協

同組合は数の上でも力の上からも勢力を拡大し、1966 年には農協の全国組織である CFCA

（現 Coop de France）が設立された。なお、1950 年代までのフランスの農協の発展は、

とくに、ワイン農協と穀物農協中心に進んだとされる。 

1960 年代以降もフランス農業のなかで農業協同組合は大きな役割を果たし、ワイン、穀

物、牛乳といった重要で伝統的な市場において大きなシェアを維持してきた。さらに、1970

年代も同様に農業協同組合の発展がみられたが、この背景としては EU の価格支持政策の

利益を受ける上で、農協の組織化が有利に働いた面があったとされる。 

しかし、1990 年代以降、CAP 改革等で価格支持政策から所得支持政策へ EU の農業政

策が大きくシフトするとともに、EU 域内で近隣諸国との農産物市場競争も激しくなって

きた。またフランス国内の流通市場でカルフールに代表される大手小売量販店の巨大化・

集中化が進むなど、フランスの農協および農業を巡る環境は大きく変化していった。 

大手小売量販店への対抗力の強化とフードチェーンのなかでの付加価値の取込みのため、

フランスの農協は、合併や組織の再編・統合に取り組むとともに、農産加工やブランド開

発、小売店舗展開、さらに国際化の動きを強めていった。 

なお、農協間の合併においては、専門農協同士が合併し特定の品目で規模拡大が進むケ

ースと、異なる部門の農協が合併し多品目農協として規模拡大が進むケースがみられた。

また、川下部門への進出の多くは、農協単独（もしくは複数農協）か、農協と民間セクタ

ーとの共同出資による子会社設立により進められた。 

Filippi （2012）は、子会社を通じて事業展開することのメリットとして、まず会社法

に基づく子会社には員外利用規制が適用されないため、20％という員外利用規制の天井を

考慮せず、第三者と取引することが可能となることを挙げる。また、川上部分に比べ相対

的に大きな川下部分の付加価値が子会社を通じ農協に還元されることで、組合員の経済メ

リットにもつながるとする。さらに、こうした川下部門への投資は、特定の農業生産部門

を救済し、生産者の販路を守る上でも有効としている。実際にテレナ連合会（テレナ農協

グループの前身）は、家禽部門の有力な民間会社 Bourgoin の経営危機に際し、同社の資

産を 2001 年に買収している。 

─ 34 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



また、Filippi 氏への聞き取り調査によれば、フランスの農協が契約により組合員に出

荷義務を課していることが、子会社にとっては原料の安定調達につながり、その経営にと

って重要な役割を果たしているとのことだった。 

そして、これら子会社を通じた取組みを後押しすることになったのが、1991 年と 1992

年に成立した 2 つの関連法（Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991、Loi du 13 juillet 1992）であ

る。この 2 つの法律は、協同組合による資金調達手段の強化等を目的としたとされ、例え

ば、農協の資本充実策として債券発行や一定の条件のもとでの出資の導入、組合員への利

益還元策として子会社からの配当の農協組合員への再配分を容易にする等の制度が導入さ

れた。また、この 2 法の成立とともに、それまで農協の農産加工や商品取引ビジネスを行

っていた SICA（協同組合の 1 形態）への課税が強化されたことは、SICA の株式会社等

への転換を加速させたとされている。さらに、1994 年の会社法の改正により、複数の企業

が合弁事業を組織する際に便利で、また親会社のコントロールが容易な単純型株式会社

（société par actions simplifiée：SAS）が制度化されたこともその後の子会社設立に影響

したとみられる。 

 簡素型株式会社（SAS）には、最低資本金額の定めはなく、出資者 1 人だけでも設立す

ることができる。出資者 1 人の場合は、簡素型単一株主株式会社（SAS Unipersonnelle：

SASU）と呼ばれる。SAS（あるいは SASU）は「株主間の関係、機関構成、組織運営、

資本譲渡を定款で自由に定められ」、「フランス法における最新の会社形態で、持株会社の

場合や子会社に対する 100%の経営支配権を維持したい外国会社の場合に非常に適してい

る」とされる（フランス貿易投資庁（2015））。例えば、前述の 3 農協が出資者となってい

る乳業会社 Laïta も法人形態は SAS である。 

 

（４）定款における規定 

前述のとおり、フランスの農協には、税制面での優遇措置（組合員取引について法人税

免税、但し員外取引は課税等）があり、また歴史的には政府からの財政的な支援も受けて

きた。それらを背景に、2005 年までは政府当局による認可、管理も行われていた。模範定

款は農業省が作成し、当局による許認否の理由ともなるため、各農協の定款は模範定款を

尊重しなければならなかった。また、毎年農協の活動が定款に一致することを表す資料を

当局に提出していた。 

2006 年以降は、この認可、監督業務は農業省から後述の HCCA に移管された。そして、

模範定款は、農業省と Coop de France が協議して案をつくり、それを HCCA が確認をす

るというプロセスに変わった。HCCA は、農協の設立の際の許認可、定款の変更の許認可

も行っている。具体的には、定款や内規のチェック、商業登記のチェックをし、農協設立

の理由、監査中央会からの証明書等を見て、審査を行う。 
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ａ 組合活動の対応と業務執行のオプション 

農協を設立する場合には、組合の活動のタイプを 6 種類のなかから、業務執行にかかる

オプションを 9 種類のなかから選ぶ必要がある。活動には 6 つのタイプ、①集荷・販売農

協、同連合会、②共同利用農協、③部門別農協、④穀物農協、⑤資材供給農協、同連合会、

⑥サービス農協・連合会（CUMA と動物受精協同組合を含む）がある。6 つのタイプそれ

ぞれに模範定款があり、主な活動が 6 つのうちのどれに該当するかを選んで、その模範定

款を使う。複数の活動を行うことはできるが、模範定款を組み合わせることはできない。

事例で紹介するテレナ農協では、6 つのタイプのうち、②共同利用を除く 5 つのタイプの

活動を行っている。 

次に、業務執行にかかるオプションには、員外利用取引を行うか、投票の重みづけを行

うか、非利用の組合員を置くか等 9 つのオプションが設けられており、このうち該当する

ものを選ぶ。Coop de France によれば、過半の農協は、員外利用のオプションを採用して

いる。このオプションを取らないと、農業者に資材を販売する場合などに売り先に制限が

かかってしまうので、販路の確保のために採用している。また、農家で後継者に事業が引

き継がれたとき、息子が組合員でないと取引ができないといった事態を避けることもでき

る。このオプションを採用していないと員外取引はできないが、このオプションを採用し

た場合、員外取引は 20％までに制限されている。 

 

ｂ 組合員の種類 

農協の組合員には、事業利用を行う組合員（associés coopérateurs、以下「正組合員」

という）と非利用組合員（associés non coopérateurs）の 2 種類がある。非利用組合員の

オプションを採用する場合、定款に記載し、正組合員の出資と非利用組合員の出資の区分

経理を行う。議決権について、組合員と非利用の組合員は、ともに総会での１人１票の議

決権を有するが、定款によって議決権の加重を定めることができる。ただし、総会では、

非利用組合員は合計で 20％以上、個別で 10％以上の議決権を持つことはできないとして

いる。 

 

ｃ 組合員の組合利用に関する義務等 

組合員は事業量に比例して出資を行い、活動の全部または一部について組合を利用する

契約（engagement）を結ぶ義務がある。その契約内容や期間等は定款で規定するが、契約

期間内の脱退は原則認められない。また、農協は、この契約に違反した場合の罰則を設け

ることもできる。 

例えば、テレナ農協では、組合員の結ぶ契約として、組合員はその生産に対し穀物、生

乳は全量、牛、羊、フォアグラ用ガチョウは75％を組合に出荷し、契約期間は5年とする等

と定款に記載されている。そして、量的、質的に契約に違反した場合には、違反した数量
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に平均もしくは固定価格を乗じた金額を、組合員に罰金（pénalité financière）として課す

ことができる等と定款には記載されている。 

 

（５）農協に関する地方組織、全国組織 

 Coop de France は、農業協同組合が加盟する全国組織であり、その組織形態は 1901 年

のアソシエーション法5に基づくアソシエーションである。農協が Coop de France に加盟

することは義務づけられてはいないが、98％は加盟しているとのことである。 

 Coop de France の始まりは、右派の農協団体と左派の農協団体が合同で 1966 年に設立

した Confédération française de la coopération agricole (CFCA)である。CFCA は、2003

年に Coop de France に名称変更した。Coop de France は、最初からすべての種類の農協

を代表していたわけではなかったようだが、各分野の農協代表機関との合併を経て、ほぼ

すべての農協が加盟する組織になったようである。2017 年にも、酪農協の全国連盟（FNCL）

との合併を行った。 

Coop de France の目的は、全国的な組織として、地方、国、欧州、そして国際的なレベ

ルにおいて、市場や顧客、最終消費者と直接対応している農業協同組合を、統一的に代表

することである。Coop de France では、「Coop de France 2020」と題する目標において、

以下の 4 つの優先的な課題を掲げている。①協同組合モデルの価値を守り促進すること、

②事業体としての協同組合の競争力を向上させること、③経済的な価値や、社会的責任と

いった分野で価値を創造する協同組合の能力を高めること、④フードチェーンにおける食

料の供給に、消費者の期待に応えながら関与していくこと。 

 Coop de France には 13 の地方支部があり、通常、農協は自らが立地している地方の支

部に加盟する。しかし、規模の大きい農協の場合は営業エリアが複数の地方にまたがるこ

ともある。そのような場合は、複数の支部に加盟してもよいし、全国組織に直接加盟して

もよい。加盟金は売上高に比例しているため、複数支部に加盟する場合は売上を地方ごと

に分割して加盟金を払うことになる。複数の農協が連合会（union）を組成している場合

には、各農協と連合会のそれぞれが加盟する。 

地方ごとの支部とは別に、穀物や果実・野菜、酪農、食肉、ワインといった分野別のネ

ットワークも組成されており、それぞれの分野で専門的に働く職員がいる。Coop de 

France には、一般的な活動内容を紹介するウェブサイト「La coopération agricole」に加

えて、法務に関しては「Juricoop」、監査やコンサル、研修については「Services Coop de 

France」という別のウェブサイトが設けられており、それぞれの業務を担当する部署が設

置されている。つまり、Coop de France は、会員を代表してロビー活動を行うほかにも、

労務や税務、コンサルティングや職員研修に関するサービスを農協向けに提供している。

                                                  
5 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

─ 37 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



また、市民向けに農協の活動をわかりやすく紹介する活動も行っており、その一環として、

スーパー等で販売されている様々な食品ブランドが農協のものであることを示す冊子を作

成している。 

Coop de Franceは、フランスの協同組合全体の組織であるCoop FRのメンバーであり、

また欧州農業協同組合委員会（COGECA)のメンバーでもある。 

 

（６）農協に対する監督・監査 

ａ 監督 

 農協およびその連合会（union）は、農業協同組合高等評議会（「HCCA」という）の監

督に服する（農漁業法典 R525-6）。 

  HCCA は 2006 年の法律6により設立され、それ以前は、農協およびその連合会は農業省

が監督していた。2006 年に HCCA が設立された背景について、HCCA の運営委員である

Filippi 氏によれば、もともとは農業省の部局が担当していたが、専門機関を作り自主的に

行わせることとしたとのことであった。また、全国農業協同組合監査協会（L’association 

nationale de révision de la coopération agricole、以下「ANR」という）と農協の全国組

織である Coop de France への聞き取り調査では、農業省が監督を行うと非常にコストが

かかり、予算や人員確保が難しかったという理由があげられた。 

 HCCA のミッションは、次の 4 つである。①農協に関する政策の策定と実施に貢献し、

法令等の実態への適応を確実にする、②農協に関する法令等の順守を保証し、農協の認可

と取消を行う、③農協監査の原則と基準を作成・決定する、④農協の経済・財務面での発

展状況を把握する。 

 このうち、③の監査原則と基準の策定は、2006 年以前は ANR が行っていたが、①、②、

④は農業省が行っていた。2006 年以降はこれらすべてが HCCA に移管されたが、HCCA

の運営にかかる費用はすべて農協からの義務的加盟金による。 

 HCCA の運営委員会は、12 名の委員から構成されている。うち 7 名は農協の代表、5

名は農業大臣から任命された有識者である。これ以外にすべての会議に出席できるが投票

権は持たず拒否権のみを持つ 2 名の政府委員がおり、うち 1 名は農業省、1 名は社会的連

帯経済担当省の委員である。ANR に聞き取り調査を実施した 2017 年 12 月当時、農協側

の 7 名の委員は、砂糖農協、酪農協、穀物農協、種子農協、多品目農協、シャンパン農協、

CUMA（農業機械共同利用組合）の役員である。有識者の 5 名の委員は大学教授（農政学）、

弁護士（農業に関する法律の専門家）、小売協同組合連合会の役員、クレディ・アグリコル

SA（CASA）の役員、そして元農業大臣かつ元司法大臣である。運営委員会の委員長は、

元農業大臣かつ元司法大臣であるアンリ・ナレット氏であるが、委員長は運営委員の投票

                                                  
6 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole 
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により決定し、農協代表か有識者かは決められていない。 

 HCCA には法務、監査、経済財政の 3 つのセクションがあり、12 名の運営委員は 3 つ

のセクションのどれかを担当している。各セクションには必要に応じて専門家を置いてい

る。 

 HCCA は、政府（農業省等）や Coop de France、ANR と連携して、上記のミッション

を果たしている（図表 13）。HCCA の業績については年次報告書を作成し政府に報告して

いる。また、農協法の改正案は、政府が関係団体（HCCA、ANR、Coop de France）と協

議し詰めていくが、その過程で HCCA はチェックし、自らの見解を出す。模範定款は農業

省と Coop de France が協議して案を作成し、それを HCCA が確認する。監査基準や監査

ツールは、HCCA と ANR が協議して作成する。HCCA の職員（5 人）はすべて ANR の

職員でもある。前述のとおり、HCCA の収入は農協の義務的加盟金によるが、義務的加盟

金（ここには監査費用が含まれていない）は HCCA に集められたのち、そこから ANR の

経費が支払われる。 

 

ｂ 監査 

  農協および連合会は、監査を行うことを目的として行政庁の認可を受けた監査中央会

（fédération de révision）に加入しなくてはならない（農漁業法典 L527-1）。監査中央会

は全国域の全国リビジョン連合会も含め現在 7 つであるが、それぞれが ANR に加入しな

くてはならない。監査中央会の監査士には、監査中央会が資格認可試験を行う Réviseur、

農業省 法務省

HCCA(農業協同組
合高等評議会）

H3C(会計監査役
高等評議会)

ANR（全国農業協
同組合監査協会）

監査中央会

Coop de 
France

農協

農協子会社

CNCC（会計監査
役全国協会）

CRCC（会計監査
役地方協会）

政府委員 有識者委員

加盟金

農協代表
委員

委任

監督

指示、監督、
監査士の認可

監督

公認会計士

会計基準の検証、
監督、後見

監督

後見

会計
監査

リビジョン、
会計監査

公認会計士キャビ
ネット

会計
監査

監督会計監査

加盟（義務）

連携

監督

図表13 HCCA、ANR、監査中央会、農協等の関係

加盟
（任意）

出資

任命

（資料）ANRへの聞き取り調査をもとに筆者作成
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公認会計士、両方の資格を持つ人の 3 種類がいる。監査は、農協の原則にのっとって運営

されているかというリビジョンと会計監査に分けられ、前者は 5 年に１度、後者は毎年行

われる。 

農協は監査中央会のリビジョンを受けなくてはならない。しかし、その地域の監査中央

会に所属せずに、全国リビジョン連合会に加入してもよく、また監査ごとに異なる監査中

央会を選択することもできる。 

 会計監査は監査中央会の監査士によるだけでなく、外部の公認会計士によることもでき

る。リビジョンは監査中央会でなくてはできない。グループの連結決算の会計監査につい

ては、監査中央会の監査士だけでなく公認会計士が必要となる。これは監査中央会の監査

士は農協の監査しかできず、株式会社である農協の子会社については、公認会計士が監査

を行うからである。農協の子会社の会計監査を行うために、監査連合会が出資して公認会

計士キャビネットが設立された。 

 リビジョンを受ける農協の基準は変化している、2013 年までは、①非組合員との取引、

②農協の創設、③合併、④増資、⑤HCCA の請求であった。2014 年の社会的連帯経済法

（ESS）によってすべての協同組合がリビジョンを受けることになり、その基準も定めら

れた。この結果、農協がリビジョンを受けるのは、非組合員との取引を行っている場合に

加えて、ESS の基準によって、3 年間の赤字または資本金の半分の損失を出した場合、組

合員の 10 分の１または理事または経営管理委員会の構成員の 3 分の１からの請求、当局、

HCCA、農業省、社会連帯経済省からの請求があった場合となった。非組合員からの収益

には通常の税率が適用されるため、非組合員との取引を行う農協の場合には、リビジョン

を行い、非組合員との取引の状況をチェックする必要がある。 

ANR は、①監査中央会を監督、②監査士を監督、③監査基準を HCCA とともに作成、

④監査士の使うガイドブックやツールを作成、⑤監査士の資格認可試験の実施、⑥監査士

の継続的な教育等を行っている。ANR は農業省の監督を受けている。監査中央会は ANR

が監督するとともに、農業省が直接監督を行っている。 

  

（７）個別組合の事例：テレナ農協 

ａ テレナ農協の概況 

 テレナ農協は、フランス西部ロワール＝アトランティック県、メイン＝ロワール県、ド

ゥ＝セーブル県、ヴィエンヌ県、マイエンヌ県を主な地区とする大規模な多品目農協で、

本拠地はアンスニーにある（図表 14）。すでに全国有数の多品目農協であったカナ農協

（CANA）を核に、カバル農協（CAVAL）、GCA 農協が加わって、2004 年に設立された。  

2015 年時点では組合員数は 22,000、組合員が耕作する農地面積は 200 万 ha に上る。

職員数は約 14,000 人である。2016 年のテレナ農協単体の売上高は 14 億ユーロ、グルー

プの全体の売上高は 52 億ユーロで、その活動はフランス国内に加え、EU 内外に広く展開
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しており、フランス国内外に 63 か所の拠点を有する。多品目農協としては、フランスで

は一番大きく、EU でも 2 番目の規模の農協である。 

グループの事業内容は、多岐にわた

っている。農畜産物の集荷販売に加え、

種子・育苗・農機等の生産資材供給、

製粉、精肉・ハムソーセージ加工、乳

製品加工、リンゴ加工・原木供給、醸

造（ワイン）、環境緑化、再生可能エネ

ルギーについてのコンサルティング、

農業関連小売店舗等、川上から川下ま

での活動部門を持ち、多くの食品ブラ

ンドも有する。 

 

ｂ テレナグループの組織・事業構成 

テレナ農協は非常に多くの部門で活動を行っており、主に川下部門を担う子会社等とと

もに、テレナグループを形成している。 

テレナグループは 6 つのクラスターに分かれている（図表 15）。同図表にみられるとお

り、生産部門のクラスターにテレナ農協本体が属する。農協部門を含む生産部門の売上は

約 19 億ユーロで、テレナ農協の組合員農業者が生産した農畜産物の多くは、ここから子

会社へ販売される。 

主に川下部門を担う 5 つのクラスターは、品目別に 4 部門と、その他の 1 部門

（partnerships）に分かれる。5 つのクラスターに属する子会社等は農協とは独立して運

営されるが、テレナ農協の理事と業務執行役員が経営に関わっているケースが多い。子会

社としての組織形態は SA（株式会社）、SAS（簡素型株式会社）、SASU（簡素型単一株主

株式会社）など様々である。 

品目別にみた 4 部門のクラスターのなかで、最もウェイトが大きいのは家禽の加工・販

売部門で、子会社 Galliance として事業を行っており、売上高は約 11.7 億ユーロに上る。

テレナ農協によれば、家禽部門はフランスの家禽生産では 2 番目の規模があり、さらに子

会社の Doux SA 等を通じて行っている鶏肉輸出は全世界で 3 番目の規模である。 

家禽部門に次いでウェイトが大きいクラスターは、食肉加工販売部門で、売上高は 9.7

億ユーロである。両部門は主に子会社（牛肉は Elivia、豚肉は HOLVIA PORC）を通じ事

業を行っている。鶏肉生産同様に事業規模は大きく、牛肉生産ではフランスでは 2 番目に

あたる。3 番目にウェイトが大きいクラスターは、高度植物関連部門で、売上は 4.3 億ユ

ーロである。同部門は、様々な取組みを活発に行っており、例えば TERRENA Seeds は、

トウモロコシや菜園用の種子等、様々な種類の種子を作り、日本を含む内外の種子会社に

─ 41 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



出荷している。Jouffray Drillaud は飼料用草地種子生産、とくにアルファルファで有名で、

また、Dalival は世界でも有数のリンゴの苗木提供及びその開発を行う会社である。さら

に、INVEJA のように、大豆由来等の植物たんぱく質を健康食品・サプリメント会社等に

提供する会社もある。4 番目のクラスターとして農業にかかわる小売部門があり、ホーム

センターや農機販売店舗を展開している。 

その他部門（partnerships）のクラスターのなかでウェイトが最も大きいのは、乳業会

社の Laïta である。同社は、イーブン農協、トリスカリア農協との共同出資で運営されて

おり、主力のブランドの Paysan Breton の商品は日本へも輸出されている。 

 また、クラスターではないが、有機農業（agriculture biologique）にも積極的に取り組

んでおり、フランスにおける有機農畜産物の最大の供給者である。約 600 の農業経営体で

2016 年は 1.44 億ユーロの売上があった。 

図表15　テレナグループの組織（数字は2016年）

高度植物関連部門

売上4.3億ユーロ

○その他の活動

・農業機械販売（子会社Agreom）

・生産資材販売（子会社Espace Terrena）

・研究開発（子会社Terrena Ｉnnovation）

○種子生産（TERRENA

Seeds/子会社Jouffray

Drillaud）

・果物：（子会社Dalival）

・緑化用植物（子会社

Minier）

○機能性食品/プロテイ

ン原料（子会社INVEJA）

○製粉・パン(子会社

TERRENA Mill）

・野菜生産販売・資材供

給（野菜集荷部門VAL

NANTAIS・子会社

SECOVAL）

・ワイン製造販売・資材供

給 （子会社ACKERMAN・

子会社LVVD）

売上19.05億ユーロ

川上部門

（upstream）

食肉加工販売

部門

売上9.7億ユー

ロ

○牛肉・豚肉部

門

（子会社Elivia，

Holvia Porc）

家禽部門（子会社

Galliance（Gastronome

とDouxが母体））

売上11.7億ユーロ

○生鮮家禽部門

○加工製品部門（主力

ブランド Père Dodu）

○七面鳥部門

○輸出部門（子会社

Doux SA）

小売部門

売上0.85億ユー

ロ

その他

部門（Partnerships）

売上6.4億ユーロ

○小売店舗部門

（子会社Terrena

Grand Public

（Gamm Vert

（ホームセンター

店舗チェーン）））

○農機店舗部門

（子会社Atlantic

Motoculture）

○乳業部門（子会社

Ｌaïta（出資割合テレ

ナ農協31.01％、イー

ブン農協50.57％、ト

リスカリア農協

18.42％）

○ウサギ部門（子会

社ALPM出資割合

30％）

○鶏卵部門（子会社

IGRECA（出資割合

35％））

○家禽部門(子会社

FSO出資割合49％）

○動物飼料部門（子

会社 Nutréa

Ｎutrition Animal

(NNA））テレナ農協

45％、トリスカリア農

協55％）

テレナ農協提供資料、テレナ農協Annual Report等をもとに農中総研作成

テレナ農協

売上14億ユーロ
・穀物・野菜生産等

・家畜生産（家禽・豚・ウサギ・牛等）

22,000人の組合員

うち家族農場数（family farms）
・穀物 6,715    ・果物 80    ・ワイン 80      ・野菜 36
・豚 133    ・家禽 567    ・牛 2,407    ・ウサギ 106
・牛乳 846      ・卵 68  ・種子 607

主に川下部門

（downstream）
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図表16　テレナ農協の売上高等の推移
（百万ユーロ）

2012年 2013 2014 2015 2016
売上高 1,342.3 1,451.9 1,381.1 1,421.1 1,407.7
営業利益 17.2 11.0 11.7 3.2 2.5
純利益 20.8 14.9 15.7 10.1 9.0
キャッシュフロー
（capacité
d'autofinancement）

28.4 26.6 31.1 21.4 14.2

資料　テレナ農協　Annual　Report

図表17　テレナグループの売上高等の推移
（百万ユーロ）

2012年 2013 2014 2015 2016

売上高 4,445.9 4,667.6 4,683.4 5,044.0 5,196.4

営業利益 5.4 13.4 35.0 26.8 △ 0.3

純利益 10.9 16.7 22.1 32.3 △ 22.4

キャッシュフロー
（capacité
d'autofinancement）

62.4 81.5 111.1 101.3 72.3

資料　テレナ農協　Annual　Report

ｃ テレナ農協及びテレナグループの売上高等の推移 

 テレナ農協及びテレナグループの売上高等の推移をみたものが図表 16、図表 17 である。

同表にあるように、テレナ農協の売上高は 2013 年以降 14 億ユーロ前後で推移している。

テレナグループ全体の 2016 年の売上高は、農協単体の売上高の約 3.5 倍で 50 億ユーロを

超え、グループ全体の売上高は 2010 年以降 2016 年まで 7 年連続で増加している。 

また、利益の推移をみると、2012 年から 2015 年までは、テレナ農協、テレナグループ

ともに営業利益、純利益ともに黒字であったが、2016 年は、テレナグループが営業利益、

純利益ともにマイナスに、テレナ農協も純利益、営業利益が 2012 年以降で最低となった。 

アニュアルレポートによれば、この背景にはロシアの禁輸措置の継続等で穀物、牛乳、

畜産物の価格低迷が長期

化したことに加え、2016

年春の降雨で穀物生産が

平均で 40％の減少、さら

に夏の干ばつでトウモロ

コシ生産が 50％減少と

なったことがあるとして

いる。ただし、同レポー

トでは、こうした悪条件

のなかでも経済パフォー

マンスは回復過程にあり、

EBITDA（非現金支出調

整後の営業利益）は 2015

年と同水準を維持したと

している。 

 

ｄ テレナ農協自身及びグループ会社の資金調達 

テレナ農協によれば、同農協及びテレナグループの資金調達は銀行借入が中心であり、

新規事業に取り組む場合は自己資金と銀行からの借入を充当してきたとする。ただし、

2014 年以降は、資金調達手法を変更しつつあり、債券発行にも取り組んでいる。 

2016 年のアニュアルレポートによれば、テレナグループとして、さらなる発展と新たな

事業展開を図るため、非上場債券（Euro PP）を 5 千万ユーロ発行、また、クレディ・ア

グリコルとソシエテ・ジェネラル銀行を取りまとめ役として初のシンジゲートローンを 6

億 3 千万ユーロ組成し、合わせて 6 億 8 千万ユーロの資金を確保したとしている。資金調

達先として、既存の取引金融機関に加え新しい金融機関がこの取引に加わったことに対し、

テレナグループでは、「La Nouvelle Agriculture ® 」（以下「新農業」）モデルの展開など
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同グループの経営戦略への信頼が反映されたものとしている。  

 

ｅ テレナ農協の事業展開 

 フランスの農協における合併や川下部門への展開は、1990 年代以降に急速に進展した。

2004 年の合併で誕生したテレナグループも、主要な母体となったカナ農協、カバル農協を

通じ、すでに 1990 年代から現在のグループの事業展開につながる大きな事業再編を行っ

ていた。 

まず、1992 年にカナ農協はコパグリ・ブリターニ農協と Paysan Breton ブランドの乳

製品事業の販売部門を統合している。この組織が母体となって前述の乳業部門の子会社 

Laïta が 2009 年に設立されることになる。 

そして、2000 年にはカナ農協とカバル農協は、川下の事業を再編成し、テレナ連合会を

創設したが、このテレナ連合会の創設と並行して、カナ農協とカバル農協は、それぞれが

所有していた家禽関連企業SoparvolとSynaviを統合し、Gastronomeを新たに設立した。

また 2001 年にテレナ連合会は、経営危機に直面した Bourgoin グループの家禽部門を買収

し、さらに家禽ブランド Douce France を取得している。 

2004 年にはカナ農協を核に、カバル農協と GCA 農協が合併しテレナ農協となり、現在

に至るテレナグループが誕生する。2009 年にはリサーチアンドソリューション部門を立ち

上げ、2011 年にはテレナグループとして現在の事業戦略の中心となっている「La Nouvelle 

Agriculture ®」モデルの取組みに本格的に乗り出す。また、2012 年には子会社 Terrena 

Innovation を設立し、大規模な研究開発投資を開始する。 

2014 年には野菜ビジネスを強化するため VAL Nantais 農協を統合し、2016 年には国際

的な事業活動を行う家禽加工企業 Groupe Doux をグループ化する。そして、それに伴っ

て、子会社 Gastronome と、Groupe Doux の家禽部門を統合し、新たに子会社 Galliance

を設立している。さらに、直近では 2018 年 1 月 1 日にテレナ農協は、CAM 農協、Terrena 

Poitou 農協と合併している。 

 

ｆ ガバナンス 

 テレナ農協の運営は、理事会（le conceil d’administration）と業務執行役員会（le comité 

exécutif）によって行われている。政治的な判断など大きな方針決定は理事会が行い、業

務執行は業務執行役員会が行うが、両者は常に意思疎通を図っている。理事長（président）

と、業務執行役員会会長（directeur général）は常に連携して農協の運営にあたる。すべ

ての段階で、2 人体制で運営を行っており、子会社の体制も同様としている。 

理事（administrateur）は 33 名、業務執行役員（directeur）は会長を含め 11 名である。

理事は農業者中心だが非利用組合員からも選ばれる。農業者の理事はエリアごと生産部門

ごと、また幅広い世代から選ばれている。理事は総会の過半の投票で選ばれ、そのなかか
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ら理事長が選ばれる。一方、業務執行役員は理事会が任命する。 

テレナ農協によれば、大規模な農協の業務執行を行う上では高い専門性が必要で、外部

人材の業務執行役員登用も多いとのことである。現在の業務執行役員会会長もフランス最

大の酪農協ソディアール農協をはじめ複数の経営体の幹部を経て 2013 年からテレナ農協

の業務執行を任されている。 

 

ｇ テレナグループの戦略 

テレナ農協への聞き取り調査によれば、テレナグループの特徴は一言でいえば「from 

farm to fork」（農場から（食卓の）フォークまで）で表せる。つまり、農畜産物生産から

その加工販売に至るバリューチェーンの全てのプロセスをカバーしていることにある。 

生産から加工、販売まで、あらゆるプロセスをカバーすることによって、非常に高いレ

ベルの食品の安全性と品質を確保することを実現している。また、そのことは、組合員の

生産した原材料を、子会社を通じて高品質の差別化製品に変えることを意味し、そこで生

まれた付加価値を組合員に還元するというビジネスモデルにつながっている。 

このビジネスモデルをさらに進化させ、テレナグループとして取り組んでいるのが前述

の「新農業」ブランドの展開である。テレナグループは、すでにヨーロッパにおいて有機

農畜産物の取扱高では有数の規模をもつが、「新農業」ではさらに消費者の健康志向や動物

福祉、エコロジー等へ配慮した持続性の高い、高品質な農業生産を行うことを目指す。そ

れにより、組合員の生産する農畜産物へのさらなる高い評価につなげていくことを目標と

している。周知のとおり、フランスには非常に大規模な小売流通網があるが、そのなかで

テレナグループの独自ブランドとして展開していくもので、テレナグループとその組合員

にとって非常に重要な取組みである。 

「新農業」への取組みは、もともと農業者の側からでてきた提案がきっかけとなってい

る。2000 年代後半、農業関連の法律や消費者のし好、農産物流通等、農業環境が大きく変

わる中、組合と地域農業、農業者が存続していくために、新しい革新的な農業への取組み

が必要ではないかという声が農業者の側から多く上がってきた。それらの提案に対し、テ

レナグループとして、前述のように 2009 年にリサーチアンドソリューション部門を立ち

上げ、研究技術開発に本格的な投資を開始し、大型小売流通網では取り組めないような品

質やトレーサビリティなどにこだわった生産方法の開発を進めてきたものである。 

具体的には、「新農業」は、エコロジカリー・インテンシブ・ファーミング（Ecologically- 

Intensive Farming (L'Agriculture Écologiquement Intensive (AEI) ）という生産コンセ

プトから成り立っている。環境や動物福祉をより尊重し、消費者・社会の期待に沿うもの

を生産することを指す。ベースには農業生産技術の工夫がある。例えば、高度な土壌分析

手法による肥料投入抑制や、非遺伝子組み換え飼料の使用、抗生物質を使わない飼育方法

等である。より少ない投入でより多くの生産を実現し、しかも家畜や生態系にやさしい生
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産技術を、「新農業」における要求スペックとして生産者に提案している。2017 年から本

格的な広告宣伝活動に取り組み、大手量販店（GMS）での販売も開始している。 

 

４ 協同組合銀行クレディ・アグリコル 

（１）フランス国内の金融機関の概況 

 フランスでは、銀行法（通貨金融法典に含まれる）により、国内の金融機関は、①銀行、

②相互・協同組合銀行、③市町村信用金庫、④金融会社、⑤特殊金融機関の 5 つに分類さ

れている。同法では、銀行業務として、①預貯金、②信用供与、③決済に加えて、④外国

為替・貴金属取引、⑤証券業務、⑥資産管理、⑦財務相談、⑧リース業者に対する動産･

不動産の貸与があげられており、金融機関のうち、銀行、相互・協同組合銀行、市町村信

用金庫はこれらの業務を行うことができるが、このうち相互・協同組合銀行と市町村信用

金庫は、それらの業態を規定する法律の規定に従わなくてはならない。 

 フランスでは、銀行業務と保険業務の両方を取り扱うバンカシュアランス（バンク＋イ

ンシュアランス）が発達しており、ほとんどの銀行が保険子会社を保有している。 

 相互・協同組合銀行セクターでは、グループ間の再編が進んでいる。 

ケス・デパルニュはもともと公的金融機関として位置づけられていたが、1999 年に協同

組合銀行に転換した。2003 年にはクレディ・コーペラティフがバンク・ポピュレール・グ

ループの一員となった。さらに、バンク・ポピュレール・グループとケス・デパルニュ・

グループは、2006 年に各グループ内の企業金融・投資部門を一体化して、NATIXIS グル

ープを設立した。しかし、世界金融危機の影響を受け、NATIXIS グループの経営が悪化

したため、その経営再建を主な目的として、2009 年 7 月に、バンク・ポピュレール・グ

ループとケス・デパルニュ・グループの各中央機関、CNCE（La Caisse Nationale des 

Caisses d'Epargne）と BFBP（La Banque Fédérale des Banques Populaires）が合併し、

新たな中央機関 BPCE を設立した。それとともに、両グループは合併し、BPCE グループ

が発足した。 

 これらの結果、2009 年 7 月以降、相互・協同組合銀行セクターは、主にクレディ・ア

グリコル・グループ、BPCE グループ、クレディ・ミチュエル・グループの 3 グループに

より構成されている。 

 The Banker 誌の 2017 年 7 月号によれば、2016 年データに基づく世界の銀行の総資産

ランキングにおいて、フランスの銀行は BNP パリバ（商業銀行）が 9 位、クレディ・ア

グリコル・グループが 11 位、ソシエテ・ジェネラル（商業銀行）が 17 位、BPCE グルー

プが 19位に入り、フランスの協同組合銀行は世界的に見ても規模が大きいことがわかる。 

 

（２）クレディ・アグリコル・グループの現況 

 このレポートでは、農業者を主な組合員としながら発展してきた協同組合銀行をとりあ
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げることとしているため、以下では、上述のフランスの協同組合銀行のうち、クレディ・

アグリコル・グループについてとりあげる。歴史的な経緯について触れる前に、現況を簡

単にみておきたい。 

 

ａ グループの構成 

クレディ・アグリコル・グループは、地区金庫（Casse Locale）、地方金庫（Casse 

Regionale）、全国銀行である CASA（Crédit Agricole S.A.）、および FNCA（Fédération 

Nationale du Crédit Agricole、クレディ・アグリコル全国連盟）と CASA の子会社から

なる（図表 18）。CASA は国内外に数多くの子会社を所有しており、50 か国に進出してい

る。グループ全体で、世界中に 5,200 万の顧客を有し、13 万 8,000 人の職員が働いている。 

各地方金庫単体、また CASA 単体でも決算書を公表しているが、クレディ・アグリコル・

グループとしても、CASA、地方金庫、子会社等が連結決算を行っている。同グループの

連結決算をみると、2016 年の純利益グループ帰属分（表示金額）は 48 億 2,500 万ユーロ

であった。そのうちリテールバンク業務は 47％、アセットギャザリング（保険、アセット

マネジメント）は 24％、専門金融サービス（消費者信用、リース・ファクタリング）は 9％、

大口顧客は 20％を占めた。 

なお、このレポートでクレディ・アグリコルの組合員という場合には、図表 18 に示す

とおり地区金庫に出資している組合員を、顧客という場合には地方金庫の顧客を指し、

LCL やその他の CASA 子会社等単独の顧客は含めていないことに注意されたい。 

 

ｂ 国内市場シェア 

 クレディ・アグリコルの地方金庫は、フランス国内の家計預金市場においては 23.3％、

住宅ローンでは 23.6％のシェアを占める。また、農業者の 83％は事業目的で利用してお

図表18 クレディ・アグリコル・グループの構成（2016年12月末）

　主な子会社

資料　Crédit Agricole Group ‘Financial Statements 2016’

組合員（930万人）

地区金庫 （2,471）

地方金庫 （39） FNCA（クレディ・アグリコル
全国連盟）

CASA（クレディ・アグリコル株式会社） 市場

ボエシー通り持株会社

資産管理

Credit Agricole Assurances

Amundi， INDOSUEZ

56.6％
43.4％

CCA，

CCI

25％
75％

SACAM 
Mutualisation

100％
100％

リテールバンキング

LCL

国外リテールバンク

専門金融サービス

Credit Agricole Consumer Finance

Credit Agricole Leasing & Factoring

大口顧客

Credit Agricole Coporate ＆

Investment Bank,   Caceis
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り、76％が家計の管理用に利用している。農業以外の分野でも、小規模事業者の市場シェ

ア 34％、中小企業の利用率 36％など高い割合を占めている。加えて、銀行が保険商品を

販売するバンカシュアランスとしては、欧州第 1 位となっている。 

 

ｃ フィンテックへの取組み 

 クレディ・アグリコルは、「Village by CA」を通じて、グループを挙げてフィンテック

を含むスタートアップ企業の支援に取り組んでいる。パリには 2014 年に開設された 4,600

㎡の Village Square があり、100 程度のスタートアップ企業を支援している。スタートア

ップ企業は、クレディ・アグリコル以外のパートナー企業からも技術的、金銭的支援を受

けられたり、また、スタートアップ企業と提携や投資をしたい企業とのマッチングなどが

行われたりしている。ここに参加している企業の１つに、農業と食品に特化してクラウド

ファンディングのサービスを行う MiiMOSA がある。現在では、いくつかの地方金庫が

MiiMOSA と提携し、銀行借入によらず資金を調達したいと希望する農業経営体に

MiiMOSA を紹介する取組みを開始している。 

 なお、Village by CA Paris と同様の取組みは地方金庫でも行っており、2018 年 2 月の

時点で、パリ以外に 27 の Village がある。 

 

（３）クレディ・アグリコルの歴史的な展開 

1870 年代の欧州全体の農業不況、1880 年代のフランスにおけるブドウの凶作等の結果、

フランスにおける農業経営は悪化し、農業者の資本不足が深刻な問題となった。このよう

な状況で、クレディ・アグリコルは誕生した。1894 年にクレディ・アグリコルに関する法

律（現在は下記のとおり通貨金融法典に含まれている）が制定され、現在のクレディ・ア

グリコル・グループのローカルバンクにあたる地区金庫（Casse Locale）を農業サンディ

カ（農協の前身）の組合員が設立することが可能となった。しかし、1894 年の法律は地区

金庫に対して優遇を与えるものではなく、地区金庫は資本不足と不十分な担保など財政面

での問題に陥ったため、1897 年にフランス銀行からの資本注入と毎年の贈与金の制度が定

められた。1899 年には、地区金庫のために資金調達を行う組織として地方金庫（Casse 

Régionale）が設立された。 

1920 年には、農業省の信用部局が地方金庫のための中央決済機構として全国クレディ・

アグリコル事務局となった。この組織は、1926 年にクレディ・アグリコル全国金庫

（CNCA：Casse Nationale de Crédit Agricole）として再編成された。1988 年に CNCA

は民営化し、また株式会社となった。さらに 2001 年に CNCA はクレディ・アグリコル株

式会社（CASA：Crédit Agricoeole S.A、以下 CASA とする）と名称を変更し、上場した。 

 

（４）法律・定款における規定 
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ａ 通貨金融法典におけるクレディ・アグリコルの規定の概要 

協同組合銀行に関する法律としては、クレディ・アグリコル等の協同組合銀行のグルー

プ別の法律がある。銀行法等とともに通貨金融法典の第 5 編第 1 部第 2 章相互・協同組合

銀行の中に、第 3 節クレディ・アグリコル（le crédit agricole）、第 4 節クレディ・ミュチ

ュエル（le crédit mutuel）など各種協同組合銀行法が含まれている。 

上記の第 3 節では、クレディ・アグリコルの組合員資格を農業者およびその団体として

いるが、また、定款で、預貯金や貸出金、外為など金融機関のサービスを利用するものを

組合員として認める可能性について規定することができるとしている（L512-22）。 

CASA への聞き取り調査によれば、実際には、クレディ・アグリコルの組合員になるに

は、出資をするという誓約書を書くだけでよく、誰でも組合員となれる。また、クレディ・

アグリコルの口座を保有するには、身分証明書と住居証明さえあればよく、誰でも利用者

になることができる。また、組合員と非組合員との間に利用上の違いを設けていない場合

が多いが、定款で借入は組合員でなければならないと規定している地方金庫もある。 

なお、組合員の議決権数は、協同組合共通法（1947 年法）の 1 人 1 票の規定による。 

同じく通貨金融法典に、クレディ・アグリコル・グループのクレディ・アグリコル株式

会社（CASA）と BPCE グループの BPCE SA、そしてクレディ・ミュチュエル・グルー

プのクレディ・ミュチュエル全国連盟が、それぞれのグループの「中央機関」と位置づけ

られている（L511-30）。また、これらの中央機関が、中央銀行であるフランス銀行と金融

監督当局に対して加盟金融機関を代表すること、加盟金融機関の流動性と支払い能力の保

証のために必要な措置をとること、加盟金融機関の監督を行うこと等が定められている

(L511-31)。 

 

ｂ 組合員資格と員外利用緩和の制度改正 

クレディ・アグリコルは、財政資金を農業分野に供給するという政策のために協同組合

を活用するべく制度化されたものであった。したがって、クレディ・アグリコルに関する

法律において、当初、組合員資格は、農業生産者およびその組織する団体に限定されてい

た。 

それが、農業金融専門の金融機関から、非農業分野にも取り組んで一般金融機関化して

いくとともに、組合員制度の緩和も進められた。 

1959 年に人口 2 千人以下の地域における居住目的の不動産所有者にクレディ・アグリ

コルへの出資が認められた。1971 年の「農業から農村へ」をキャッチフレーズにした制度

改正では、農村地帯（人口 5 千人以下）の個人および小規模事業主のほぼすべてに加入資

格が与えられ、さらにその農村地帯の範囲が、1976 年には人口 7,500 人未満、1978 年に

は 1 万 2 千人へと拡大した。 

さらに、1992 年の政令により、定款で、金融機関のサービスを利用する顧客を組合員と

─ 49 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



して認めることを規定できることになった（通貨金融法典 L512-22）。すなわち定款によ

って、農村地帯に限らず、個人・法人を問わず、誰でも組合員とすることができることに

なった。 

また、員外利用者については 1979 年の政令により、組合員の条件を満たさないものの

うち、「利用者（usager）」としての資格を満たすものを指定して、これに対して金融サー

ビスを行うことができることとした(Décret n°79-416 第 1 条、第 2 条)。その対象は順次

追加され、食品関連企業、商業、工業、サービス業、不動産所有者、建設業者、組合等の

組織、個人（家計に必要な資金について）、公法上の法人、混合経済会社等大変広い範囲を

対象とし、これによって事実上誰でも利用者となることができるようになったと考えられ

る。 

 

ｃ 役員の登用 

 地方金庫の理事会（conseil d’administration）は業務執行を監督、戦略を決定し、業務

執行役員（directeur）は業務執行を行う。 

地区金庫の理事は組合員が総会において選任する。地区金庫の理事は地方金庫の総会に

出席し、地方金庫の理事（administrateurs）を選出する。地方金庫の理事会が理事長

（président）を選出する。専門経営者である業務執行役員は、地方金庫の推薦を受けた経

営層の候補者のうち共通訓練機関（IFCAM）での選抜に合格した者が記載される候補者リ

ストの中から、理事会によって指名され、CASA の取締役会により承認を受ける。業務執

行役員は、地方金庫の理事会の意見を聞いたのち、CASA の代表執行役員が行う決定によ

り解任することができる。 

 

（５）組合員数、地区金庫・地方金庫数の推移 

 ａ 組合員、理事 

 2016 年 12 月末時点の

クレディ・アグリコルの

組合員数は 930万である

（図表 19）。クレディ・

アグリコルでは、2020

年 ま で に組 合 員 数を

1,200 万とすること、新

しい顧客をすべて組合員

とすることを目標として

おり、2016 年の 1 年間

には 50 万人増加した。
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図表19 クレディ・アグリコルの組合員、地区金庫、

地方金庫数の推移
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各地方金庫において、組合員向けにメリットのある商品やサービスを提供していることが

奏功しているとみられる。2016 年の時点では、組合員になると美術館や旅行サイト、文化

的なイベント等での恩恵を受けられるようなサービスを、26 の地方金庫が提供している。 

 地区金庫単位で選出された理事は、地方金庫の総会に参加する。2016 年末の理事の数は

3 万 1 千人である。先にみたとおり、組合員や理事になるための要件として農業者である

といった職業制限は設けられていないが、クレディ・アグリコル設立の歴史的な経緯もあ

り、理事には農業者が多い。2016 年に

は理事のうち、農業者は 46％、元農業

者は 3％を占め、半数程度を農業者が

占めていることがわかる（図表 20）。

ただし、新規に選出された理事だけを

みると、会社員が35％と農業者の26％

を上回っており、徐々に理事に占める

農業者の割合は低下していくものとみ

られる。 

 

ｂ 地区金庫 

 地区金庫数は合併により減少する傾向がみられるが、2016 年末には 2,471 であった。地

区金庫は、創設当時は金融業務を行う基礎単位であったが、歴史を経るにつれ、業務は地

方金庫に集約されることとなった。現在では、地区金庫は、組合員の出資の受入れや理事

の選出母体として機能し、場合によっては、地区金庫単位で貸付の審査委員会を設置する

こともあるが、金融業務を担う組織とはなっていない。 

 

ｃ 地方金庫 

地方金庫数は 2007 年以来 39 で変化がない。地方金庫は、個人、農業者、中小企業、

地方公共団体を主な顧客として、預金、貸出、決済、投資商品、保険商品等の商品・サー

ビスを提供している。地方金庫では、主に CASA の子会社が提供する各種の商品（投資商

品、保険商品、リース等）を扱っていることが多いが、なかには独自の保険会社を有して

いるケースもある。 

39 の地方金庫の顧客数を合計すると 2,100 万人である。地方金庫が開設している支店の

数は 6,990 となっており、クレディ・ミュチュエルの 5,298 を上回り、クレディ・アグリ

コルはフランスのなかで最も多くの支店を有する銀行となっている（図表 21）。特に人口

の少ない農村部では、銀行の支店数に占めるクレディ・アグリコルの支店の割合は高いも

のとなっている。なお、CASA の子会社である LCL は、都市部を中心にフランス国内に

1,900 の支店を有している。 

農業者, 46会社員, 22

手工業者・

商業者, 11

中小企業

主, 6

退職者, 5

自由業, 5

元農業者, 
3

職業なし, 1

図表20 クレディ・アグリコル地方金庫の

理事の職業別構成（2016年）

資料 FNCA, 'Le Pacte Coopératif et Territorial des
Caisse Regionale 2016‐2017'

（％）
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地方金庫全体の貸出金の推

移をみると、貸出金全体の額

は年々増加しており、農業向

けも少しずつ増えている（図

表 22）。ただし、貸出金に占

める農業向け貸出の割合は

2014 年の 9.1％から、15 年

（9.0％）、16 年（8.8％）と

徐々に低下する傾向がみられ

る。 

 

（６）全国組織 

ａ Fédération Nationale du Crédit Agricole：クレディ・アグリコル全国連盟（FNCA） 

 FNCA は、1948 年に地方金庫が自分たちの組織や戦略について議論するために創設し

た連盟である。現在でも「地方金庫の議会」として機能しており、当局に対しては、地方

金庫とクレディ・アグリコル・グループを代表している。 

FNCA には、地方金庫の理事長と代表業務執行役員各 10 名、合計すると 20 金庫 20 名

から成る業務執行委員会が設けられている。そのなかから、FNCA の会長が選出される。 

具体的な運営は、各種の会議体によって行われる。地方金庫の理事長と代表業務執行役

員が集まる会議では、大きな方針の決定を行う。その会議で決定された大きな方針に基づ

き、IT 戦略、住宅、エネルギーと環境、農業金融などのテーマに分けて、検討する会議を

図表22　地方金庫の貸出金の内訳
（10億ユーロ、％）

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

住宅ローン 218.9 224.4 229.3 239.4 254.9

農業 34.0 35.4 36.3 37.0 37.6

企業と小規模事業 84.1 80.2 78.7 83.5 85.9

消費者信用 15.9 15.0 14.9 15.5 17.0

地方公共団体 43.1 42.6 40.9 36.0 34.1

計 396.0 397.6 400.1 411.5 429.5

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

住宅ローン 55.3 56.4 57.3 58.2 59.3

農業 8.6 8.9 9.1 9.0 8.8

企業と小規模事業 21.2 20.2 19.7 20.3 20.0

消費者信用 4.0 3.8 3.7 3.8 4.0

地方公共団体 10.9 10.7 10.2 8.7 7.9

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

住宅ローン 2.2 2.5 2.2 4.4 6.5

農業 1.5 4.1 2.5 1.9 1.6

企業と小規模事業 △ 0.6 △ 4.6 △ 1.9 6.1 2.9

消費者信用 △ 6.5 △ 5.7 △ 0.7 4.0 9.7

地方公共団体 4.1 △ 1.2 △ 4.0 △ 12.0 △ 5.3

計 1.4 0.4 0.6 2.8 4.4
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（店） 図表21 フランスの銀行支店数（2016年）

資料 Statistaウェブサイト ‘Number of bank branch in 

France  as of 2016, by bank’
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開催する。さらに FCNA の職員と地方金庫の職員が集まり課題をより具体的に検討するた

めのワーキンググループを開催する。 

クレディ・アグリコルでは、各地方金庫が独自の商品やサービスを開発することがある。

そうしたものは各種の会議体で検討され、パイロットスキームを経て全国展開されること

もある。たとえば、ある地方金庫が地元の不動産会社を買収し、不動産業務を開始し非常

に成功したというケースがあった。そこで、不動産業務をクレディ・アグリコルの共通ブ

ランド「スクエア・ハビタ」とすることを決定し、業務に参入したい地方金庫には FNCA

がノウハウ等を支援するといった取組みを行った。その結果、現在スクエア・ハビタはフ

ランス国内でも有数の不動産会社ネットワークとなっている。 

しかし、どのような商品、サービスを提供するかは各地方金庫の決定にゆだねられてお

り、必ずグループ内の商品やサービスを扱わなければならないと決められているわけでは

ない。FNCA の会議体を通じて、地方金庫は情報や経験を共有し、その中から共通化でき

る商品やサービスを生み出しているのである。 

こうした活動に加えて、FNCA では、地方金庫に対して役員のキャリアマネジメント、

役職員教育、労務、税制への助言等、様々なサービスを提供している。 

 

ｂ Crédit Agricole S.A （CASA） 

（ａ）歴史的な展開 

CASA は、もともと地方金庫の中央機関という位置づけで、1920 年に農業省の担当部

局として設置された全国クレディ・アグリコル事務局を前身とする。当時は、財政資金を

原資とする低利資金を、地方金庫・地区金庫を通じて農業者に供給するための政府組織だ

ったのである。この組織は、1926 年に農業省から独立した政府機関となり、クレディ・ア

グリコル全国金庫（CNCA：Caisse Nationale Crédit Agricole）となった。1942 年まで

資金調達は 100％財政資金に依存していたが、その後地方金庫での預金の受入れや CNCA

の債券発行により、1960 年代末には資金調達を自賄いできるようになった。1988 年に

CNCA は株式会社化され、政府所有の株式の 9 割を地方金庫に、1 割を全国金庫と地方金

庫の役職員に売却することによって民営化された。民営化の直接的な背景としては、当時

のシラク政権下で、政府主導での国営企業の民営化推進が進展していたことが挙げられる

ものの、長期的にはクレディ・アグリコルが自律性を高め、組合員資格を農業者以外にも

広げるなど、地域のための協同組合銀行という性格を強めていたことも挙げられよう。 

その後 2001 年に、CNCA は株式を上場し、CASA に名称変更した。上場後は、地方金

庫が 100％出資するボエシー通り持株会社が CASA の株式の 70％を保有し、CASA と地

方金庫の役職員保有分 10％を含む 30％はグループ外で保有されることとなった。ボエシ

ー通り持株会社は、CASA への地方金庫の出資を取りまとめ、地方金庫を代表して CASA

への議決権を執行する会社である。同持株会社の定款においては、CASA の株式の 50％超

─ 53 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



を保有すること、その比率を変更するには全地方金庫の賛成が必要と定められており、グ

ループ内で株式の過半を維持する仕組みが設けられている。 

CASA の株式上場の直接的なきっかけは、1998 年に 10％を出資し筆頭株主となってい

たクレディ・リヨネ（現 LCL）への出資比率の引上げである。2003 年 6 月に CASA は公

開買い付けによる株式交換により、クレディ・リヨネの約 93％を保有することとなった。

これにより、地方金庫の CASA 株式の保有比率は上場直後の 70.2％から 52.4％へと低下

したが、2016 年 12 月現在では 56.6％となっている（図表 23）。 

 上場にあたり、地方金庫がグループの主要子会社の株式を CASA に譲渡する一方で、

CASA は地方金庫（コルシカ地方金庫を除く）に議決権のない協同組合出資者証書または

協同組合投資証券によって 25％を出資することにより、グループの主要子会社と地方金庫

の 25％を代表することとなった。 

その後、2016 年に、CASA が保有する地方金庫の協同組合出資者証書または協同組合

投資証券は、地方金庫が 100％出資

する組織（SACAM Mutualisation）

に約 185 億ユーロで売却され、グル

ープ内での株式の持ち合いは解消さ

れた。これは、クレディ・アグリコ

ル・グループの組織構造を簡素化し、

市場や監督者への分かりやすさを高

めるために行われた措置である。 

 

（ｂ）CASA の役割 

CASA はグループの中央機関として、銀行法に基づき、地方金庫を監督し、流動性や支

払能力の保証を行っている。また、地方金庫によって集められた貯蓄預金をプールして、

地方金庫の中長期貸出をファイナンスする前貸し金を地方金庫に交付するとともに、長期

債の発行を行っている。さらに、グループの戦略を作成、また子会社とともに地方金庫が

販売する商品・サービスを開発し、提供する。 

 

（ｃ）農業分野での取組み 

農業の分野に関して、クレディ・アグリコルは銀行であるにも関わらず、農業団体とし

ての位置づけを与えられており、HCCA の運営委員会や、農業に関係する会議等にも

CASA がグループを代表して参加している。 

CASA には、農業に関連する部署として農業部と食品産業部があり、また産業調査部に

も農業や環境をテーマに調査を行うアナリストがいる。農業部では、フランス国内のバタ

ー不足といった農業関係の課題の検討や、農業者向けの商品の開発、農業者向けに気象を

金庫株
0.1%

従業員
4.6%

個人投資家
8.7%

機関投資家
30.0%

ボエシー通り

持株会社
56.6%

図表23 CASAの株主（2016年12月末）
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含め様々な情報を提供するインターネットサイトの開発に関わっている。食品産業部は、

地方金庫と一緒に規模の大きい農業顧客を訪問したりしている。 

CASA には、証券会社、リース会社、保険会社など様々な子会社があるので、個人農業

者向けから大規模食品産業向けまで多様な選択肢を提供することができる。資産サービス

会社 CACEIS は、農業・食品産業のリスクヘッジを行う。食品産業については、投資銀行

CACIB やコーポレート銀行 SODICA が買収や合併の手伝いをしている。IDIA は主に食

品産業に対するマイノリティ投資を行うファンドである。保険会社 PACIFICA は、霜害向

けの保険、収穫に関する保険、売上高全体に対する保険など、農業に関する保険を提供し

ている。 

グループ内で最近始まったものとしては、クレディ・アグリコルと農協が提携して融資

を行う仕組み agil’@ppro がある。これは、農協が組合員に資材などを販売する際、組合員

が借入を必要とすれば、農協のタブレットからクレディ・アグリコルにローンの申込みが

できるというものである。一般に農協の組合員はクレディ・アグリコルの組合員ないしは

顧客であることが多いが、わざわざクレディ・アグリコルの窓口にいかなくても借入の申

込みができるようになり、利便性が高まった。まだすべての地方金庫が提供しているわけ

ではないが、全国で統一の仕組みを作り、利用が進んできているとのことである。 

CASA と地方金庫は、農業に関する委員会を開催している。委員会の目的は、CASA か

ら専門的な知見を地方金庫に対して発信するとともに、地方金庫から現場で起きている課

題について情報提供をしてもらうことである。インターネットの専門家など、農業以外も

含む様々な分野の専門家が参加する会議であり、地方金庫からの参加者の職位も特に定め

ていないオープンなものである。地方金庫からの参加者が会議で出た課題を持ち帰り、検

討したうえで、次の会議でまた話し合いを行うといった仕組みをとっている。 

  

（７）個別行の事例：クレディ・アグリコル中央ロワール地方金庫 

ａ 概況 

 クレディ・アグリコル中央ロワール地方金庫（Caisse régionale de Crédit Agricole 

Mutuel Centre Loire、以下「中央ロワール地方金庫」という）は、パリから特急電車で 1

時間ほどの地に本店を置き、ロワレ、シェール、ニエーヴルの 3 県を地区とする。地区内

は、穀物やヤギのチーズ等の乳製品、ワイン、シャロレ牛等を産出する田園地帯であり、

2016 年 9 月末の同地方金庫の貯金、貸出の市場シェアはそれぞれ 34.7％、40.2％である。

2016 年末時点で傘下の地区金庫数は 91 であり、顧客数は 627,873 人、そのうち組合員は

379,741人であり、顧客に占める組合員の比率は 65.9％である。支店数は 167、職員数 1,981

人である。 

 

ｂ 組合員、ガバナンス 
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 組合員になるためには、出資をすることと、地区金庫の理事会から加入を承認されるこ

とが要件として挙げられている。地区金庫が地方金庫の顧客にメンバーシップを開放して

いたとしても、地区金庫の理事会による承認は必須である。組合員には自然人あるいは法

人がなることができる。員外利用についての制限は設けられていない。 

中央ロワール地方金庫の組合員数は、足元では毎年 2～4 万人ほど増えている（図表 24）。

同金庫のウェブサイトでは組合員になるメリットとして、総会に参加して議決権を行使で

きるといったことのほかに、①組

合員が ATM で預金を引き出す度

に地方金庫が地域開発のために積

み立てている基金に自動的に 1 サ

ンチーム（0.01 ユーロ）を寄付す

ること、②リブレという金融商品

を利用する場合、通常（非組合員）

よりも高い金利が受けられること、

③組合員カード（銀行カード、ク

レジットカードと一体となったも

の）を提示すれば、地域の様々な施設で割引が受けられることを挙げている。組合員数が

増加している背景には、このような組合員への優遇措置があることが影響しているとみら

れる。 

地方金庫の経営機構には、総会、理事会、業務執行役員会の 3 つがある。 

組合員の総会は地区金庫ごとに開催され、2016 年の総会には、21,484 人が参加した。

総会で組合員は地区金庫の理事を選出する。地区金庫の理事の数は 2016 年 6 月 30 日時点

で 1,053 人であり、そのうち 34％は女性が占める。理事の構成比は、農業者が最も高いが、

全国平均に比べるとやや低い水準となっている（図表 25）。 

地区金庫の理事は各地区金庫の代表を

選出し、その代表から中央ロワール地方

金庫の理事が選出される。地方金庫の理

事会は 18 名で構成され、そのなかから

毎年理事長を選出する仕組みとなってい

る。現在の理事長は農業者である。また、

地区内の 3 つの県を代表する 3 名の副理

事長が置かれている。地方金庫の理事の

うち、5 名が女性である。 

中央ロワール地方金庫の業務執行役員

会は、9 名で構成されており、代表業務

農業者, 
39.0

会社員, 
29.0

手工業者・

商業者, 
11.6

中小企業

主, 4.7

退職者, 3.8

自由業, 4.3

元農業者, 
0.3

職業なし, 
7.3

図表25 中央ロワール地方金庫管内の

地区金庫理事の構成 （2016年）

資料 CA Cenrtre Loire , 'Rapport Financier
Pacte Cooperative 2016'
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図表24 中央ロワール地方金庫の組合員数推移

資料 CA Cenrtre  Loire  'Rapport Financier' 各年版、

'Pacte coopératif  2015'
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執行役員、副代表業務執行役員が各 1 名と、7 つの業務部門を担当する業務執行役員が置

かれている。 

 

ｃ 融資の概況 

 中央ロワール地方金庫のウェブサイトを見ると、「個人」「専門的職業者」「農業者」「事

業体」「地方公共団体」「アソシエーション」というカテゴリーで、サイトの内容を分けて

いる。個人については、さらに「預金」「貸出」「保証」「クレジットカード」「顧客になる」

「シミュレーション」「オンラインショッピング」に分かれているが、農業者等の事業者に

ついては、「口座・カード」「貸出」「預金」「保証」「全商品」というカテゴリーが示されて

いる。 

新規貸出金の内訳をみると、地方公共団体向けを含めて事業者向けの割合よりも、個人

向けの住宅ローンや消費

者信用の割合が高いこと

がわかる（図表 26）。農

業向けの新規貸出金の額

は、年によって違いがあ

るものの、おおむね 2.3

億ユーロ程度を維持して

いる。2015 年、2016 年

は前年よりも増えており、

2016 年には新規貸出額

の 9.5％を占めた。 

 

ｄ 農業融資 

同地方金庫によれば農業融資の地区内シェアは、約 85％である。クレディ・アグリコル

全体に言えることだが、中央ロワール地方金庫は農業地帯に立地していることもあり農業

を特に重視しており、農業市場を専門とする、比較的高位の職務者（Responsible marché 

de L’agriculture）を置いている。その役割は、理事会が決定した方針に沿って事業が行わ

れるよう地方金庫内の部門間の調整を行ったり、同じ地域圏に存在する他の 3 つの地方金

庫と連携して自治体との折衝を行ったりすることである。フランスでは近年、地域圏の権

限が強まっていること、また、EU からの支援策を担当するのも国ではなく地域圏である

ことなどにより、その対応を行うことも重要な役割である。他 3 つの地方金庫とは半月ご

とに電話会議を行い、共同で行う活動について話し合っている。前述の CASA が地方金庫

と合同で開催している農業に関する会議にも参加している。 

農業融資以外も含め各分野について、毎年融資の目標額を設定している。農業融資には、
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図表26 中央ロワール地方金庫の新規貸出額の内訳

消費者信用
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地方公共団体向け
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資料 CA Cenrtre  Loire , 'Rapport Financier Pacte Cooperative 2016'
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農家が行う再生可能エネルギー向け投資への融資額も含まれている。4、5 年前から太陽光

発電やメタンガスによる発電向けの融資が増え、また足元では、国や地域圏が政策として

推し進めていることもあり、とくにメタンガス発電向けの融資が増えている。 

 通常の場合は、農業向けだけ特別に金利を引き下げたり、助成を行ったりすることはな

い。しかし、農業に危機的な状況が発生した場合には、特別に金利引き下げを行うことは

ある。 

農業融資の実務に関しては、同地方金庫では、農業以外の分野も含め支店で決裁できる

貸出額に上限が設けられている。それを上回る農業融資の案件については、農業融資部で

審査を行う。支店決裁の案件は約 85％を占め、農業融資部で審査を行うのは 15％程度で

ある。農業融資部には 12 人の職員がおり、3 つの県に担当を分けて審査を行っている。 

貸付の審査については、まず地区金庫の組合員によって構成される貸付の審査委員会が

意見を出し、その後地方金庫で審査を行うという手順となっており、地区金庫の貸付審査

委員会が拒絶すれば地方金庫での審査は行われない。地方金庫では、貸付額に応じて支店

で審査、ないしは本店の農業融資部で審査を行う。 

フランスでは農業者のほとんどが会計士と契約しているため、地方金庫は農業者が利用

する会計事務所から財務データを入手したり、記帳と税金申告の代行を含む経営指導を中

心に行う農村経済コンサルティング協会（CER: conseil d’economie rurale）などからも情

報を入手したりする。また、フランス銀行が管理する消費者信用支払事故全国データベー

ス（FICP: fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers）に照会

して申込者の信用情報を調べたり、農業者が肥料などを購入している会社に、長期の未払

金がないかを確認したりする。 

地方金庫の農業融資担当者の職員研修は 2 種類あり、1 つは審査方法について学ぶ初級

レベルのもので、地方金庫自身で実施している。もう 1 つは、20 万ユーロ以上の貸出や、

これまであまり手掛けたことのない分野のプロジェクト（例：豚や家禽類用の新型の畜舎

など）の審査といったより上級者向けの研修である。上級者向けについては、クレディ・

アグリコル・グループの研修機関である IFCAM が研修を行うことが多い。 

 

５ 農業融資に関する政府支援の状況 

（１）歴史的な展開 

フランスにおける農業融資への政府支援の歴史的な経緯について、Westercamp ほか

（2015）を参考に簡単に振り返りたい。 

フランスでは 20 世紀に入ると、政治的な安定を図るため、多数の小農を支援する方針

がとられ、農業政策も小農の維持を基盤としていた。したがって、前述のとおり 1920 年

に農業省の担当部局として全国クレディ・アグリコル事務局を設置すると、同事務局を通

じて国の資金を多数の農業者に供給した。原資は、当初はフランス銀行の資金であったが、
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1926 年からは預金供託公庫（CDC）の資金となった。 

第二次世界大戦後、農業政策は農業経営体の規模拡大といった農業構造改革にシフトす

るようになり、農業投資を助長するような補助金が出されたり、投資を行うための低利貸

付への助成が行われたりするようになった。1960 年代後半にクレディ・アグリコル全国金

庫（CNCA）が資金を自賄いできるようになると、国はローン金利の一部を助成するかた

ちをとることとなった。 

その後財政状況が厳しくなったこともあり、農業分野の利子助成付ローンの対象は徐々

に絞られ、2007 年からは青年農業者の就業向けに限定されることとなった。これは農業人

口の減少が続くなかで、高齢化も進展しているため、世代交代を促進したいという政策的

な意図に基づくものである。他方、1990 年までは、農業者向けのローンに対する利子助成

はクレディ・アグリコルのみに行われていたが、1990 年以降はその他の銀行も同様の措置

を受けられるようになった。Westercamp ほか（2015）によれば、2001 年に利子助成付

ローンを提供していたのは、クレディ・アグリコルのほか、バンク・ポピュレール、 BNP、

クレディ・リヨネ（現 LCL）、クレディ・ミュチュエル、CIC であった。利子助成は中長

期向けの融資に対して行われ、2000 年において銀行の農業向けの中長期融資のうち、利子

助成を受けていた割合は 20％未満であった。 

 

（２）青年就農低利融資 

ａ 概況 

EU 各国では、共通農業政策のもと、直接支払に、40 歳以下の直近 5 年以内に就農した

農業経営者に対しては最大 5 年間にわたり基本支払い受給額の 25％相当額が上乗せされ

て支給される。フランスでは、さらに独自の取組みとして、一定の受給要件を満たした 39

歳以下の就農者は、最長 5

年間一定の助成金が支給さ

れる青年就農者助成金とい

う制度がある（図表 27）。 

これと同様の要件を満た

す就農者は前述の利子助成

付のローンの借入れが可能

になる、青年就農者低利融

資という制度もある。平地

での就農者よりも、条件不

利地域での就農者の場合は

より低利での借入れが可能

であり、利子助成の上限額

図表27　青年就農者助成金と青年就農低利融資の受給要件

項目 主な要件

・18～39歳以下

・一定の農業教育研修を修了した者（農業経営に関
する国家資格、あるいは農業技術認定の取得など）

・個人職業計画（ＰＰＰ）の作成（最低21時間のグルー
プ研修受講を含み、出身県による承認を得ているこ
と）

・５年間の事業計画の作成

・収支計画書の作成（就農５年後には収益が得られ
る計画であること）
・個人経営の場合、農地や生産に必要な建物や充分
な施設を有していること
・最低５年間の就農（返還義務あり）

・帳簿（会計記録）の作成（監査制度あり）

・申請書を県に提出

・農業会議所による一次審査、中央農業委員会
（CDOA）による二次審査後、県が承認
・承認後、サービス・支払い代理店（ASP）を通じて
DJA が支給

資料　中野、大内田（2016）

対象者

適用条件

受給条件

申請手続き
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も高い。 

EU には「国家補助規制」があり、国家補助は原則禁止されているが、自動的に許容さ

れる補助と、欧州委員会によって域内市場との適合性判断により許容されうる補助とがあ

る。フランスの利子助成は、欧州委員会によって許容されている。 

 

ｂ 借入の手順 

 資格要件に該当する青年就農者は、農業省の県の出先機関に申請し、青年就農者助成金

を受ける。さらに資金の借入れを希望する場合は、青年就農低利融資を扱っている銀行に

出向いて、借入の申請を行う。相談が来ると、銀行は投資計画についての手続きや書類の

書き方等のサポートを行うが、銀行自身は審査を行わない。審査は、農業省の県の出先機

関が行う。青年就農者としての認定を受けること自体が難しく、また就農者の認定にあた

っては銀行も意思決定に参加しているという事情もあり、銀行が審査を行わずとも、貸倒

れの比率は 5％程度に留まるとのことであった。 

なお、青年就農低利融資を扱うにあたり、銀行は、農業省と事前に協約を締結している。

銀行側には、貸付額にかかわらず、1 件あたり 36 ユーロの手数料と、利子補給を受けた分

が入る仕組みとなっている。 

中央ロワール地方金庫は、青年就農低利融資の貸付では地区内で 9 割のシェアを有して

おり、青年就農者が一番に相談する相手はクレディ・アグリコルであると自負している。 

 

ｃ 制度の廃止 

青年就農低利融資については、近年、フランス国内で金利水準が低下しているため、有

利性が薄れ、利用も伸び悩んでいた。また貸付期間は、以前は最長 9 年間であったが、2015

年以降の貸付については EU から認められる期間が最長 5 年になっていた。こうした背景

もあり、借入への利子助成ないしはその拡充ではなく、直接的な補助金を拡充してほしい

という要望が青年農業者団体から大きくなった。 

そのため、2017 年から青年就農低利融資制度は段階的に廃止されることとなった。その

代わりに青年就農者助成金の予算枠が増額され、受給額のベースを増やすとともに、基本

受給額に対して上乗せが行われる条件が 3 つから 4 つに増やされた。 
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Ⅲ ドイツの協同組合組織 

1 ドイツの農業の概要 

ドイツの国土面積は 35 万 7,386 ㎢（2017 年、日本

の 94.6%)で、16 の州からなる。北はバルト海と北海

に面し、オランダ、ポーランド、デンマーク等に隣接

し、欧州の中央に位置している。 

北部ドイツは低地で、砂地や粘土質であり、永年草

地が広がる。一方、中部以南は山地が多い。農地の肥

沃度を表す図表１をみると、東部ドイツにおいて肥沃

度は高く、畑作に適していることがわかる。一方、北

部低地の肥沃度は低く、草地を利用した畜産経営が広

がる 7 。北部や東部では、農業経営の「専門化

（specialization）」が進んでいる。 

一方、南部ドイツは山岳地帯で、中小規模経営が多

い。そして、例えばバイエルン州のように、農用地面

積の 1 割において環境保全型農業経営が営まれており、

ほかにも農家民宿やバイオガスエネルギーなどへの取組みが普及するなど、農業経営体は

経営多角化により所得を維持している。 

2017 年のドイツの人口は 8,022 万人と、EU 加盟国のなかで最多となっている。ドイツ

では、総人口の 2 割はルール工業地帯を擁するノルトライン・ヴェストファーレン州に集

中するなど、ある程度の偏りはあるものの、消費地は分散しているという特徴がある。 

2015 年末の農用地面積は 18

万 4,332 ㎢と、国土面積の 5 割

を占めている。農用地面積の 7

割では土地利用型農業が、残る

3 割では永年草地を利用した畜

産業等が営まれている。 

2017 年の農業産出額は 535

億ユーロで、農産物と畜産物が

半分ずつを占めている（図表２）。

生産額が最も大きいのは生乳で

全体の 2 割を占める。また、主

                                                  
7 ドイツ南部では、斜面を利用したワイン用ブドウの栽培などが盛んである。ワイン用ブドウ

の栽培に適している土壌と畑作に向く土壌は異なるため、ここでは南部ドイツの肥沃度につい

ては取り上げていない。 

図表 1 ドイツ国土の肥沃度   

（濃色ほど土壌が肥沃） 
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図表2 ドイツの農業産出額
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食である穀物とばれいしょも合わせて 2 割弱で推移している。自給度の高い品目を、2012

～14 年平均でみると、ばれいしょ、チーズ、豚肉、穀物、家禽、牛肉などの自給率は 110％

超の水準にある。また、ドイツは世界第 3 位の農産物輸入国であり、かつ第 3 位の農産物

輸出国でもあるように、農産物貿易が盛んであるが、輸出額の 75％は EU 域内向けとなっ

ている。しかし近年、EU 域外への輸出振興が強化され、農産物も含む食品の輸出額は 2000

年代以降増加し、2014 年には 666 億ユーロと、2000 年対比で 137.8％の増加となってい

る。 

 2013 年時点で、農業経営体は 28.5 万あり、一経営体あたりの農用地面積は 64.2ha と

なっている。旧東独地区では、経営体数は 2.4 万に過ぎないものの大規模法人経営が比較

的多く、平均的な経営規模は 251.7ha と、旧西独地区（46.7ha）の 5 倍である。 

EU 農政においては、2005 年以降、大規模層の直接支払いの一部を環境保全対策に振り

向けるモデュレーションを加盟国に義務付けており、これ以上の規模拡大を促進しないよ

うな政策措置がとられている。またドイツ政府も今以上の規模拡大を進めていないが、ド

イツ国内では特に 100ha 以上の大規模経営体の規模拡大が進んでおり、2005 年以降も、

農用地総面積に占める 100ha 以上経営層の比率は上昇している（図表３）。 

 このような規模拡大の背景には、2000 年代以降、国際市場と域内市場の連動が強まり、

農畜産物の価格変動の幅が拡大するなか、農業経営体が農畜産物の価格競争力の強化を迫

られてきたことがある。規模拡大以外にも、農業経営体においては直売、有機農業の取組

みや農家民宿等、経営の多角化を

図り所得の安定性を確保している。

近年、その一手段として注目され

ているのが、バイオガス発電など

の再生可能エネルギーの生産であ

る。例えば、ドイツにおけるバイ

オガス施設は、2000 年の 1,050

機から 2017 年には 9,348 機まで

増加し、2016年の総電力の 27.4％

はバイオエネルギーが占めている。 

 

２ ドイツの協同組合概要 

（１） 協同組合の種類 

EU のなかでも、ドイツは協同組合制度が発達している国の１つであり、協同組合とい

うビジネスモデルに関する国民の理解も進んでいる。ドイツでは、協同組合の仕組みは、

「自助・自己管理・自己責任」の 3 原則のもと、個々の組合員である個人や事業者が独立

を保ちながら、共同購入や共同出荷などを行い、規模の経済性を達成するものと理解され
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ており、伝統的に農業・金融・住宅・消費生活部門において広がっていた。 

Kühl（2011）によると、ドイツの農業者のほぼ全員が農協に加入しており、農業者は少

なくとも 1 つの農協の組合員である。また、自営業者の多くが分野別に協同組合を設置し

ており、手工業者の 6 割、パン屋や肉屋の 9 割が協同組合を組織しているなど、中小企業

者による協同組合の組織化も盛んである。金融部門における協同組合の存在感も大きく、

ドイツのハンデルスブラット紙 Web 版（2017 年 5 月 31 日付）によると、リーマンショ

ック後の金融危機における安定性が高く評価されるようになっており、協同組合銀行の利

用者数は、2008 年の 1,620 万から 2016 年の 1,840 万へと増加した。このほか、住宅協同

組合制度も発達しており、ドイツの賃貸集合住宅の 1 割を住宅協同組合が管理している。 

ドイツの協同組合グループは、①全国組織 BVR（Bundesverband der Deutschen 

Volksbanken und Raiffeisenbanken ）に加盟する金融事業系統、②  全国組織

DRV(Deutscher Raiffeisenverband) に加盟する農業関連事業系統、③全国組織

ZdK(Zentralverband deutscher Konsumegenossenschaften)に加盟する生協系統、④全国

組織 ZGV(Der Mittelstandsverbund) に加盟する中小企業事業者系統、⑤全国組織 GdW

（Bundesverband deutscher wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.）に加盟する

住宅協同組合系統の 5 系統に分かれている（図表４）。①～④までの 4 系統は、協同組合

制度を共通する利益代表者である「ドイツ協同組合ライファイゼン中央会 DGRV

（Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.）」を組織している。 

 これらの DGRV グループに⑤の住宅協同組合系統は所属しないものの、DGRV と GdW

は「ドイツの協同組合連合会の自由委員会（ Freier Ausschuss der deutschen 

Genossenschaftsverbände）」という組織を形成している。同委員会は、公衆や立法者に対

図表4 ドイツの協同組合組織（2016年9月30日）
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して、協同組合の理念に則った協同組合制度を維持するための活動や、協同組合の理念や

アイデンティティについての考えや経験の交流を行う。 

①～④の 4 系統の単協は、地方組織である 5 つの地方監査中央会（バーデンビュルテン

ベルグ、バイエルン、フランクフルト／北ドイツ、ラインラント・ヴェストファーレン、

ヴェザー・エムス）と、PSD Bank 系、Sparda-Bank 系、FPV（中央ドイツ生産者協同

組合専門監査中央会）、EDEKA 生協系、交通系といった専門分野を担当する専門監査中央

会に加盟し監査を受けることで、協同組合法で定められている監査義務を果たす。同様に、

2,000 ほどの住宅協同組合も地方監査中央会に加盟し、法定の監査義務を果たしている。 

地方監査中央会などの地方組織は、金融事業系統では BVR、農業関連事業系統では DRV、

中小事業系統であれば ZGV、生協系統であれば Zdk という全国組織に加盟している。さ

らに、これら 4 系統の全国組織は共通でやはり全国組織である DGRV に加盟している。 

地方監査中央会等の地方組織とはべつに、単協が行う各業務については、全国段階や州

段階などに広範囲にわたって機能を発揮する連合機関がある。これは、金融系統であれば

全国銀行である DZ BANK や Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank（ドイツ協同

組合抵当銀行）などの専門金融サービス会社であり、また農協系であれば、AGRAVIS や

BayWa などの「連合会（Hauptgenossenschaft8）」とよばれるものである。農協の連合会

は、単協を会員として共同購買事業や共同販売事業を行う一方、大規模農業経営体との直

接取引も行っている。 

このほかに、近年のドイツ協同組合にかかる大きな動きとしては、協同組合の新設数の

増加が挙げられる。過去には協同組合の新設は少なく、合併などにより組合数は 1950 年

代の旧西独地区の 3 万弱から、2008 年の連邦全体での 7,500 ほどまでに減少していた（図

表５）。しかし、2007 年以降協同組合の新設が相次ぎ、2009 年に初めて合併などによる組

合数減少を新設組合数が上回り、

合計組合数が増加するようにな

った。 

近年における、新たな分野を

中心とした協同組合の新設数の

増加は、「協同組合の新世代

（ Neue Generation von 

Genossenschaften）」と呼ばれ

ている。エネルギー協同組合、

医療従事者協同組合、共同購買

店など、伝統的に協同組合の仕

                                                  
8 便宜上、ドイツ語で Hauptgenossenschaft、Zentral、Zentralgeschäftsanstalt、Bundes 
Zentral と呼ばれる組織を全て連合会と翻訳している。 
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組みが普及していた分野以外において、協同組合の新設は顕著であった。とくに再生可能

エネルギー部門での協同組合の新設は顕著で、2000 年代に新設された協同組合のうち最多

である。なお、伝統的に協同組合の仕組みが普及していた分野において農協や住宅協同組

合の新設数はそれほど多くはないし、新設された農協はバイオマスなどの再生エネルギー

関連事業に農業者が取り組む組合のような、既存のビジネスモデルと異なるケースが多か

った。 

Stappel（2011）は、このように協同組合の新設数が増えた要因として、①2001 年から

地方監査中央会などが取り組んできた「協同組合新設のイニシアティブ」、②2006 年の協

同組合法の改正、③再生可能エネルギーの振興をあげている。 

①の「協同組合の新設のイニシアティブ」とは具体的には、DGRV が地方監査中央会な

どの協力のもと、医療・健康、行政サービス、再生可能エネルギー、手工業分野を対象に、

各分野の課題解決には協同組合という仕組みが意義を持つことを公衆に広くアピールした

ことである。とくに、ウェブサイト「新しい協同組合9」を通じて、協同組合の設立手順に

かかる情報公開に努めたことは、協同組合設立へのハードルを引き下げる効果を生んだ。 

 ②の 2006 年の協同組合法改正とは、以下のような法改正の内容を指す。まず、経済的

だけでなく、社会的もしくは文化的な目的を掲げた協同組合の設立が許可されるようにな

った。加えて、最低組合員数の 7 人から 3 人への引き下げや、組合員が 20 人以下の組合

では、経営管理委員会の設置義務が免除されるとともに、理事会の構成員も 1 人で良いと

され、簡素な組織構成が許されるようになった。また、このような小規模協同組合におけ

る監査義務も緩和された。 

 

（２）協同組合の全国組織 DGRV の役割 

各部門に共通した協同組合の全国組織 DGRV は、グループを統括する全国組織であると

ともに、監査機能を有している。2016 年の「透明性報告書（Transparenzbericht）10」に

よると、DGRV の会員は、各系統の全国中央会 4 組織、地方監査中央会と専門監査中央会

の 11 組織、連合会等 29 組織、中央会子会社 24 組織、その他（協同組合制度に関連する

単協、法人、私法および公法に基づいた人的会社など）59 組織となっている。 

DGRV は 1971 年に設立され11、金融事業系統、農業関連事業系統、中小事業系統、生

活用品共同購買事業系統の協同組合に共通する経済制度、法制度、税制度等に関して、利

害や要請を対外的に訴える役割を担っている。 

また、DGRV は監査業務も行うが、その役割は州段階で解決できない課題を補完的に支

                                                  
9 「新しい協同組合」のウェブサイトは、現在は「ドイツの協同組合」というウェブサイトの

一部となっている。https://www.genossenschaften.de/ 
10 2016 年に施行された、EU 規則 537/2014 に従い、企業の決算監査の担当者が提出義務を負

う報告書。 
11 監査権を DGRV が有したのは、1972 年 2 月 23 日。 
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援することである。具体例としては、DGRV の直接会員で地方監査中央会に属していない

ような連合会等に対する監査がある。しかし、DGRV はこのような個々の案件への対応よ

りも、協同組合の監査制度全体の維持管理を自身の主要業務と位置付けている。そこでは、

DGRV は会計報告書の作成や監査について、地方監査中央会等の会員に対して専門的なア

ドバイスを行い、協同組合の経営、会計規則、監査制度に関する協同組合グループの頭脳

として活躍している。 

このほか、教育部門も担当している。これも部門別の全国組織や地方監査中央会を補完

する形で、協同組合の振興や、国内・国外の協同組合関連機関の支援を行っている。 

 

３ 農業協同組合 

（１）農業協同組合の現況 

 DRV を全国組織とする DRV グループは、農協が加盟する監査中央会 6 組織、販売購

買組合等の専門農協、経済事業を兼営する協同組合銀行、連合会（地方監査中央会に加盟

するもののみ）、協同組合以外の法形態をとる農業関連事業体（地方監査中央会に加盟する

もののみ）等から構成される（図表６）。 

単協段階をみると、2016 年時点では、DRV グループが「経済事業（Waren Geschäft）」

と呼ぶ、共同販売（穀類、油糧種子類、ばれいしょ、再生可能資源）と共同購買（種子、

農薬、肥料、飼料、農業機械）を行う販売・購買組合と、こうした経済事業を兼営する協

同組合銀行（以下、「兼営組合」という）が、合計 391 組合ある。このほか、生乳の集乳

および加工を行う酪農協が 216 組合、畜産、食肉、育種の組合が 85 組合、青果部門の共

販等を行う果実、野菜、園芸組合が合計 85 組合、ワイン生産者組合が 165 組合、そして

旧東独の元国営農場か

ら転換した農業生産者

協 同 組 合

（Agrargenossenscha

ft12）が 730 組合存在

している。 

2016 年 に お け る

DRV グループの総売

上高は 601億ユーロに

達している。この総売

                                                  
12 ドイツ語の Agrargenossenschaft は直訳すると農業協同組合となるが、これは元国営農場

が 1990 年の東西ドイツ再統合の際に、旧西ドイツにおける協同組合に転換したもので、組合

員が出資者であり、利用者であり、従業員でもあるという労働者協同組合である。直訳すると

混同する恐れがあるため、便宜上、農業生産者協同組合と翻訳した。 
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上高の 6 割を占めるのは、前述の経済事

業である（図表 7）。なお、経済事業の売

上高には、前述の資材の共同購入と穀類

等の共販の売上高に加えて、ガソリンス

タンド事業、建設資材卸売事業、園芸用

品販売事業（後述する、「ライファイゼン

マルクト」事業に相当）の売上高が含ま

れている。さらに、経済事業の売上高に

は、専門農協である販売・購買組合と兼

営組合の経済事業部門の売上高に加えて、

連合会や酪農協の一部の売上高も含まれ

ている。 

ドイツにおいて、経済事業部門における農協のシェアは高い。例えば、穀類の出荷量に

関しては農協が 50％のシェアを占める。さらに、寡占状態にある農薬市場での農協の存在

感も大きく、農業者は単協や DRV グループの連合会を通じて、大手事業者と対等の交渉

を行っている。DRV グループの飼料部門では、単に飼料の共同購買だけではなく、配合飼

料の製造も行っており、DRV グループは配合・濃厚飼料生産量の 3 割を産出している（Lutz  

(2011)）。 

2016 年の DRV グループの売上高において、2 番目に大きい割合を占めるのは酪農（生

乳、乳製品販売）である。ドイツの酪農部門における酪農協の存在は大きく、ドイツの生

乳生産量の 3 分の 2 を酪農協が集乳している。2016 年時点で 216 組合ある酪農協のうち、

182 の酪農協は集乳のみを行い、そのほかの 34 の酪農協では、酪農協本体が集乳を担当

し、その子会社である乳業メーカーが乳製品の製造、販売を行っている。 

 ところで、EU の農業政策が輸出拡大による市場指向性を強め、同時に価格支持政策を

後退させたことから、DRV グループにおいても、輸出戦略の重要性が高まっている。2009

経済事業
58.7%

酪農（生

乳、乳製

品販売）
19.5%

畜産、食

肉、育種
5.7%

果物、野

菜、園芸
10.3%

ワイン
1.5% 農業生産

者協同組

合
3.0%

その他
1.3%

図表７ DRVグループの売上高（601
億ユーロ）の構成（16年）

資料 DRVウェブサイト

図表8　DRVグループの農産物輸出額

3,033.3 3,487.2 4,178.5 4,121.6 5,004.6 4,622.3 4,190.9 4,047.9 4.2

農産物 474.9 508.4 590.5 625.1 671.5 748.8 821.6 797.8 7.7

穀類、油糧種子 285.3 280.7 368.2 419.0 426.7 466.8 442.2 434.0 6.2

飼料 73.4 89.7 70.3 37.8 67.0 68.5 188.1 140.7 9.7

青果、園芸 20.6 23.3 25.2 29.4 26.4 32.3 31.1 28.0 4.5

ワイン 27.6 26.5 28.3 30.5 32.3 34.7 33.3 29.9 1.2

その他農産物 68.0 88.2 98.5 108.4 119.1 146.5 126.9 165.2 13.5

畜産物 2,558.4 2,978.8 3,588.0 3,496.5 4,333.1 3,873.5 3,369.3 3,250.1 3.5

家畜 41.8 46.7 56.9 35.5 65.4 98.5 69.6 37.3 △ 1.6

食肉 484.6 527.3 608.8 685.2 1,180.8 566.9 514.1 507.7 0.7

乳製品 1,978.9 2,328.5 2,779.7 2,687.2 2,993.9 3,124.4 2,720.4 2,633.9 4.2

その他畜産物 53.1 76.3 142.6 88.6 93.0 83.7 65.2 71.2 4.3
資料　DRV　’ Statistischer Bericht’

（百万ユーロ、％）

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016年
年平均
増加率

合計

2009
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年以降の DRV グループの農産物輸出額を図表 8 に示したが、輸出額は 10 年の 3,487.2 百

万ユーロから 16 年の 4,047.9 百万ユーロへと、16.1％も増加した。同輸出額における畜産

物の比率は高く、全輸出額の 7 割弱を乳製品が占めている。ただし、2010 年以降の年平

均増加率を部門別に比べてみると、乳製品は 4.2％と他の品目を下回っている。 

 

（２）農業協同組合の誕生と戦前までの発展 

ドイツの協同組合は、日本の産業組合、ひいては日本の農業協同組合の母型といわれて

おり（小楠（1994））、ライファイゼン系統の農業協同組合は、相互扶助の理念、三段階組

織、信用・経済事業の兼営など、日本の農協との多くの同一性・類似性がある。一方で、

注意したいのが、日本の産業組合と違い、ドイツの農業協同組合の誕生や普及は、国家の

介入によらない、農村住民の自発的な運動によるものであったことである（村岡（1997））。 

ドイツの農業協同組合の誕生から第二次世界大戦前の時代における普及段階までの中心

人物は、「ドイツ農村信用組合の父」と呼ばれるフリードリッヒ・ヴィルヘルム・ライファ

イゼン（Friedrich Wilhelm Raiffeisen）である。1846～1847 年の天候不良やばれいしょ

の疫病を要因とした飢饉の際に、農村では再生産のための種子や家畜が枯渇し、銀行から

の融資は金利が高すぎて農家が借り入れることは難しく、農家は苦境に陥った。ボン市か

ら 40km ほど離れた、ラインラント・プファルツ州ヴァイヤーブッシュ村の村長であり、

かつ熱心なキリスト教徒であったライファイゼンは、まず 1846 年の「ヴァイヤーブッシ

ュ・パン組合（Weyerbuscher Brodverein）13」を皮切りに、キリスト教精神に基づいた、

慈善組合の組織化に取り組んだ。その後、それを自助による相互扶助の事業体に発展させ、

1862 年に農村における協同組合銀行の第 1号となる「アンハウゼン貸付組合（Anhausener 

Darlehnskassenverein）」が設立されている。 

同貸付組合の特徴は、①他者ではなく自助による相互扶助、②アンハウゼン教区という

地域限定性、③貸付事業のみの実行という特徴を備えていたことであった。狭い教区内で

懐事情をよく知る組合員同士が相互に資金を融通する相互扶助の仕組みは、情報の非対称

性による信用リスクを引き下げ、低金利融資を可能としたと今日でも高く評価されている

（Bonus（1994））。 

この組合は誕生してすぐ、農業資材の共同購買事業を兼営することとなり、農家に安価

な資材を提供した（Eichwald and Lutz (2011)）。また、やはり協同組合銀行として設立し

ていたヘッデスドルフ貸付組合も、ライファイゼンの勧めに従い 1869 年に肥料、石炭、

素畜等の共同購買事業の兼営を開始し、周辺地域でも同様に貸付組合の兼営化が進んだ。 

さらにライファイゼンは、1877 年に連合会（Anwaltsschaftsverband ländlicher 

                                                  
13 村岡（1997）によると、パン組合は、村長がプロイセン政府から貯蔵穀物を引き出し、寄付

金を募るなどしてパン焼き小屋を建設し、パンを安価で村民に販売した。さらに安価な種子の

調達を行った。 
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Genossenscaften）を組織し、貸付組合への指導事業等を開始している。 

ライファイゼンは、貸付組合が金融事業と共同購買事業を兼営することを勧めた一方で、

ヘッセン州の公務員ヴィルヘルム・ハース14は共同購買事業や共同販売事業のみを行う専

門農協の組織化・普及を推進した。このハース系統では、1872 年に連合会（Verband der 

hessischen landwirtschaftlichen Konsumevereine）が設置され、また 1883 年には、ラ

イファイゼン系統以外の農協が加盟した全国連合会「ドイツ農業協同組合連合会（die 

Vereinigung der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften）」が組織された。こ

の全国連合会の設立によって、肥料等の生産資材の大口取引が可能になり、肥料製造業等

に対する交渉力が上昇した。さらに、酪農協系統や穀物販売、およびワイン醸造・販売部

門で組織化されていた専門農協をグループ内に取り込めたという効果を生んだ。 

1920 年には、ドイツの協同組合数は 41,000 組合に達した。これは、以下に述べる 1889

年の協同組合法施行により、協同組合に有限責任制が導入されたことが大きく貢献してい

る。農協に限ってみると、1890 年から 1920 年までに、農協の組合数は 3,006 組合から

31,623 組合へ急増している。また農協数のうち、兼営組合は 5～6 割を占めていた。 

図表 9 は、1890 年から 1920 年までの組合数の動向を示している。当時の産業構造を反

映してか、1920 年までにおいては協同組合の 7～8 割は農協であった。Prinz（2002）で

は、1907 年時点においてすでに、ドイツの 250 万人の農民の大半が農協の組合員であっ

たと推測されている。 

 前述のようにドイツの農協の発展初期においては、兼営組合を中心とするライファイゼ

ン系統と、専門農協型の組合を中心とするハース系統が別々に発展していた。しかし、1930

年に両系統の統一的な連合会である「ドイツ農業協同組合帝国連合会ライファイゼン

（Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen）」

が創設され、これらの 2 系統は 1 つのグループとなった。 

       
                                                  
14 Wilhelm Haas(1839-1913)は、農協の“第 2 の父”と呼ばれる。1872 年に農業者の生活資

材のための共同購買用に消費協同組合をヘッセン州フリートベルク市に設立。とくに、連合構

造の形成に貢献した。 

（a）/（b）

1890 - - 3,006 1,729 57.5 537 639 101
1895 10,600 67.6 7,170 4,872 67.9 869 1,222 207
1900 17,700 77.0 13,636 9,793 71.8 1,115 1,917 811
1905 23,700 81.5 19,323 13,181 68.2 1,867 2,832 1,443
1910 30,000 79.5 23,845 15,517 65.1 2,280 3,333 2,715
1914 35,300 80.2 28,318 17,696 62.5 2,809 3,572 4,241
1918 37,440 78.9 29,552 18,183 61.5 3,116 3,588 4,665
1919 39,700 77.7 30,845 18,788 60.9 3,320 3,562 5,175
1920 41,000 77.1 31,623 18,331 58.0 3,717 3,406 6,169

資料 Prinz（2002）

図表9　ドイツの農協数の動向　（1890～1920年）

（組合、％）

年
協同

組合数

農協の
合計
（a）

農協の
割合

兼営
組合
（b）

販売・
購買

酪農協
その他
専門
農協
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（３）ドイツの協同組合法制 

ａ 協同組合法の特徴 

ドイツの協同組合法は、日本の産業組合法（明治 33 年法律第 34 号）がその範にした

1889 年の産業経済組合法（Genossenschaftsgesetz : Gesetz betreffend die Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften. Vom 1. Mai 1889、以下「協同組合法」または GenG とい

う）であり、制定後幾多の変遷があるが現在も効力を有している。 

 協同組合法を補充・補完する法律には、商法典（Handelsgesetzbuch (HGB)）、労働者

共同決定法（Mitbestimmungsgesetz）、組織転換法（Umwandlungsgesetz）、企業のコン

トロールと透明性に対する法律（ Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 

Unternehmensbereich (KonTraG) ）、 競 争 制 限 禁 止 法 （ Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschraenkungen (GWB)）、税法があり、協同組合銀行に関しては信用制度

法（Kreditwesengesetz (KWG)、日本の銀行法に相当）等がある。 

 日本との最大の違いは、特定の種類の協同組合のための法律は存在しない点である。 

ドイツの協同組合法は、柔軟な設計になっており、協同組合のアイデンティティに関連

する事項である、例えば非組合員との取引、不分割積立金の創設、払込済出資に対する配

当、解散の場合の資産の処分等は、定款自治に全面的に委ねられている。 

 

ｂ 協同組合の定義と目的 

 協同組合は、「構成員数を限定せず、共同経営の方法により、その構成員の産業もしくは

経済または社会的もしくは文化的利益を増進することを目的とする社団」（GenG 第 1 条 1

項）である。 

 ドイツでは、この「目的」を達成するためのものであれば、保険業務を除き（保険につ

いては、相互保険会社(VVaG)か株式会社(AG)の法形式が求められる)、合法的なものであ

る限り、どのような事業を行うかは各協同組合の任意である。 

 ちなみに 2006 年改正15前の同条 1 項各号には、例示であったが、典型的な 7 つのタイ

プの協同組合が列挙されていた。2006 年改正により、伝統的な利用者のための協同組合以

外の社会的協同組合をも設立することが可能となり、例示規定は削除されているが、参考

までに掲げておこう。 

  ⅰ 前貸しおよび信用組合 

  ⅱ 原材料購買組合 

  ⅲ 農産物その他の生産物の販売を目的とする組合（販売協同組合、倉庫協同組合）  

  ⅳ 共同計算により生産物の生産および販売を目的とする組合（生産者協同組合） 

  ⅴ 生活必需品の共同購買または販売を目的とする組合（消費生活協同組合） 

                                                  
15  Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung des 
Genossenschaftsrechts vom 14, August 2006 
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  ⅵ 農業または商工業の経営に必要な物品の共同による調達および利用を目的とする 

組合 

 ⅶ 住宅建設を目的とする組合 

 

ｃ 協同組合の事業 

 前述のようにドイツでは、協同組合は保険業務を除いては、すべての分野の業務を定款

で定めるところにより行うことが許されている。 

協同組合の本質的な特質は、組合員の活動を助成することであり（その意味では、社会

的協同組合は伝統的な協同組合の概念からすると異質な側面をもつ）、非組合員との取引は、

利用者＝所有者という協同組合のアイデンティティの原則に反するものとして、定款で非

組合員との取引を許容する場合でなければ行ってはならない（GenG 第 8 条 1 項 5 号）と

いう立場に立っている。しかしながら、非組合員との取引を認める場合のその限度に関し

ては、何らの規制も設けられてはいない。 

ちなみに、販売農業協同組合等の場合には、組合員の出荷義務等の関係もあり、非組合

員との取引を認めない定款にしている例が少なくないが、いわゆる経済事業を兼営する協

同組合銀行の模範定款では、組合員資格の地区による限定がない上、その目的規定（模範

定款第 2 条 4 項）に非組合員に対する事業の展開も許容される旨の定め16を置くことで非

組合員による事業利用を無制限に認めている。 

 

ｄ 協同組合の設立 

 協同組合を設立するには、3 人以上（2006 年改正前は、7 人以上）の組合員が必要であ

る（GenG 第 4 条）。 

行政庁の認可等は不要であるが、裁判所に対する設立の登記申請にあたって、その設立

によって組合員または債権者の利益を害するおそれがないかどうかに関し、加入を予定し

ている監査中央会（Prüfungsverband）の鑑定意見書を当該監査中央会に対する加入を承

諾する旨の証明書とともに添付することが求められている（同第 11 条）。 

協同組合の名称には、登記協同組合（eingetragene Genossenschaft）またはその略称で

ある eG を含めなければならない（同第 3 条）。これは連合会も同じである。 

なお、監査中央会の法形式は、協同組合（Genossenschaft）ではなく登記社団

（eingetragenen Vereins）である（同第 63 条の b 第 1 項）。 

 

ｅ 組合員資格  

組合員の資格については、法律上特段の定めはなく、特定の区域内に住所を有すること

                                                  
16 具体的な規定は、Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist 
zugelassen. 
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を条件とする場合を除き、定款の必要記載事項ともされていない（GenG 第 8 条 1 項）。

もっとも、組合員資格は定款に記載されるのが通例である。 

なお、2006 年の改正は、明文をもって、出資はするが組合の事業を利用しない、ないし

は利用できない組合員として投資組合員を認めた（同第 8 条 2 項）。 

投資組合員は利用組合員に比して組織における役割は脇役的なものであり、利用組合員

が投資組合員の多数意見によって影響されないための安全弁として、ドイツの協同組合法

では、投資組合員の議決権はその他の組合員の議決権数を超えてはならないこと、定款変

更等特定の決議は投資組合員が議決に加わることで妨げられない措置を講ずべきこと（当

該決議に関しては投資組合員が議決に加われないようにすることを含む）、経営管理委員会

の構成員のうち投資組合員の数が構成員総数の 4 分の 1 を超えてはならないことが定めら

れている（同第 8 条 2 項）。 

 

ｆ 組合員の権利義務 

 組合員は、協同組合の所有者、かつ利用者であり運営者（経営者）であるという協同組

合の三位一体性に照らして、種々の権利・義務を有するのは、日本の場合と基本的には同

じである。 

 ここでは、組合員の事業利用に関する自由と組合員の共同事業としての協同組合の事業

が成功するために必要な団体的統制に関連する規整を整理しておく。 

 協同組合と組合員との間の法律関係は、法律に明文のあるものを除いては、定款の定め

るところによる（GenG 第 18 条）。 

 日本と同様、当然のこととして明文はないが、協同組合の本質的性格に照らし、組合員

には事業を利用する権利があり、したがって協同組合は正当な理由がない限り、その事業

の利用を拒めない。このこととの関係で、組合員には事業を利用する義務が一般に認めら

れ、協同組合法においてもそれを前提に「組合員に組合の施設もしくはその他の事業を利

用し、または物または役務の提供を求める義務を導入し、もしくは拡大しようとする定款

変更は、表決権の少なくとも 10 分の 9 の多数決を要する。組合が組合員のために調達し、

または提供する行為のために、組合員に経常的負担金の支払義務を導入し、または義務を

拡大しようとする定款の改正をするには、表決権の少なくとも 4 分の 3 の多数決を要する。

定款でより多くの多数決およびその他の要件を定めることはできる」（同第 16 条 3 項）旨

規定しており、実際上、事業者の協同組合、農産物の販売協同組合等にあっては、その原

始定款で利用義務を規定しているのが通例である。 

 一方、組合員には脱退の自由が保障されており、組合員は、事業年度末の 3 か月前まで

に脱退の予告通知をすることで事業年度末に脱退することができる（同第 65 条 1 項・2

項）。しかし、この予告期間は、定款でその期間を 5 年までとすることができ（同項 2 文）、

さらに組合員の 4 分の 3 超が事業者（民法典 14 条にいう事業者（Unternehmer））であ
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る協同組合にあっては、この予告期間を 10 年までにすることができる（GenG 第 65 条 3

項 3 文）。 

なお、定款で予告期間につき 2 年を超える期間が定められている場合であっても、最低

限 1 年間組合員でいた者であれば、その者の人的または経済的関係により（例えば、破産

したとか、事業を廃止したといったような場合）、脱退予告期間の満了まで組合員としてと

どまることが想定できない場合には、原則どおり脱退する事業年度末の 3 か月前までに脱

退を申し出ることができることとされている（同 3 項）。 

このように、事業者の協同組合にあっては、短期間で脱退された場合に財政基盤を失い

協同組合自体の存続も危ぶまれることとなるリスクを回避するため、長期の予告期間を定

款で定めることが許容されている。 

 

ｇ 協同組合の機関 

 組合の機関は、組合員総会（または代議員総会）のほか、理事会（Vorstand）および経

営管理委員会（Aufsichtsrat）である。監事（監査役）は機関ではなく、監査の職務は経

営管理委員会が担う。 

 このように経営管理のための機関については 2 層方式が採用されているが、組合員が 20

人以下の組合にあっては、経営管理委員会を設けることを要せず、理事（Vorstand）は 1

名でもよい（GenG 第 9 条 1 項、24 条 2 項）。 

 この 2 層方式のガバナンスの仕組みは、ドイツのほか一部の国で採用されている方式で、

組合員に代わって経営管理の職務を担う機関を、業務執行機関（理事会）とその職務執行

を監視・監督のための機関（経営管理委員会）とに分けたものであり、業務執行に関する

重要な意思決定に関しては、定款をもって経営管理委員会の承認を必要としているのが通

例である。 

  

（ａ）総会 

 組合の最高意思決定機関で、協同組合法に別段の定めがない限り、組合の重要な事項の

すべてを決定する権限を有する（同第 43 条 1 項）。 

 決議の要件は、法律・定款に別段の定めがない限り、表決権の過半数をもって決する単

純多数決である（同条 2 項）。 

 組合員の議決権は 1 人 1 票であるが、定款で複数議決権の付与を定めることができる（同

条 3 項）。なお、複数議決権を付与する場合の基準は、次のとおりである（同項各号）。 

・ 協同組合の事業を特段に振興する組合員に、1 人 3 議決権（これは利用高に応じた

議決権を意味する）を限度に付与することができる（1 号）。ただし、表決権の 4 分

の 3 以上の多数決を要する決議、複数議決権に関する規定の削除または制限に関す

る決議の場合には、1 人 1 票に制限。 

─ 75 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



・ 事業者である組合員が 4 分の 3 を超える組合にあっては、個々の組合員の複数議決

権は、総会に出席している議決権の 10 分の 1 を限度に付与することが可（2 号）。 

・ 組合員が専ら登記協同組合である組合（連合会）の場合には、払込出資の額その他

の基準に従って付与することが可（3 号） 

 組合員が 1,500 人を超える組合の場合、代議員総会（総代会）を設けることができ、ま

た定款の定めによって特定の決議を総会の権限として留保することができる（GenG 第 43

条 a 第 1 項）。 

 総代会は、少なくとも 50 名の代議員（総代）によって構成され、議決権については複

数の議決権は認められず、1 人 1 票である（同条 3 項）。 

 

（ｂ）理事会 

 理事会は、少なくとも 2 名（その資格は、組合員である自然人）によって構成し、総会

により選・解任されるが、定款の定めによって他の選・解任の方法を定めることもでき（同

第 9 条 2 項、第 24 条 2 項）、第一次組織の協同組合の定款では、経営管理委員会の権限に

しているのが通例である。 

組合員が 20 人以下の組合にあっては、経営管理委員会を設けることを要せず、理事会

を 1 人で構成することもできる（同項 3 文）。 

 理事は、定款で別段の定めがなければ、共同して組合を代表する（同第 25 条 1 項）。 

 なお、2015 年の改正で、共同決定の対象となる協同組合の理事会の構成員に関し、女性

の割合の目標（目標値を決定する際に女性の割合が 30％未満である場合、目標値はそれぞ

れが過去に達成した割合より小さくてはならない）とその目標に到達するための期限（5

年）を設定することが義務化された（同第 9 条 4 項）。 

 

（ｃ）経営管理委員会 

 経営管理委員会は、理事会の監督機関であり、総会で選任された最低 3 名で構成される

（同第 36 条 1 項、38 条 1 項）。 

 ただし、前述のように組合員が 20 人以下の組合にあっては、経営管理委員会を設ける

ことを要しない。 

 構成員の資格は、組合員である自然人でなければならないが、定款で投資組合員を認め

ている場合には、経営管理委員の構成員のうち投資組合員の数が構成員総数の 4 分の 1 を

超えてはならない（同第 8 条 2 項）。 

 なお、2015 年の改正で、共同決定の対象となる協同組合にあっては、経営管理委員会の

構成員に関し、女性の割合の目標（目標値を決定する際に女性の割合が 30％未満である場

合、目標値はそれぞれが過去に達成した割合より小さくてはならない）とその目標に到達
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するための期限（5 年）を設定することが義務化された（同第 9 条 4 項）17。 

 さらに、協同組合が有価証券の発行を通じて資本市場から資本の調達を行う場合、また

は金融機関である場合には、経営管理委員会の構成員は、当該協同組合が行っている業務

分野を全体として熟知していることが求められ、少なくともそのうちの 1 人は会計または

監査の専門知識を有していなければならないこととされている（同第 36 条 4 項）。  

 また、経営管理委員会は、会計処理、内部統制システムの効率性、リスクマネジメント・

システムおよび内部監査システムの監査・監督するための監査委員会を指名することがで

き、さらに有価証券の発行を通じて資本市場から資本の調達を行う組合である場合または

信用事業を営む金融機関である場合には、少なくとも監査委員会のうちの 1 人は会計また

は監査の専門知識を有していなければならないとされる（GenG 第 38 条 1 項 a）。 

 

ｈ 組合の財務・会計 

（ａ）最低資本金制度 

 2006 年の改正は、資本の可変性を特徴とする協同組合に、脱退等によって払込済出資金

の払戻しを行うことによる場合であっても、その額を下回ってはならない協同組合の最低

資本金（Mindestkapital）を定款に規定することができるようにした（GenG 第 8 条 a）。

したがって、当該定めがあれば定款所定の最低資本金を下回ることになるような払込済み

出資金の払戻しは留保される（同条 2 項）。 

 また、同年の改正は、投資組合員制度を認め、組合の事業を利用しない組合員からの資

本調達を可能にした（GenG 第 8 条 2 項）。 

 

（ｂ）剰余金の処分 

 毎事業年度の剰余金は、組合員に分配されるか法定準備金その他の利益準備金に充当さ

れる。 

 組合員に対する剰余金の分配は、定款で定めるところに従って払込済みの出資に対する

                                                  
17  被用者が 2,000 人を超える企業（協同組合を含む）においては、協同組合法 9 条 2 項

〔経営管理委員会の構成員は組合員でなければならない旨の規定〕は適用されず、経営管

理委員会の半数は被用者代表をもって構成される（Mitbestimmungsgesetz - MitbestG）

（同法 1 条 1 項、6 条 3 項、7 条 1 項）。 
なお、女性の登用に関する規定の新設は、2015 年の「民間及び公共セクターの経営管理

層における男女の平等参加に関する法律（Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst, BGBI, Nr. 17 vom 30.04.2015）」によるもので、上場会社および共同

決定の対象となる企業の経営管理委員会等について、2016 年以降、最低限 30％の女性の

登用が義務付けられることとなった。協同組合法上、具体的目標値についての規定はない

が、過去 30％を超える登用の実績がある場合の目標値は過去の実績までとされ、また理事

会は上級管理職レベルで同じように女性の割合を増やす目標を設定し、実行することが求

められている(Geng 第 9 条 3 項)。 
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利子の支払いとして支払われるか（定款で確定利率を定めるか、最低利率を定める）（同第

21 条 a）、協同組合に伝統的な剰余金の分配としての組合員の事業の利用高に応じた割戻

し（利用分量配当）である。 

なお、協同組合法には出資配当に相当する利子の支払いに関しての利率の上限規制は設

けられていない。また、事業利用分量配当に関しては、協同組合法には明文の規定はなく、

定款の定めに基づく理事会の決定に委ねられている。 

 組合員に対する剰余金の分配は必須ではなく、定款の定めにより剰余金を分配せず、法

定準備金およびその他の利益準備金に積み立てることができ、さらに定款の定めがあれば、

当該年度の剰余金の半分の範囲で、理事会が利益準備金に積み立てることができるように

することができる（同第 20 条）。 

 法定準備金は損失のてん補に充当される資金であるが、その限度、積立ての割合等につ

いては、定款の定めに委ねられている（同第 7 条）。ところで、原始協同組合法では、協

同組合の積立金は不分割であった（その意味で積立金を区分する意味はなかった）が、そ

の後の改正により、定款の定めによる特別の積立金を認め、その中から脱退した組合員に

一定の要件のもと請求権を与えることが認められている。ただし、今日までこのオプショ

ンを用いる例はほとんどないとされる（Münkner (2013) p.421）。 

  また、協同組合が解散した場合の残余財産の分配については、定款自治に委ねられてい

る（同第 91 条）。払込出資金の総額を超えることとなった残余財産は組合員数によって分

配する（同条 2 項）のが原則であるが、定款によって、財産を分配せずまたは他の分配方

法によることを定めることができ（同条 3 項）、残余財産につき、定款で帰属先を定めて

いなかった場合には、協同組合がその事務所を有していた自治体に帰属するものとされ、

その利子は広く公共の利益のために使用される（GenG 第 92 条）。 

 会計帳簿・会計に関する義務は、おおむね会社のそれに準ずる。会計に関する規定は商

法典（第 238 条～263 条）にあり、それらはすべての法形式の企業に適用される。 

 年次決算書は、監査中央会、登記を管轄する裁判所、財務当局に提出しなければならな

い。 

 

ｇ 監査 

 協同組合は、監査権を賦与された中央会（監査中央会）のいずれか 1 つに加入しなけれ

ばならない（GenG 第 54 条）。 

 協同組合は、その所属する監査中央会の監査を受ける（同第 55 条）が、協同組合は少

なくとも 2 年に 1 回は諸施設、資産および業務運営について適法性等のための監査を受け

なければならず、貸借対照表の総資産の額が 200 万ユーロを超える協同組合にあっては毎

事業年度監査を受けなければならない（同第 53 条 1 項）。この場合、資産総額が 150 万ユ

ーロを超え、かつ、事業取扱高が 300 万ユーロを超える協同組合にあっては、会計帳簿を
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含む年次決算および業務報告書が監査されなければならない（同条 2 項）。 

 

ｈ 登記と監督 

協同組合は、協同組合登記簿（Genossenschaftsregister）に登記される。その内容と手

続 は 商 業 登 記 の ル ー ル に 従 っ て 行 わ れ る （ 協 同 組 合 の 登 記 に 関 す る 規 則

(Genossenschaftsregisterverordnung - GenRegV )第 1 条）。 

協同組合の第三者による監督は、大部分が政府から主務大臣の監督を受ける監査中央会

に移譲されている。監査業務を行うには、監査のライセンスが必要（GenG 第 54 条 1 項、

63 条）で、財政基盤がしっかりしている中央会に限って与えられる（同第 63 条 a 第 1 項）。 

監査中央会は、所管の監督官庁の監督に服し（同第 64 条 1 項）、当局はその義務が適切に

遂行されるよう必要な措置を講ずることができる（同条 2 項）。そのため、必要な監査報

告その他の書類の提供や定期的な報告を求め、監査中央会の総会に代表を出席させ、必要

な場合には立入調査を行い、第三者をして調査に当たらしめることができることとされて

いる（同項各号）。 

行政当局による協同組合の監督は、この監査中央会を通じて間接的に遂行され、直接的

には、組合員の助成という協同組合の目的が適切に遂行されているかどうかのコントロー

ルに限定されることになる。すなわち、協同組合の業務執行機関の違法行為によって公益

が損なわれるとき、または協同組合法 1 条の目的に反し協同組合の目的が組合員助成の任

務に向けられていない場合には、当該協同組合は、協同組合が所在地を有する区域を管轄

する州の最上級行政庁の申し立てに基づいて管轄裁判所の判決をもって解散を命ずること

ができることとされているに過ぎない（GenG 第 81 条 1 項）。 

 

ｉ 組織変更等 

合併、分割、組織変更等に関しては、1995 年に施行された 1994 年の組織変更法

（Umwandlungsgesetz‐UmwG）に協同組合も含め規定がおかれている。 

協同組合は、自由に他の法形式の法人との合併、他の法形式の法人への組織変更も可能

で、その逆も同様である。 

協同組合の場合、他の法形式の法人に組織変更するには、4 分の 3 以上の多数決による

総会決議が必要であるが、定足数に関しては定めがない（UmwG 第 262 条）。ただし、定

款で、定足数の定めを置くこと、2 回続けての総会での承認が必要であるといった決議の

要件を加重する規定を置くことは妨げられない（同条）。 

 

（４）協同組合税制と競争法の適用関係 

ａ 協同組合税制 

法人税の取扱いに限定して説明するが、今日、協同組合に対する優遇税制はなく、事業
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利用分量配当の課税所得控除を除き、事業を行う事業体として、他の企業と同じ取扱いに

なっている（Körperschaftsteuergesetz－KStG 第 1 条 1 項）。法人税率は、15％である

（KStG 第 23 条）。 

協同組合に関する特別の規定は、組合員に対する割戻金（Genossenschaftliche 

Rückvergütung）に関するものである（KStG 第 22 条）。すなわち、事業利用分量に応じ

て組合員に分配される割戻金については課税所得から控除される。ただし、所得控除が認

められるには一定の要件があり、事業分量の財源は組合員との取引から生じたものにかぎ

られ（したがって、組合員と非組合員との取引は区分して経理することが求められる）、事

業分量の配当が同じルールに従っておこなわれ、かつ、実際に組合員に支払われたもので

なければならないこと、が要件となっている。 

なお、非組合員と比べて特別な条件で組合員との取引を行った場合には、事業分量配当

の所得控除は認められないことになっている。それは、とくに競争事業者にとってみれば、

組合員だけ取引条件を有利にし、利用分量配当の所得控除が認められるというのは、隠れ

た利益配当を通じて他の事業者にとっては競争上不利となると考えられているためである

（Münkner (2013) p.425）。 

 

ｂ 競争法の適用関係 

 日 本 の 独 占 禁 止 法 に 相 当 す る 法 律 は 、 競 争 制 限 禁 止 法 （ Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen: GWG）である。 

 競争制限禁止法は、競争を妨げ、制限または歪める目的または効果をもった事業者間の

協定、事業者団体の決定および共同行為を禁止している（GWG 第 1 条）。ただし、商品の

生産もしくは分配の改善、または技術的もしくは経済的進歩に貢献し、消費者がその結果

の利益に公正に預かることになる場合には、目的を達成するために必要不可欠ではない制

限を当該事業者に課す場合、または当該事業者に対し当該商品の主要な部分についての競

争を排除する可能性を与える場合を除き、この第 1 条の規定は適用されない（同第 2 条）

と、EU 機能条約第 101 条と同旨の規定を置いている。 

 ドイツの競争制限禁止法は、EU 競争法（EU 機能条約）と同様、農業分野についての

競争禁止規定の適用免除の制度を設けている（GWG 第 28 条）。この農業分野の免除は、

法人の形式とは無関係で、農業者の協同組合はもとより、それ以外の生産者団体の行為も、

原則として、競争制限禁止法の適用除外となる。 

 ちなみに、競争制限禁止法第 28 条は、農産物の生産もしくは販売、または農産物の貯

蔵、処理・可能のための共同の施設利用に関する農業生産者間の協定、農業生産者の団体

およびその連合会の協定もしくは決議については、それらが再販価格を拘束するものでな

く、また競争を排除するものでない限り、競争制限禁止法１条の規定は適用されない旨の

定めである。なお、ここにいう農産物とは、EU 機能条約の附属書Ⅰの掲げる生産物およ
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び当該生産物を農業生産者または農業生産者団体により処理・加工された商品をいう（同

条 3 項）。したがって、適用除外の範囲は、EU 競争法の範囲に一致することになる。 

 このように、ドイツ・EU の農業分野の競争法適用除外は、その対象が協同組合に限ら

ない点で日本の独占禁止法よりも広い。 

 

（５） 模範定款における規定 

協同組合の設立にあたっては、簡易裁判所で商業登記を行うが、その際、定款が協同組

合法の第 1 条に記された協同組合の目的にかなっているか、監査中央会に加盟しているこ

とが明記されているか、組合員や債権者の利益が保全されているか等について審査される

(Verordnung über das Genossenschaftsregister 第 15 条)。また、総会で定款変更が決議

された場合にも、変更点が登記される（同第 16 条）。 

聞き取り調査によれば、DRV が作成した模範定款を基に、地方監査中央会のアドバイス

に基づいて、各農協はその事業内容等に適するよう調整して、自身の定款を策定している

ようである。なお、DGRV が刊行している書籍『Genossenschaftsgesetz（協同組合法）』

には、協同組合銀行、購買・販売組合、農業生産者協同組合の模範定款が掲載されている。 

以下では、協同組合銀行、購買・販売組合、青果組合、酪農協、ワイン生産者組合の模

範定款から、組合員資格や出荷義務等の扱いについて取りまとめている。なお、バイエル

ン地方監査中央会への聞き取り調査によれば、兼営組合の定款は、BVR 策定の協同組合銀

行の模範定款に、農業用の購買・販売組合の模範定款を付け加えて策定しているとのこと

であり、協同組合銀行および購買・販売組合の模範定款の両方からその内容は類推できる

と考えられる。 

 

ａ 組合員資格 

まず、模範定款における組合員資格等の扱いをみると、酪農協やワイン生産者組合では、

組合員資格について生産者に限定しているが、それ以外の農協においては、組合員資格は、

①自然人、②人的会社、③私法または公法による法人としているだけで、それ以外の規定

は記されていない（図表 10）。ただし、酪農協とワイン生産者組合以外の専門農協におい

ても、組合が生産者組織（Producer Organisation、以下「PO」という）に認定されてい

る場合は、組合員資格を農業者等に限定する、また投資組合員の受入については制限を設

けることが義務付けられている。 

なお、PO とは、共通市場法に関する規則（CMO 規則、REGULATION (EU) No 1308/2013 

OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013）に則って、 

農業者が自主的に組織化したもので、EU 共通農業政策が推進するフードサプライチェー

ンでの農業者の交渉力強化策の一環である。このため、青果部門、生乳・乳製品部門等に

おいては、自主的組織かつ自主的運営であること等の条件を満たした農業者の組織に対し、
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EU 加盟国は PO として認可しなければならないとされている。農業者の組織が PO とし

て認可を受けると、前述のように競争法の一部免除の対象となるうえ、助成金交付の対象

となるなどメリットを享受できる。なお、法的形式は問われないため、協同組合ではない

場合も多い。 

  

模範定款において、組合員資格に関する規定が最も少ないのは、兼営組合であると思わ

れる。まず、協同組合銀行の模範定款には、単に「員外取引を許可する」旨が記されてい

るのみで、組合員資格に関する規定はない。つぎに、兼営組合は組合員に占める農業者比

率が圧倒的に低いことから、PO に認定されることはなく、上記のような PO として組合

員資格を農業者に限定することはありえない。さらに、兼営組合が営む経済事業について

は、購買・販売組合にも共通するが、組合員に全量出荷義務を課すか、また組合員資格を

特定の職業に限定するかといった規定は模範定款の本文中には記載がなく、必要な場合は

脚注に規定を設けることが可能とされているだけである。 

一方、ワイン生産者組合は、唯一、模範定款に「員外取引を許可しない」と記載されて

いる。『Handwörterbuch des Genossenschaftswesens（協同組合制度についてのハンドブ

ック）』によると、ドイツ・ワイン法（Weingesetz）において、ワイン生産者組合は生産

者であり、非組合員からのワイン用ブドウ果汁を受け入れ、加工し販売する事業体である

と見なされていないことが背景となっている。ドイツ・ワイン法のもと、ワイン用ブドウ

果汁の生産や加工については、厳格な規制がある。この規制のもとで、組合員からの出荷

物であっても、規定の地域以外や植林栽培を許可されていない土地で生産されたワイン用

ブドウ果汁の受入については、組合は拒否できることが模範定款に記されている。 

また、酪農協は、ワイン生産者組合と同様に組合員を酪農家に限定しているが、員外取

図表10 模範定款における組合員資格等についての扱い

組織 組合員資格の規定 事業非利用者の扱い 員外取引の許容 出荷の権利 出荷義務

組合が除外可能 許容
商圏，職業の限定な
どは規定可能。

投資組合員として受入
許可／不許可
は組合が選択

出荷義務を課すかは，
組合が決定

　PO
POが対象とする品目

の生産者に限定
　⇒POの助成要件と照
らした個別の監査必要

出荷・品質契約に
応じた全量出荷義

務あり

商圏，職業の限定な
どは規定可能

投資組合員として受入
（受入人数の上限設定
は可能）

許可／不許可
は組合が選択

記述無し

全量出荷義務
理事会・経営管理委員

会が定めた出荷・品
質・販売・環境保全規

則の遵守

　PO：生産コスト
減，共販体制整備

POが対象とする

品目の生産者に限定
　⇒POの助成要件と照
らした個別の監査必要

※同部門の他のPOに
は属せない。

①集乳のみ
②集乳から

加工・販売まで
酪農経営者 投資組合員として受入

許可／不許可
は組合が選択

生乳出荷規則
Milchlieferungsordnung

に従い，規定の乳価
の支払いを受ける

全量出荷義務
（脱退まで）

PO

ワイン用
ブドウ生産者

投資組合員として受入
（受入人数の上限設定

は可能）
×

出荷条件規則
Traubenanlieferungsbedi
ngungenに則って出荷
し，支払いを受ける

全量出荷義務
（脱退まで）

PO
資料　各種の模範定款から農中総研作成

事業・機能

協同組合銀行

購買・
販売
組合

購買・販売

記述無し

青果
組合

　青果販売・購買

酪農協

ワイン
生産者
組合

生産と，
規格に則った
産品の販売
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引を行うか否かは、組合の任意となっている。生乳は生産量における季節変動が大きく、

加工まで行う酪農協では員外からの生乳調達は不可欠であり、契約出荷者からの生乳をあ

る程度は集乳していると思われる。 

このように組合員資格を限定しているワイン生産者組合や酪農協でも、定款に定めるこ

とで投資組合員を受け入れることは可能である。そして、投資組合員の受入れはある程度

進んでいると考えられる。例えば、ワイン生産者組合では、2013 年の組合員数は 44 千人

であるが、ワイン耕作地を所有する農家数は 19 千経営体に留まり、生産者数に対して 2

倍ほどの組合員数となっている。このことから、公式に投資組合員数が報告されているわ

けではないものの、組合員総数に占める投資組合員比率はある程度高いと考えられる。 

最後に、購買・販売組合や青果組合の模範定款についてであるが、員外取引を許可する

ケースと許可しないケースが併記されており、組合はいずれかを選択し、規定する。組合

員資格については、組合の性質に応じてパターンが示されており、定款で組合員の居住地

や職業等について規定することができるとされている。また、事業の非利用者については、

定款で定めるところにより、投資組合員として受け入れることが可能である。 

なお、いずれの部門においても、組合員は協同組合と競争関係にある企業の経営者、所

有者等である場合は、脱退勧告を受ける（第 9 条）。 

 

ｂ 出荷の権利、全量出荷義務 

酪農協とワイン生産者組合の模範定款では、出荷は組合員の権利であると記されている。

これは、その取扱品目が生乳、ワイン用ブドウ果汁という、販売する際に必ず加工が必要

となるという特性を持つ部門であるためと考えられる。いずれにおいても、農協が子会社

等を通じて加工まで行っている場合が多く、農協は加工用施設のための設備投資を行って

いる。農協は、組合員の出荷農産物について全量を受入れ、別に定める生産物出荷方法や

品質基準に関する規定に沿って農産物代金を支払う義務を負っている。 

一方、組合員は全量出荷義務を負っており、出荷を行わなくなった場合は、組合を脱退

しなければならない。出荷義務については、組合がその内容を選択するようになっている。 

ただし、PO の認定を受けている組合の場合は、酪農協やワイン生産者組合でなくても、

前述のようにその PO が目的とする品目の生産者に組合員は限定されるとともに、組合員

には出荷や品質についての契約の遵守や、全量出荷が課されている。とはいえ、Kühl（2012）

によると、PO の 9 割は経済団体（Wirtschaftlich Verein）であり、専門農協でかつ PO

に認定されている組合は PO 全体の 5～6%に過ぎないとされている。 

また、2015 年の農協数と PO 数を部門別にみると、畜産・食肉等部門以外では、いずれ

においても農協数の方が PO 数を上回っている（図表 11）。このことから、いずれの部門

においても、農協数に占める PO 数の比率はそれほど大きくないと想定される。 
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ｃ 役員登用にかかる規制 

模範定款には、役員の要件として、職業等の規定は設けられていないが、年齢制限を設

けることができる。たとえば、「満○才となった人は、経営管理委員会の構成員として選出

できない」という条項がある。ただし、年齢の上限は組合が自由に設定できるよう、模範

定款には具体的な年齢が規定されていない。 

PO の場合は、理事会の過半数は現役農業者でなければならないという規定がある。さ

らに、理事会は経営管理委員会の同意のもとに、生産、品質、共販にかかる契約の締結を

担当することとなっている。 

 

（６） 農協数、組合員数の推移 

戦後の DRV グループの組織構造の動向は、農業構造の規模拡大から大きな影響を受け

ている。1950 年代からの高度経済成長の結果、第１次産業と第 2 次産業の賃金格差が開

き、高い所得を求め、第 1 次産業から第 2 次産業へと就業人口は移動した。農業とそれ以

外の所得水準を均衡にすることを目指した、1955 年農業法（Landwirtschaftsgesetz）の

もと、ドイツ政府は「緑の計画（Grüner Plan）」により、生産振興のための助成金等の支

払いを開始した。このような農政措置のもと、規模拡大による生産性の向上という目的は

達成されたが、1970 年代後半以降、「バターの山、ミルクの海」と評されるように供給過

剰が恒常的な問題となった。供給過剰を解消するために、1980 年代以降は、環境規制や生

乳生産クォータ制度による生産調整策が導入された。その後、1992 年の農政改革により、

直接支払い制度が導入され、農業経営の生産性向上と経営所得の保証は切り離され、農政

が農業経営の規模拡大を推進する枠組みは撤廃された。 

しかし、前述のように、現在でも農業経営の規模拡大は止まっていない。1979 年から

2016 年までの経営規模階層別の農地利用面積をみると、ドイツ再統合をまたぐ 1989 年以

前と 1991 年以降とで区別すべきであるものの、明らかに 100ha 以上の大規模経営層の利

用面積が大きくなっている（図表 12）。このような農業者の規模拡大の背景には、大規模
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農機の導入など技術革新とともに、農産物価格の低下や変動幅の拡大により、農業者が生

産量を増やさざるを得ない状況があると考えられる。 

 

また前述のとおり、規模拡大とともに、農業経営の「専門化 specialization」も進んで

いる。欧州委員会の試算によると、ドイツの 28.5 万経営体のうち、有畜複合経営は 14％

に過ぎず、3 割が畑作専門経営、4 割が放牧専門経営となっている。 

このような農業構造そのものの変化に応じて、組合員を効果的・効率的に支援するため、

1950 年以降、合併を通じて農協は規模を拡大し、組合数が大きく減少した（図表 13）。兼

営組合に次いで組合数の減少率が高いのは酪農協であり、1950 年の 5,726 組合が 2016 年

には 216 組合まで減少した。集乳缶から集乳車等へ流通インフラにおける技術革新が進ん

だため、酪農協の集乳範囲が広がり、同一集乳圏内にあった酪農協同士の合併が進展した。 

 図表 14 でみるとおり、1 組合あたり平均組合員数は、兼営組合だけが 2014 年以降も若

干増加しており、2014 年の 7,432 から 2016 年には 8,569 となっている。この大半は金融

事業のみの利用者と考えられる。他の農協の 1 組合当たりの平均組合員数は、畜産・食肉
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図表12 経営規模階層別の農地利用面積
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図表13　戦後のドイツにおける農協数の推移

1950 60 70 80 90 2000 14 15 16年

兼営組合 11,216 8,896 4,920 2,572 1,474 434 125 112 109

販売購買 2,710 2,270 1,740 1,056 645 515 293 284 282

酪農協 5,726 5,267 3,705 1,493 846 404 225 224 216

畜産・食肉 329 272 263 251 205 122 92 88 85

ワイン生産者 508 541 500 342 310 260 169 165 165

青果・園芸 205 195 201 154 114 130 88 84 85

農業生産者協同組合 809 765 750 730
資料　DRV　Raiffeisen Statistischer Bericht 2017

-

（組合）

図表14　1組合当たり平均組合員数

1950 60 70 80 90 2000 14 15 16年

兼営組合 140 155 405 1,137 2,227 4,553 7,432 8,545 8,569

販売購買 138 150 166 212 274 295 338 320 301

酪農協 145 170 195 303 351 408 360 344 319

畜産・食肉 298 342 433 594 746 910 1,467 1,409 1,471

ワイン生産者 71 102 124 199 219 235 260 261 248

青果・園芸 185 554 567 513 605 338 273 286 247

農業生産者協同組合 51 35 32 32
資料　DRV　Raiffeisen Statistischer Bericht 2017

-
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組合 1,500 人弱、農業生産者協同組合が 32 人である以外は、200～300 人程度である。 

 最後に、1970 年以降の 1 組合あたり売上高を、畜産・食肉組合、酪農協、園芸組合、

販売・購買組合にわけてみる（図表 15）。1970 年代においては、これら 4 部門における平

均売上高は同等に小さいが、

2014 年まではいずれも売上高

が拡大している。現在までの 1

組合当たりの平均売上高の増加

幅が最も大きいのは、畜産・食

肉組合であり、2014 年時点で

72.1 百万ユーロとなっている。

ついで同増加幅が大きいのは酪

農協であり、2014年時点で 66.0

百万ユーロである。 

 

（７）農協に関する地方組織、全国組織 

DRV は、役員 4 名、職員数 35 名の小規模組織であるが、DRV のもと単協、地方監査

中央会、連合会等から選出された委員が諮問委員会を組織し、それらが重層的に活動し、

農協全体の事業方針等を作っている。1948 年に旧西ドイツのヴィスバーデン市で設立され

た後、1990 年まではボン市に本拠地があったが、東西ドイツ再統合後は、首都ベルリン市

に所在している。さらに EU 農政へのロビー活動の拠点として、連絡事務所をブリュッセ

ル市に配置している。 

DRV の役割は、ドイツの農業食料経済部門における DRV グループの利益代表である。

利益代表とは、具体的には、EU およびドイツ連邦における農協の制度環境に関する提案

等であり、経済、政治経済、法律および税制について会員からの要望を募り、グループを

代表し、意見を表明することである。なお、農協グループには、株式会社である BayWa

等、協同組合という法的形式にはないが協同組合をルーツとする企業も含んでいる。 

ドイツでも、協会組織については、全国組織、地方監査中央会、単協の三段階制を採用

しているが、DRV の定款 5 条にあるように、単協の監督は原則として地方監査中央会の担

当となっている。DRV は、法律、税制、経営経済に関する助言や照会への対応を、DGRV

や地方監査中央会の補完として行っている。 

また、地方監査中央会や連合会等と協議のうえで、DRV グループにおける会員組織や業

務施設について、業務量と組織規模に関する、地域を超えた調整を行う。これは、部門ご

とに DRV グループ会員間で目的を共有し、組合員に対する農産物やサービスを最大限提

供できるようにするためである。 

このほか、DRV や地方監査中央会は、協同組合組織の振興のために制度保全を目的とし

畜産・
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酪農協, 66.0

園芸, 
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図表15 1組合当たりの売上高

資料 DGRV ‘Die deutschen Genossenschaft’各年次

（注） 90年まではドイツマルクをユーロ換算して時系列接続した。
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た基金の管理を行う。また、教育事業も行っており、農協関係者のための研修施設の管理

や農協の役職員向けの研修を行っているほか、国内外の他組織と交流事業も担当している。 

 

４．ドイツ協同組合銀行 

（１）ドイツ国内の金融機関の概況 

 ドイツの金融制度の特徴の 1 つは、預金や貸付等の銀行業務とともに、銀行本体で証券

業務を行うことができる、ユニバーサルバンク制度をとっていることである（相沢（1993））。

信用制度法第 1 条第 1 項によれば、銀行業務とは以下のものをいう。①預金業務、②担保

付債権業務、③貸出業務、④手形・小切手の割引業務、⑤第 3 者のために信用機関自身の

名義で金融商品の売買を行うこと、⑥カストディ業務、⑦満期前ローン獲得業務、⑧信用

保証業務、⑨小切手・手形の取立業務、トラベラーズチェック発行業務、⑩証券引受業務、

⑪有価証券取引における中央清算業務。 

ドイツには、銀行本体で銀行業務と証券業務も営むユニバーサルバンクと、専門分野に

特化した専門銀行が存在し、ユニバーサルバンクには、商業銀行グループ、貯蓄銀行グル

ープ、協同組合銀行グループの 3 つのグループがあり、専門銀行には抵当銀行、建築貯蓄

金庫、投資会社等が含まれる。 

種類別の銀行数と総資産残高は図表 16 のとおりである。 

大銀行（ドイツ銀行、コメルツ銀行、ウニクレディト銀行、ポストバンク）と、地方銀

行、外国銀行支店等は、商業銀行グループに含まれる。 

また、市、町、郡単位の貯蓄銀行と、州単位で貯蓄銀行の決済業務を行うとともにユニ

バーサルバンクとしての側面も持つ州立銀行、さらに全国段階にドイツ自治体銀行

（DekaBank、図表 16 では特殊金融機関に含まれる）が貯蓄銀行グループを形成してい

る。貯蓄銀行は市町村が出資し、州立銀行は州政府および地域の貯蓄銀行振替連合等が出

図表16　ドイツの銀行の機関数と総資産残高(2016年末）

機関数
総資産残
高(百万
ユーロ）

シェア（％）

1行当り総
資産残高
（百万ユー
ロ）

1,711 7,836,273 100.0 4,580
商業銀行 263 3,170,173 40.5 12,054

大銀行 4 1,819,745 23.2 454,936
地方銀行、その他の商業銀行 156 962,798 12.3 6,172
外国銀行支店　　 103 387,630 4.9 3,763

州立銀行 9 879,083 11.2 97,676
貯蓄銀行 408 1,172,904 15.0 2,875
協同組合銀行 976 850,298 10.9 871
抵当銀行 15 277,514 3.5 18,501
建築貯蓄金庫 20 218,809 2.8 10,940
特殊金融機関（DZBANK含む） 20 1,267,492 16.2 63,375

資料　Deutch Bundesbank"Banking statistics January 2018　 Statistical Supplement 1
 to the Monthly Report"

銀行
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資して設立され、各行は、保証義務（デフォルトに陥った場合に、株主が当行の債務を無

制限に引き受ける義務）と、維持義務（支払い不能に陥った場合に、株主が無制限に支払

い能力や機能を保証する）という 2 種類の公的保証を得ていた。しかし、2001 年の EU

委員会勧告を受け、2005 年 7 月以降、公的保証は廃止となり、維持義務は出資額に基づ

く有限責任となった（齋田（2008））。 

ローカルバンクである協同組合銀行と全国銀行である DZ BANK、および専門金融サー

ビス会社群が協同組合銀行グループを構成している。詳細は後述する。 

これら 3 つのグループのうち、貯蓄銀行グループと協同組合銀行グループは、グループ

内の金融機関を保護する制度を有している。協同組合銀行グループの場合には金融機関保

護制度(Sicherungseinrichtung)という名称である。 

なお、2014 年 4 月に、世界的な金融危機を経て EU 加盟各国の預金保険制度の一層の

調和を図ることを目的として、EU の預金保険指令が改正された。2014 年の改正前の預金

保険指令では、法定の預金保証スキームと同等以上の預金者への保護を提供し、金融機関

そのものを保護する制度に加盟している金融機関は、法定の預金保証スキームへの加盟を

免除されうるとされていたが、この改正によって、預金を受け入れる金融機関は、①法定

の預金保証スキーム、②公式に預金保証スキームと認定される契約上の預金保証スキーム、

③公式に預金保証スキームと認定される金融機関を保護する制度のいずれかに加盟するこ

とが義務付けられた。このため、協同組合銀行グループでは、上記の金融機関保護制度が

公式に預金保証スキームと認定される条件を満たすために、１預金者当たり 10 万ユーロ

を限度に払い戻す機能を持つ 100％子会社を設立した（鬼頭、澤井（2015））。 

 

（２） 協同組合銀行グループの現況  

ａ 協同組合銀行グループの構成 

 協同組合銀行グループには、地域段階にローカルバンクである協同組合銀行がある。協

同組合銀行は、フォルクスバンクとライファイゼンバンクを起源とする銀行が大半を占め

るが、それ以外にも鉄道職員のために設立された Sparda-Bank、郵便局職員のために設立

された PSD Bank、薬剤師により設立された apoBank 等がある。2015 年の協同組合銀行

数は 1,021 で、うち Sparda-Bank が 12、PSD Bank が 15、フォルクスバンク、ライフ

ァイゼンバンクおよびそれ以外の協同組合銀行が合わせて 994 となっている。 

 グループには、地方段階および全国段階に、事業組織と非事業組織がある（図表 17）。 

 事業組織としては全国銀行であるDZ BANKと専門的な金融関連のサービスを提供する

様々な専門金融サービス会社がある。DZ BANK の役割は 3 つあり、第 1 は協同組合銀行

の中央機関である。専門金融サービス会社とともに協同組合銀行に金融商品とサービスを

提供し、また、協同組合銀行の資金需要が高水準もしくは流動性が過剰な局面で国内外の

金融・資本市場での調達・運用を通じて支援するとともに、協同組合銀行の決済銀行の役
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割を持つ。第 2 に、DZ 

BANK は、中小企業を

顧客とするコーポレー

ト銀行である。第 3 に、

専門金融サービス会社

の持株会社である。 

非事業組織としては、

地方段階に、5 つの地

方監査中央会と協同組

合銀行に関する 2 つの

専門監査中央会があり、

協同組合の監査と経営

コンサルティング等を行っている。全国段階に BVR（ドイツ・フォルクスバンク・ライフ

ァイゼンバンク協会）があり、協同組合銀行グループの利益を代表し、グループの戦略の

構築、会員の経営問題等への関与、役職員教育を行っている。BVR は、経営に問題を抱え

る会員銀行等（協同組合銀行、DZ BANK、専門金融サービス会社のうち建築貯蓄金庫と

抵当貸付金庫等が対象）の経営再建を支援する金融機関保護制度を運営している。 

 

ｂ 市場シェア 

 欧州協同組合銀行協会（EACB）のウェブサイト18に掲載されたデータによれば、2016

年末のドイツ協同組合銀行の国内預金市場におけるシェアは 21.4％、貸出金シェアは

21.1％、モーゲージ 28.5％、中小企業貸出 33.4％である。また、ドイツ銀行（2015）に

よれば、2015 年 6 月時点では、協同組合銀行の農業向け貸出のシェアは 50％、食品産業

向けの貸出シェアは 23％であった。 

  

ｃ 資金運用 

2016 年末の協同組合銀行の貸借対照表をみると、調達面では、顧客からの預金中心と思

われる非銀行に対する債務が最も多く、バランスシート総額の 74.8％を占めており、銀行

に対する債務は 12.3％を占める。一方、運用面では非銀行に対する貸出金が最も多く

62.0％を占め、債券・その他固定金利証券が 18.7％、株式・その他変動利回り証券が 6.2％

を占めている（図表 18）。 

 預貸率に該当する、非銀行に対する貸出金が非銀行に対する債務に占める割合は 82.9％

で、日本の農協の貯貸率に比べ大変高い水準である。また、債券および株式等の有価証券

                                                  
18 EACB ウェブサイト http://www.eacb.coop/en/cooperative-banks/key-figures.html 
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図表17 協同組合銀行グループの構造（2015年12月末）
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運用も資産の 24.9％を占める。この結果、協同組合銀行の資金運用における DZ BANK へ

の依存度は低い。銀行に対する貸出金の資産計に占める割合は 7.0％であり、DZ BANK

への預金はさらに低い水準となっている。 

 DZ BANK への聞き取り調査によれば、「協同組合銀行は顧客からの預金の一定割合を

DZ バンクなど協同組合中央銀行に預けるという協定があるが、預金に対するその割合は

低く、またその割合の管理もしていない」ということであった。協同組合銀行は協同組合

銀行グループ以外の銀行とも自由な取引が可能である。また、DZ BANK が協同組合銀行

に提示する金利は市場金利と同水準であり、協同組合銀行は、預け先、借入先の選択にあ

たっては商業銀行や州立銀行等との金利と比較、検討し、選択する。 

 

 

ｄ フィンテックへの取組み 

DZ BANK は、顧客向けのデジタルソリューションや商品を開発するため、イノベーシ

ョンラボを運営するなどして、フィンテックの分野に取り組んでいる。 

具体的には、協同組合銀行共通のサービスとして VR Banking アプリを提供している。

このアプリには、支店や ATM の検索、クレジットカードでの取引状況の把握、家計の支

出管理、銀行取引、株式取引といった機能がある。加えて Scan２Bank という機能があり、

請求書をスマートフォンのカメラで撮影すると、データが自動的に銀行振込機能に転送さ

れ、決済できるようになっている。 

 

（３）協同組合銀行の歴史的な展開 

 世界で最初の協同組織金融機関は、19 世紀半ばのドイツで、シュルツェとライファイゼ

ンによって別々に、しかしほぼ同時期に設立された。19 世紀初頭に産業革命が始まった当

図表18　協同組合銀行の貸借対照表（2016年末）
(単位　百万ユーロ、％）

勘定科目 金額 構成比 勘定科目 金額 構成比
現金 6,863 0.8 銀行に対する債務 104,394 12.3
中央銀行預け金（収支尻） 9,843 1.2 非銀行に対する債務(b) 636,175 74.8
短期国債、短期割引国債 0 0.0 証券化債務 7,593 0.9
手形 44 0.0 受託負債 1,566 0.2
銀行に対する貸出金 59,923 7.0 評価差額 503 0.1
非銀行に対する貸出金（a) 527,237 62.0 引当金 7,518 0.9
債券、その他固定金利証券 159,076 18.7 劣後債 1,415 0.2
株式その他変動利回り証券 53,026 6.2 資本 69,004 8.1
参加持分、子会社株式 15,997 1.9 その他債務 22,130 2.6
受託資産 1,566 0.2
有形資産 16,723 2.0

資産計 850,298 100.0 負債・資本計 850,298 100.0

預貸率（a/b) 82.9
資料　Deutch Bundesbank"Banking statistics January 2018　 Statistical Supplement 1
 　　　　to the Monthly Report"
（注）報告銀行数　976行。

資産 負債・資本
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時のドイツでは、零細な手工業者や商人、農民は経済的に厳しい状態にあったが、株式会

社の銀行は大企業を取引対象とし、公的金融機関である貯蓄金庫の運用は住宅建設のため

の不動産抵当信用と自治体信用中心で、彼らがこれらの金融機関から借入をすることは難

しく、高利貸しに依存せざるを得ない状況であった。 

 1850 年にシュルツェは、手工業者や小売業者のため前貸組合を設立、これが現在のフォ

ルクスバンクの前身である。先にも述べたとおり、1862 年にライファイゼンは農村住民の

ために貸付組合を設立、これがライファイゼンバンクの前身となった。 

このうち、ライファイゼンの貸付組合について紹介すると、当初、貸付組合の事業は、

組合員の無限連帯責任による外部からの借入金を組合員に貸し付けるものであった。組合

員が預けた資金を融通するわけではないが、連帯責任によって借入を行うことで信用リス

クを組合員が負担し合っており、相互扶助が行われていたといえるであろう。また組合員

総会が理事、会計士を選出、決算を承認するなど組合員による自主管理が行われていた。

組合は村落や教区の単位で設立されたが、これは組合員同士が共通のつながりを持って連

帯できる範囲であり、また金融機関側では返済の可能性が把握可能で、融資後の監視が容

易な範囲でもあった。前述のとおり、貸付組合は 1869 年になると商品購買を兼営した。 

 その後、シュルツェ系統とライファイゼン系統の協同組合銀行（前者はフォルクスバン

ク、後者はライファイゼンバンク）は各地で設立され、また地方および全国組織が設立さ

れた。1864 年にシュルツェ系統、1876 年にはライファイゼン系統が、それぞれ資金決済

を目的とした、統一中央機関を設立した。1889 年には協同組合法が制定され、協同組合の

組織形態のためのすべての規定が定められた。1895 年には、後の DG BANK（Deutsche 

Genossenschaftsbank）、現在の DZ BANK（Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank）

の前身であるプロイセン協同組合中央金庫が設立された。 

 1960 年代後半以降、金融自由化の動きに対応して、両系統とも合併を進めることで業務

能力の向上を図った。1960 年に協同組合銀行は 11,651、協同組合中央銀行（DG BANK1

行を含む）は 19 であったが、1970 年にはそれぞれ 7,092、14 となり、協同組合銀行でも

協同組合中央銀行でも合併が進展していたことがわかる。 

また、1970 年のライファイゼンバンクとフォルクスバンクの状況を図表 19 によってみ

ると、１行当たりの組合員数は、

ライファイゼンバンクが 526 人、

フォルクスバンクは 4,005 人とラ

イファイゼンバンクの方が零細で

ある。また、ライファイゼンバン

クが農村住民のために設立され、

一方、フォルクスバンクは都市の

手工業者や小規模事業者のために

図表19　フォルクスバンクとライファイゼンバンクの銀行数と
組合員数および組合員の職能別構成比（1970年末現在）

フォルクス
バンク

ライファイゼン
バンク

協同組合銀行数 730 6,362
１行当たり組合員数(人） 4,005 526
組合員数（千人） 2,924 3,345

農業者 5.4 23.0
商業者 12.6 8.5
手工業者・自由業者 16.0 6.2
勤労者 52.5 47.0
年金生活者　その他 13.4 15.3

資料　小楠(1994)

職
能
別
構
成

比

（
％

）
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設立されたという経緯から、前者では農業者の割合が多く、後者は商業者や手工業者等の

割合が多いという特徴がある。しかし、1970 年時点ではそれらの割合はすでに 3 割を切

っており、一方で勤労者や年金生活者等は両者ともに顧客として 6～7 割を占めるように

なっている。このため、勤労者や年金生活者等の分野で両系統が競合していることが問題

となっていた。こうした状況の下で、一層の合併を推進するため、両系統の統合契約が 1971

年に締結、72 年に発効し、条件が整ったところから、順次統合を実現させていくこととな

った（小楠（1994））。 

協同組合銀行グループにおいては、両系統の合併とともに、もう一つの組織整備が行わ

れた。それが、3 段階制から 2 段階制への移行である。前述のとおり、1960 年において、

ライファイゼン系統とシュルツェ系統合わせて地方段階の協同組合中央銀行は 18 であっ

たが、1972 年の統合契約以降、両系統の合併によりその数は減少していた。1985 年に、

バイエルン州を区域とする旧ライファイゼン系統の協同組合中央銀行 BRZ が、大口貸出

先の倒産に伴う経営悪化により、全国組織である DG BANK に事業譲渡をし、この地域で

は事実上の 2 段階制となった。この時点で協同組合中央銀行は 7 行であり、その後、地域

段階の協同組合中央銀行と DG BANK の合併が次々に行われた。2001 年には GZ BANK

と DG BANK が合併して、名称は DZ BANK となった。さらに 2016 年に、WGZ BANK

が DZ BANK と合併し、これで協同組合中央銀行は DZ BANK 一行となった。 

 この間、1998 年に DG BANK は民営化し、株式会社となった。DG BANK の起源は、

1895 年に設立されたプロイセン協同組合中央金庫であり、設立当初の基本資本は、プロイ

セン公国が特別財産として付与したものであった。その後何回か名称変更を経たのち、

1975 年の DG BANK 法によって、DG BANK となり、公法上の法人となった。1998 年に

DG BANK が株式会社となる直前において、資本金に占める連邦および州政府による出資

の比率は 7％まで低下しており、93％のほとんどを協同組合持株会社（DG BANK との合

併後、協同組合中央銀行が持株会社となったもの）、協同組合中央銀行、協同組合銀行およ

び他の協同組合が保有していた。1998 年には、連邦および州政府の出資金は協同組合持株

会社に売却され、また法形式は、公法上の法人から私法上の法人に変化した。私法上の法

人として、協同組合ではなく株式会社が選択された。ただし、株式は譲渡制限付の記名株

式で、その移動には資本金の 4 分の 3 の多数による総会での事前承認が必要であり、増資

についても資本金の 85％の特別多数を必要とするため、協同組合銀行グループを中心とし

た協同組合が望まない限り、協同組合のグループ内での所有が維持される仕組みである。

2016年 9月 16日現在の株式の保有状況は、協同組合銀行が 94.0％、他の協同組合が 4.9％、

その他 1.1％となっている。  

 

（４）法律・定款における規定 

ドイツでは、前述のとおり協同組合法が、協同組合に関する法律であり、協同組合銀行
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を含め協同組合の性格と組織を規定している。協同組合銀行の事業については他の金融機

関同様、信用制度法に規定されている。 

協同組合法は定款による絶対的記載事項と相対的記載事項を定めている（図表 20）。組

合員資格、複数口数出資、複数議決権、員外取引、投資組合員など組合員制度にかかる事

項も含め、定款で協同組合運営にかかる多くを規定できる。歴史的には 1973 年の協同組

合法の大改正が「定款自治の拡大」をキーワードとして、複数議決権の導入や員外利用な

ど組合運営上の選択肢を増やし、その選択を定款、すなわち、組合員の総意に委ねた。 

また、金融専業の協同組合銀行の模範定款の項目および事業内容は図表 21 のとおりで

ある。 

 

  

図表20　協同組合法による定款の絶対的記載事項と相対的記載事項の規定

・協同組合の名称および所在地 ・複数口数出資の許容と出資義務

・事業目的 ・複数議決権

・組合員の責任（有限か否か） ・出資金の現物による払込

・総会の招集、決議の記録方法、議長 ・協同組合の存立期限

・公告の方法 ・組合員資格における地域の限定

・組合員の最低出資額および出資額の限度 ・事業年度

  ならびに払込み方法 ・決議要件の加重

・準備金の積立方法 ・員外取引

・投資組合員

・最低出資金

・最低出資金を下回る場合の払込済出資金
  の払戻留保など

絶対的記載事項 相対的記載事項

図表21　協同組合銀行の模範定款の項目と事業内容

＜模範定款の項目＞

第1章　名称、所在地、目的および事業内容

第2章　組合員制度

第3章　協同組合の機関

第4章　自己資本および責任金額

第5章　会計制度

第6章　清算

第7章　公告

＜模範定款による事業内容＞

（１）目的は組合員の経済的な振興および支援

（２）事業内容は、銀行業務およびその補完業務の実行であり、特に

　　ａ）貯蓄預金の受け入れによる貯蓄思想の涵養

　　ｂ）その他預金の受け入れ

　　ｃ）すべての種類の信用の供与

　　ｄ）債務保証、損害担保およびその他の保全担保

　　ｅ）支払取引の実施

　　ｆ）為替および通貨の売買を含む外国業務の実施

　　ｇ）投資相談、資産仲介、資産管理

　　ｈ）有価証券、その他の資産の取得、販売、保護預り、管理

　　ｉ）建築貯蓄契約、保険、旅行の仲介または販売

（３）協同組合は支店を設立し、企業に出資してもよい

（４）事業取引は、非組合員にも拡大できる

（注）1.BVR作成。

　　　2.総会制をとり、経済事業を行っていないﾌｫﾙｸｽﾊﾞﾝｸおよび

　　　　ﾗｲﾌｧｲｾﾞﾝﾊﾞﾝｸの模範定款。
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ａ 組合員資格 

 協同組合法は、協同組合全体の法律であるため、組合員資格を限定していない。組合員

資格については、特定の区域内に住所を有することを条件とする場合には、定款に記載し

なければならないとしている。また、定款では、組合員資格について地域を限定すること

以外についても規定することができる。 

協同組合銀行（経済事業を行っていないフォルクスバンクおよびライファイゼンバンク）

の模範定款をみると、組合員資格について、①自然人、②人的会社、③私法または公法に

よる法人としており、一般的には組合員資格を限定していないとみられる。 

協同組合銀行で、組合員資格を限定している例を紹介すると、apoBANK（Deutsche  

Apotheker- und Ärztebank）の定款は、組合員を、個人については、自然人のうち薬剤師、

医師、歯科医、獣医とし、また法人については、医療従事者がいる組織としており、ニッ

チで成長性の高い分野として戦略的に組合員を医療関係者に限定しているとみられる。 

 

ｂ 員外利用  

 前述のとおり、員外利用を認める場合には定款で規定することが、協同組合法で義務付

けられている。多くの協同組合銀行で、大口の融資以外については員外取引が行われてい

るのが一般的とみられる。しかし、Sparda-Bank では、クレジットカード決済など一部の

業務を除き銀行業務の利用を組合員に限定している。同行では、組合員に限定して高金利

の預金等の有利なサービスを提供していることが、組合員数の増加につながっている。 

 

ｃ 役員の登用 

 協同組合法により、協同組合銀行の経営機構は、総会と経営管理委員会、理事会からな

り、理事会は業務執行と執行の意思決定を行い、また対外的に銀行を代表する。経営管理

委員会は協同組合銀行の執行全般にわたる監督と会計監査を行う。経営上の重要事項は、

経営管理委員会と理事会が共同で決定する。両方ともその構成員は組合員でなくてはなら

ない。 

信用制度法は、協同組合銀行を含めて金融機関の業務指揮者（Geschäftsleiter）という

名称で、銀行の実質的な執行者（業務執行と対外代表を担当）に求められる資質要件を示

し、その審査を行うとしている。業務指揮者は最低 2 名必要である。具体的には、金融監

督当局が業務指揮者（協同組合銀行の場合は理事とみられる）を審査・認定する。信用制

度法によれば、当局の審査の内容は、信頼に値し、かつ所要の専門知識を有することを基

本とし、専門的適性は、該当する事業における理論的かつ実務的知識並びに指揮の経験を

有することと定められている。この審査・認定により、業務指揮者が 1 名でも一定水準以

上でない場合には金融機関には営業の認可が与えられない。 
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小規模な協同組合銀行では、他の金融機関の経営者など外部からの理事の採用が多く、

組織の中での人材育成だけでは不足する部分を補っている。外部から採用した理事も組合

員でなくてはならない。 

  

（５）協同組合銀行数、組合員数の推移 

 1960 年以降の推移をみると、協同組合銀行の組合員数、資金量がともに拡大を続ける一

方、協同組合銀行数と協同組合中央銀行数（全国銀行 DZ BANK を含む）は減少している

（図表 22）。 

 銀行数が減少を続けている背景には、前述のとおり、金融自由化と他業態との競合への

対応として長期的に合併を進めてきたことがある。1972 年以降はシュルツェ系統とライフ

ァイゼン系統の統合が、ローカルバンク段階および協同組合中央銀行段階で加速化した。

さらに、1985 年以降は地域協同組合中央銀行と DG BANK（2001 年以降は DZ BANK）

との合併によって協同組合中央銀行数も減少した。 

 一方、専門金融サービス会社の数は 1990 年以降ほぼ横ばいであり、組合員数、資金量

は 1960 年以降、増加傾向を続けている。 

 

 
 

５ 経済事業を兼営する協同組合銀行 

（１）経済事業を兼営する協同組合銀行数の推移 

まず、2015 年のデータによって、経済事業を兼営する協同組合銀行（以下、兼営組合）

を、経済事業を兼営していない協同組合銀行（以下、金融専業の協同組合銀行）および信

用事業を兼営していない農協（以下、専門農協）と比較し、その特徴を把握する（図表 23）。 

金融専業の協同組合銀行に比べると兼営組合は小規模で、兼営組合の 1 組合当たりの組

合員数は 8.5 千人と、金融専業の協同組合銀行の 19.1 千人の 2 分の 1 以下である。また、

組合数、組合員数全体も少ない。兼営組合の組合数は 112 と金融専業の協同組合銀行の

12.3％、組合員数は 95 万 7 千人と金融専業の協同組合銀行の 5.5％である。 

 図表22 協同組合銀行グループの銀行数、組合員数、資金量
（行、千人、百万DM、百万ユーロ）

1960年 1970 1980 1990 2000 2010 2015
銀行数 11,651 7,092 4,246 3,037 1,794 1,138 1,021
組合員数 3,855 6,216 9,105 11,421 15,039 16,689 18,283
資金量 22,109 78,714 284,674 555,729 534,861 706,572 817,745
銀行数 19 14 10 4 4 2 2
資金量 6,932 29,397 103,713 205,598 262,712 273,982 245,505

専門金融サービ
ス会社 企業数 6 8 11 14 15 16 15
資料　DG BANK"Die Genossenschaften in der Bundesrepublik Deutschland 1991 Statistik"

 　　　  DZ BANK "Die deutschen Genossenschaften 2016"
  （注）1.資金量の単位は、1990年まではＤＭ、2000年以降はユーロ。1ユーロ＝1.95583ＤＭ。

　　　2.協同組合中央銀行には全国銀行（DG BANKおよびDZ BANK)を含む。

協同組合銀行

協同組合中央銀
行
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一方、兼営組合を専門農協と比較すると、1 組合当たりの組合員数は多いものの、1 組

合当たりの経済事業売上高は約 2 分の１であり、経済事業売上高全体も小さい。すなわち、

兼営組合は、1 組合当たりの組合員数が専門農協の 25 倍の規模であるが、1 組合当たりの

経済事業の売上高は 14.7 百万ユーロで、専門農協の 22.7 百万ユーロの 64.4％である。ト

ータルの経済事業の売上高は 16 億 41 百万ユーロで、専門農協の 314 億 35 百万ユーロの

5.2％に過ぎない。 

 

次に、協同組合銀行全体と兼営組合について、1960 年以降の組合数の推移をみると（図

表 24）、1960 年時点では、協同組合銀行は 11,651 うち兼営組合は 8,896 で協同組合銀行

に占める兼営組合の割合は 76.4％であった（図表 24）。その後、協同組合銀行数も兼営組

合数も大きく減少しているが、兼営組合の減少率の方が大きいため、協同組合銀行に占め

る兼営組合の比率は低下し、2016 年には 11.2％となっている。 
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資料 DGRV、BVR、DRVウェブサイト

図表23　金融専業の協同組合銀行、兼営組合、専門農協の比較（2015年）

金融専業の
協同組合

銀行
兼営組合 専門農協

兼営組合/
金融専業の

協同組合銀行

兼営組合/
専門農協

a b c b/a b/c

組合数 909 112 1,382 12.3 8.1
組合員数（千人） 17,326 957 476 5.5 201.1
一組合当り組合員数（千人） 19.1 8.5 0.3 44.8 2,480.8

経済事業売上高
（百万ユーロ） - 1,641 31,435 - 5.2

一組合当り経済事業売上高
（百万ユーロ） - 14.7 22.7 - 64.4

資料　DZ BANK "Die deutschen Genossenschaften 2016"

実数 （％）
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 最後に、兼営組合と専門農協について、1960 年以降の推移を比較する（図表 25）。組合

数は兼営組合、専門農協とも減少しているが、全期間にわたって兼営組合の減少率の方が

大きい。1 組合当りの組合員数は兼営組合では増加を続けているが、専門農協は 2000 年

以降小幅な減少に転じた。経済事業売上高については、兼営組合は 1980 年から 2010 年に

かけて減少、専門農協は 1960 年以降全期間で増加となっている。 

注目されるのは、兼営組合の経済事業売上高が、2010 年から 2015 年にかけて増加に転

じたことである。また、1 組合当りの経済事業売上高は専門農協も兼営組合も増加傾向に

あり、2000 年以降は兼営組合が年率 10％程度の増加率であり、専門農協の増加率を上回

っている。 

後述の兼営組合の事例のうち、VR PLUS Altmark-Wendland eG は、他の協同組合銀行

との合併により経済事業の規模を拡大していったようであり、また Raiffeisenbank 

Donaumooser Land は農業関連の事業だけでなく、地域において需要のある建設資材の取

扱いを拡大して、経済事業全体の規模を拡大している。兼営組合の数は少なくなったもの

の、残っている兼営組合では、事業規模の拡大を積極的に進めているとみられる。 

 

（２）事業分離の要因 

以上みたように、ドイツにおいて協同組合銀行、専門農協、そして兼営組合の数は減少

を続けているが、そうしたなかで兼営組合の割合は低下してきた。 

この背景には、ドイツ経済における農業の構造的なウェイト低下のなかで、金融事業に

比べ経済事業の事業量が伸び悩み、経済事業が収支面にも厳しい状況となったことが考え

られる。兼営組合は、金融事業に比べ経済事業の規模が小さいこと、専門農協に比べ経済

事業の規模が小さいために、経済事業にかかる専門性の強化や規模の経済性の追求が難し

いなどの問題もあったと考えられる。 

図表25　兼営組合と専門農協の組合数、組合員数、経済事業売上高の推移

1960年 2015 60-2015 60-80 80-2000 00-10 10-15
兼営組合 8,896 112 △ 7.6 △ 6.0 △ 8.5 △ 9.7 △ 6.5
専門農協 11,952 1,382 △ 3.8 △ 4.1 △ 3.4 △ 4.6 △ 3.0
兼営組合 1,381 957 △ 0.7 3.8 △ 2.0 △ 5.8 △ 2.4
専門農協 2,016 476 △ 2.6 △ 1.3 △ 2.6 △ 4.8 △ 3.3
兼営組合 155 8,545 7.6 10.5 7.1 4.3 4.5
専門農協 169 344 1.3 2.9 0.9 △ 0.2 △ 0.3
兼営組合 1,846 1,641 1.0 7.2 △ 4.5 △ 0.9 3.6
専門農協 8,645 31,435 3.6 6.6 2.3 1.3 2.2
兼営組合 0.2 14.7 9.4 14.0 4.4 9.7 10.8
専門農協 0.7 22.7 7.8 11.1 5.9 6.1 5.4
兼営組合 1.3 1.7 1.7 3.2 △ 2.5 5.2 6.1
専門農協 4.3 66.0 6.4 8.0 5.0 6.4 5.7

 資料　DG BANK"Die Genossenschaften in der Bundes republik Deutschland 1991 Statistik"
          DZ BANK "Die deutschen Genossenschaften 2016"

 （注）1.経済事業売上高の通貨単位は80年まではＤＭ、2000年以降ユーロ。1ユーロ＝1.95583ＤＭ。
　　　2.年平均増加率は通貨単位をそろえて算出した。

年平均増加率

組合数

組合員数（千人）

一組合当り組合員数(人）

経済事業売上高
（百万ＤＭ、百万ユーロ）
一組合当り経済事業売上
高（百万ＤＭ、百万ユーロ）

実数

一組合員当り経済事業売
上高（千ＤＭ、千ユーロ）

─ 97 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



そのため、兼営組合では、兼営組合であるライファイゼンバンク同士の合併や経済事業

を兼営していないフォルクスバンクとの合併なども契機となって、取扱規模の大きい専門

農協や連合会、あるいは新たに有限会社を設立して、そこに経済事業部門の賃貸や売却等

を行うことで、金融事業に特化することを選択する動きが広がったとみられる。 

 

（３）事業分離の方法 

 日本において、これまで政府等から提起されているのは、総合農協から信用事業を信農

連や農林中金に事業譲渡し、譲渡後の農協は信用事業の代理店として他の事業も含めて総

合的なサービスを提供するものだが、ドイツの場合には、兼営組合の経済事業を切り離し

て、有限会社等に経営賃貸あるいは会社分割を行い、兼営組合は金融専業の協同組合銀行

として存続する。 

 兼営組合の多いバイエルン地方監査中央会への聞き取り調査によれば、事業分離には大

きく分けて以下の 3 つの方法がある。 

①経済事業の経営権を有限会社等に賃貸する（経営賃貸）。 

②経済事業部分を分割して、新設の有限会社等が承継する。 

・単独新設分割：分割する組合が単独の場合 

・共同新設分割：分割する組合が複数の場合 

③経済事業部分を分割して、既存の有限会社等へ承継する。 

上記の①～③の相手先は、有限会社だけでなく、株式会社、あるいは協同組合（単位農

協および経済事業連合会）も考えられる。 

バイエルン州の場合には、監査中央会が、バイエルン州を本店とする経済事業の連合会

である株式会社 BayWa や有限会社への経済事業の移転を兼営組合に促していた時期があ

り、近年の事業分離の相手先はこれらの両者となっている。一方、2005 年に DZ BANK

に聞き取り調査を行った際には、専門農協に売却することもあるとのことであった。 

 

（４）兼営組合のメリット、デメリット 

 兼営組合のメリットとしては、第 1 に、金融事業と経済事業という異なる複数の事業を

組み合わせることによるシナジー効果（相乗効果）が創出できることがある。幅広い顧客

の獲得とともに、複数事業での関係性を有することや事業間での情報の共有化により、顧

客の多様なニーズに的確にこたえることが可能となり、密接な関係を構築することができ

る。また情報、店舗、人員等の共通に利用できる資源を事業間で共有することで、コスト

の削減にも寄与する。 

 第 2 に、事業量や収益の変動を金融事業と経済事業が相互に補完する効果である。長期

的にドイツ経済における農業のウェイトが低下するなかでは金融事業の収益が経済事業を

補完してきた歴史もあると思われ、また、最近のマイナス金利の状況で金融事業の収支悪
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化を経済事業が補完することも期待されてもいる。 

 一方、兼営組合のデメリットとしては、第 1 に、それぞれの事業に最適な規模があると

しても、他の事業の状況に規定されてしまうということがある。金融事業には、適当な規

模であったとしても、地域経済における農業のシェアが低下するなかで、経済事業として

は十分な事業量とならない場合もあると思われる。第 2 に、事業量のウェイトの高い金融

事業中心の経営管理体制で、経済事業のマネジメントが難しくなってしまう懸念がある。

第 3 には、銀行監督上の法規制が経済事業にも適用されるため、負担が大きくなることで

ある。金融事業と同様の監査が経済事業についても必要となり、また、貸付部門と審査部

門の分離の考え方が経済事業にも適用されて部門の分割が必要になるため、コストが増大

する。 

 これらのメリットとデメリットは地域、また兼営組合の状況を反映してその軽重や当否

は異なるものと考えられる。前述のとおり地方監査中央会が経済事業の分離を推奨したこ

ともあるようだが、最終的には、経済事業を分離するかどうかは各兼営組合の総会（総代

会）で組合員が決定する。 

 なお、ドイツの協同組合銀行グループは連結決算を公表しているが、これは経済事業も

含めたものである。DZ BANK への聞き取り調査によれば、兼営組合の経済事業の売上高

は少なく、リスクも少ししかないため、連結決算によって経済事業のリスクを抱えること

が問題となったことはないとのことであった。  

また、日本では、金融機関は他業禁止であるため、総合事業を営む農協が、イコールフ

ッティングの観点から問題視されることもある。しかし、同じく DZ BANK によれば、ド

イツでは、他業態から兼営を批判されることはないという。ライファイゼンバンクはもと

もと農業から発生した銀行なので、兼営について納得感があるためとみられる。 

 

（５）個別組合の事例 

ａ 経済事業を兼営する協同組合銀行: VR PLUS Altmark-Wendland  

（ａ）概況 

 VR PLUS Altmark-Wendland（以下 VR PLUS という）は、ニーダーザクセン州にあ

る経済事業を兼営する協同組合銀行である。Volksbank Osterburg Lüchow Dannenberg

と Volksbank Clenze-Hizacker という 2 つの協同組合銀行が 2017 年 1 月 1 日に合併した

後、現在の名称になった。基盤となる最初の組合は 1917 年に設立され、その後 100 年の

間に経済事業部門についても金融事業部門についても、数多くの合併を経験してきた。 

 VR PLUS の定款には、「次の者は、組合員資格を得ることができる。a）自然人、b）人

的会社、c）私法または公法による法人」と記されており、また「非組合員に対する事業の

展開は許容される」旨の定めが置かれている。つまり組合員資格には居住地や職業等の要

件は含まれておらず、員外利用についての制限もない。 
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 2016 年末の金融事業の顧客数は 37,080 人（2017 年 1 月 1 日の合併後は 47,856 人）、

組合員数は 10,612 人（同 13,216 人）である。組合員の資格要件は先に示したとおりであ

り、農業者が組合員にならなければならないという定めはないが、VR PLUS を利用して

いる農業者の多くは組合員になっている。また、組合員のうち農業者は 10％を占める。 

 VR PLUS の定款の第 2 条 目的（Zweck）と事業内容（Gegenstand）には、 

第1項 組合の目的は、組合員の経済的な振興と支援である。 

第2項 組合の事業内容は、顧客向けの金融事業と、商品やサービスの供給事業を行うこ

とである 

と規定されている。 

 VR PLUS への聞き取り調査によれば、VR PLUS では 2014 年に金融事業に関するコン

サルティングを行う大学教授と検討を行った結果、低金利の時代には、金融事業と実物経

済とを結びつけることが非常に重要だとの結論に至った。もともと、兼営組合として歩ん

できたが、金融事業と経済事業との相乗効果を高めつつ、経済事業については多角化を進

めるという戦略をとっている。 

 

（ｂ）ガバナンス 

VR PLUS の定款には、組合の機関として、理事会、経営管理委員会、専門家諮問委員

会（Fachrat）、総会の 4 つが示されている。 

理事会の構成員は、定款では 2 名以上と規定されており、実際には 6 名により構成され

ている。理事会の指名と解任は、経営管理委員会によって行われる。 

経営管理委員会は、定款では最低 9 名によって構成するとされている。うち 3 分の 2 は

総会によって選出され、3 分の 1 は雇用者によって構成される。実際の経営管理委員会は

雇用者も含めて 12 名によって構成され、うち 5 名は農業者である。農業者の比率は長期

的には上昇傾向にあるとのことであった。 

総会には、毎年 1,000 人程度の組合員が参加しており、組合員のなかでも農業者の参加

率は比較的高い。 

専門家諮問委員会は、協同組合が一般に置く機関ではないが、VR PLUS では経済事業

に関して、組合員と組合の間をつなぐ組織として設置している。同組合の重点領域である

農業、酪農の 2 つに分かれ、酪農の諮問委員は 10 名で構成される。農業の諮問委員は 21

名からなり、6 つの地域から代表を出すかたちとなっている。委員は、すべて農業者であ

る組合員であり、「この地域に倉庫を設置してほしい」といった要望などを出してもらう。 

 

（ｃ）金融事業 

ア 概要 
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 VR PLUS の 2016 年末の職員数は 886 人だが、そのうち金融事業に従事する職員は 164

人である。金融事業と経済事

業をまたがって職員が異動す

ることはなく、給与体系も異

なる。VR PLUS には 19 の銀

行支店と、ATM が設置され

た 4 つのセルフサービス店舗

がある。2016 年末の預金残高

は 4 億 3,100 万ユーロ、貸出

金残高は 3 億 2,400 万ユーロ

である（図表 26）。 

 

イ 農業融資 

VR PLUS では、一般法人の事業口座と同様に農業者向けの事業用口座も提供している。

同口座のメリットは手数料の優遇であり、貸出金利や預金金利については信用度や残高次

第であり、農業向けの貸出について特別に利子助成や補給を行うといったことはしていな

い。 

この地域は農業が重要な産業であるため、VR PLUS の貸出金全体に占める農業向けの

割合は 42％である。農業融資の担当は全体で 4 人おり、うち 2 人は他の業務と兼任してい

る。これらの担当者は、3 地域の拠点となる支店（リュッヒョウ 1 人、ダンネンベルク 1

人、オスターブルク 2 人）に勤務している。聞き取り調査をしたのはリュッヒョウという

地域にある支店の農業融資専任担当者であり、1 年間に 100 件程度の農業融資を扱う。担

当する地区内の農業者は、全員知っているとのことであった。同担当者は、両親が農業に

従事しているため、もともと農業についての知識はある程度持っていたとのことであり、

さらに GenoAkademie という協同組合の研修機関で、土壌検査や肥料など農業に関する

知識を学ぶ講座の修了書も取得した。金融事業に関しても各種の研修を受けている。 

 融資先の農業者からは毎年、前年の決算書を提出してもらう。決算書には、土地をどの

ぐらい保有しているか、機械をどのぐらい所有しているか、農産物はどのぐらいとれたか

等が記載されているため、数値を分析して信用度を判断する。決算書は 10 年間保存して

いるが、データベース化はしていないとのことであった。 

 農業融資の担当者から見た経済事業兼営のメリットを質問したところ、以下のとおりの

回答が返ってきた。農業者の借入金の返済には農産物の販売代金があてられるが、農産物

の出荷先も VR PLUS なので、農産物の販売状況がどのようになっているかを容易に把握

することができる。また、農業者が農機を購入する場合も、購入先は VR PLUS であるた

め、農機部門の職員から電話がかかってきて融資の話をするよう頼まれるといった総合事
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図表26 VR PLUS Atmark-Wendlandの

預金、貸出金残高の推移

預金 貸出金

資料 VR PLUS Atmark-Wendland,'Geschäftsbericht 2016'

─ 101 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



業のメリットがある。 

 管内には競合する銀行が貯蓄銀行しかなく、農業融資のシェアは 50％程度を占めている。

VR PLUS を通じてレンテンバンクの資金を借り入れる人も多いが、利用するかどうかは

顧客次第である。農業融資担当者は、5 万ユーロ以上の投資に対する借入の場合に利用す

るケースが多いように感じるとのことであった。 

 

（ｄ）経済事業 

  経済事業については、他の協同組合銀行では本体で行うのではなく子会社で実施するケ

ースもあるようだが、VR PLUS では一部を除いて本体で事業を実施している。一部子会

社で実施しているものは、地元の企業を買収したケースである。なお、経済事業について

も、員外取引についての規制はない。経済事業の拠点は、金融事業の支店よりも広い地域

に分散している。つまり、経済事業は VR PLUS 以外の協同組合銀行が存在する地域でも

事業を行っており、より広い地域を対象としている。 

経済事業は、「農業」「エネルギー」「購買 Markt」「農機」の 4 部門から構成されるが、

売上高の 3 分の 2 は農業部門が占める（図表 27）。経済事業の売上高は、農産物の価格低

下を主な要因として過去数年は前年比減少が続いている。なお、VR PLUS の経済事業の

規模は、経済事業を兼営する協同組合銀行として、ドイツ国内でも 1、2 を争うほど大き

さである。 

 経済事業の売上高は、乳価の下落による農産物販売高の減少、飼料価格の低下による購

買高の減少等により、図表 28にみるとおり 2014年以降連続して前年比減少となっている。

農業部門の売上高は年によって変動があるが、こうした不安定性を低減させるため、経済

事業では多角化を進めている。10 年前に地元のレストランを買収し、後述するようにガソ

リンスタンドとの相乗効果を高めつつ経営しているほか、トラック運転手向けの駐車サー

ビス（シャワー等も併設）も新たに始めている。ガソリンスタンドに併設するショップも

近代化を図り、コンビニエンスストア的な品ぞろえをするようにしている。他方で効率化

農業

67%

エネル

ギー

23%

購買

5%

農機

5%

図表27 経済事業の売上高の

部門別構成（2016年）

資料 VR PLUS Atmark-Wendland , 

'Geschäftsbericht 2016'
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のため、中央購買部という部署を作り、経済事業関係の仕入れ（ガソリン、飼料、機械等）

を一括して行うこととした。 

  

ア 農業部門 

農業部門では、主に穀物・油糧種子・ばれいしょといった農産物の売買、農薬・肥料の

販売、種子の準備、倉庫、労働力関連サービスを提供している。倉庫 29 か所、配合飼料

プラント 2、種子センター1、玉ねぎ処理場 1、ばれいしょ貯蔵施設 3、検査サービス場 1

といった施設がある。農業部門の職員数は 247 人（2016 年末）である。 

 農業部門の渉外担当者の拠点は 3 か所ある。そのうちの管内北東部の拠点で聞き取り調

査を行った。当該拠点には、内勤と渉外を合わせて 25 人の職員が配置されており、管内

の農業者数は約 100 人とのことであった。ほとんどの農業者は、多少なりとも VR PLUS

の経済事業を利用しており、9 割は売り上げに貢献しているといえる状況である。地域内

には競合先となる企業が 2 社あるほか、専門農協も存在している。農業者のなかには、VR 

PLUS と専門農協の両方の組合員になっている人もいる。 

農業者の経営規模が大規模化（耕地面積 150ヘクタールぐらいを想定）しても、VR PLUS

から離れていくといった傾向は見受けられず、むしろ、大規模化するとより大きな投資が

必要なので、関係性が深まる傾向があると感じている。 

聞き取り調査を行った拠点の敷地内には、農業用の倉庫も併設されていたが、VR PLUS

の倉庫を利用しても、別の売り先に作物を販売するケースもあるとのことであった。VR 

PLUS は、倉庫の利用料と倉庫から農産物を出す際の手数料を受け取る。また、農家が自

前の倉庫を持っている場合には、農産物の品質の検査を VR PLUS が行ったうえで、買取

価格を決定することもある。 

 

イ エネルギー 

 エネルギー事業では、ガソリンスタンド 20 か所、洗車場 10 か所、ガソリンスタンド併

設のショップ 10 か所、レストラン 1 か所等を運営している。ガソリンスタンドでの販売

以外に、消費者への直接販売も行っている。2016 年の職員数は 120 人である。前述のと

おり VR PLUS 全体として、ショップを近

代化しているほか、トラック運転手向けの

駐車場サービスなど新たなサービスの提供

も開始している。 

 訪問した先は、ガソリンスタンド、洗車

場、ショップ、レストランが同じ敷地内に

併設されていた。ガソリンスタンドは 24

時間営業で、11 人の職員のほかに職業訓練

VR PLUS のガソリンスタンド 
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生もいる。 

ヨーロッパ内の交通の要所にあたる場所でもあり、1 日あたりの給油回数は 500 回を超え

る。併設のショップでは、冷凍の種からパンを焼き、それにソーセージを挟み付加価値を

つけて販売している。ショップの中には ATM も置かれており、現金の引出し等が可能で

ある。 

レストランは、10 年前に地元の経営者から買収したものだが、周辺に食事の場所があま

りないこともあり、ドライバーだけでなく地元住民の利用も多い。交通量が多いため、日

曜日には昼、夜 200 食ぐらい提供している。ホテルでの調理経験もあるレストラン管理者

のもと、付け合せのポテトの調理方法を規定のメニューのものだけでなく利用者の要望に

合わせて提供したり、おもてなしを重視する対応をしたりして、過去数年間売上げを伸ば

し続けている。 

ショップやレストランの売上高は増加傾向にあるが、エネルギー部門の売上高は年々減

少している。その背景には、原油価格が低い状況が続いていることがあるとみられる。 

 

ウ 購買、農機部門 

ここでは便宜的に購買という用語を利用したが、元の用語は「Markt（市場）」とされて

おり、主に 14 か所のライファイゼンマルクトの運営から成る部門である。VR PLUS のラ

イファイゼンマルクトは、家庭用品、ガーデニング用品、衣類、ペット用の商品、おもち

ゃ等を主に扱っており、大規模な店では自転車や照明器具等も扱っている。職員数は 90

人である。 

農機部門については、9 か所の拠点があり、135 人の職員が働いている。 

 

（ｅ）収支の状況 

 VR PLUS では、通常、経済事業と金融事業の利益は半々に近い状況であり、この構成

を好ましいものであると考えている。実際に、2015 年の税引前当期純利益のうち、金融事

業は 54％、経済事業が 46％を占めた。ただし、経済事業の売上の 3 分の 2 を占める農業

部門は、農産物の価格低迷により 2014 年、2015 年は赤字となり、経済事業の税引前当期

純利益は前年比減少が続いている。 

他方、金融事業についても、現状でも平均よりはいい水準を維持できているが、現在の

ような金利情勢が続くと、金融事業の税引前当期純利益が伸び悩み、当期純利益に占める

比率が下がる可能性もあるとみている。 

 

（ｆ）兼営のメリット・デメリット 

 VR PLUS の地区内の購買力は、ほかの地域に比べて弱く、平均的な地域を 100 とする

と 80～85％程度に留まるとのことである。そのため、金融事業のみ、経済事業のみでは、
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生き残りが難しく、兼営は収益面で必要である。金融事業と経済事業を同時に行うことに

よって事業推進面でも相乗効果を発揮しており、また、兼営について特に他業態から批判

を受けることは特にない。 

 他方、経済事業を兼営していると、経済事業についても銀行に関する監査と同等の監査

を受けなければならず、しかもリスクを測定するための手法も自前で作らなければならな

いといった課題がある。また、銀行の場合は、利益相反の観点から、貸付部門と審査部門

を分離し、同一の担当者が両方を行うことができないことになっているが、同様のことが

経済事業にも適用される。例えば農機を販売する場合には、販売の担当者は販売だけに関

わり、契約については他の部署で行うというように業務を分離しなければならない。経済

事業だけ行っている組合では、そのような業務の分離を行う必要がない。とはいえ、兼営

によって通常よりも厳格な管理が必要になることについて、VR PLUS では前向きにとら

えており、また、実際にドイツ連邦金融監督庁（Bafin）の検査が入った際にリスクの測

定方法について了解を得ることができた。 

 

ｂ 経済事業を兼営する協同組合銀行：Raiffeisenbank Donaumooser Land 

（ａ）概況 

 バイエルン州にあるドナウモーザーラント・ライファイゼンバンク（以下同ライファイ

ゼンバンクという）は、農業者を組合員とする貸付金庫として 1889 年に設立された。そ

の後、ほかの組合との合併が進んだが、一貫して農村部での貸付や、資材供給を使命とし

てきた。現在の主な農産物は、ばれいしょ、とうもろこし、小麦である。 

地区内はもともと農村地帯だったが、工業化が進展しアウディ、エアバスといった企業

が進出してきたため、農業者もそうした企業に働きにいくようになった。そのため、農業

経営体数は減少し集中化が進み、また地域経済における農業の重要性も低下してきた。 

 

（ｂ）組合員・ガバナンス 

 組合員資格については VR PLUS と同様、自然人、人的会社、私法または公法による法

人は誰でも組合員になることができる。しかし、同ライファイゼンバンクでは、組合員資

格を有していながら、同ライファイゼンバンクの銀行口座を持っていない、経済事業の利

用がないといった活動実態がない人には、組合を脱退するよう勧告することがあるとのこ

とである。 

員外利用に関する規制はない。農業者が必ず組合員になるとも限らない。また、後述す

る経済事業において建設資材を購入する事業者が組合員になることはあまりない。 

同ライファイゼンバンクの定款には、組合の機関として、理事会、経営管理委員会、総

会の 3 つが示されている。 

理事会は 2 名、経営管理委員会は 7 名によって構成されている。経営管理委員会の 7 名
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のうちの 3 名は農業者であるが、特に農業者に特定の人数を割り当てるといったことは行

っていない。経営管理委員会のメンバーに占める農業者の数は、農業者数の減少により低

下傾向にある。 

 

（ｃ）金融事業 

 2016 年末の預金残高は 3 億 8,200 万ユーロ、貸出金残高は 2 億 800 万ユーロ、信用事

業店舗数は 8、職員数は 72 人である。 

金融事業の顧客は、個人 1 万 5,000 人（91.7%）、法人 1,000 社（6.1%）、農業者 350 人

（2.1%）である。貸出金の内訳は、個人 67%、法人 29％、農業者 4％を占める。 

 

（ｄ）経済事業 

同ライファイゼンバンクは、1970 年代に特に経済事業を積極的に推進するようになり、

床材や壁材といった建設資材を取扱商品に含めるようになった。当初は小さいスペースで

当該業務を行っていたが、手狭になったため 1993 年に中央倉庫を作った。2002 年に 3 つ

の協同組合銀行が合併した後は、経済事業の拠点はカールシュット（Karlshuld）とバイ

へリング（Weichering）の 2 か所になった。2016 年末の経済事業の職員数は 33 人である。 

カールシュットには、2010 年に建設されたライファイゼンマルクトがある。日本のホー

ムセンターのような品揃えで、大工用品、ペット関連、キャンプ道具、ガーデニング商品

など幅広く提供している。同じ敷地内には、経済事業の事務所と建設資材の倉庫もある。

カールシュットの売上高は約 340 万ユーロで、個人向けが 36％、農業者を含む事業者向

けが 64％を占める。他方、バイへリングでは、肥料等の販売スペースは経済事業の事務所

の一部を占めるのみであり、売上高（約 1,040 万ユーロ）の 96％は事業者向けである。 

 建設資材の中身としては、発砲スチロールや耐熱材、セメント、床用のマテリアル、壁

用のギプス繊維、壁の建材が多い。その商圏はバイエルン州全体に広がっているが、特に

州の南部が主な販売地域である。同ライファイ

ゼンバンクでは、資材を運搬するための大型ト

ラック 5 台、小型トラック 2 台を所有しており、

自前のトラックで正確な時間に配送できること

が顧客に評価されているとみている。 

2016 年の経済事業の売上高は 1,373 万ユー

ロで、内訳としては、建設資材が 84.4％を占め、

農業関係は 8.7％に過ぎない（図表 29）。また、

相手先別の売上高は床材を扱う事業者が

55.2％、個人 17.1％、壁材を扱う事業者 16.2％、

農業者 11.4％となっている。つまり、同ライフ

建設

資材
84.4%

農業

関係
8.7%

住宅・

庭周り
5.4%

燃料
1.5%

図表29 経済事業の売上高の

内訳（2016年）

資料 Raiffeisenbank Donaumoose Land 

プレゼン資料
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ァイゼンバンクでは、経済事業における農業関係の割合は非常に低い。 

 同ライファイゼンバンクによれば、2016 年の経済事業の利益は 36 万ユーロであった。

経済事業全体の利益率に比べると農業関係は低いが、それは経営規模を拡大した農業者が

グループ化し資材購入等を行うようになると、割引率を上げてくれと要望してくることが

多いからである。同ライファイゼンバンクの事業規模で農業関係部門を維持していくこと

は難しく、建設資材部門があるから継続できると感じている。収益率が低いにもかかわら

ず農業関係部門を維持していることについては、歴史的な経緯があるからであるが、もし

赤字になるようなことがあれば、農業者と対話をする必要があると考えている。 

 

（e）兼営のメリット・デメリット 

 同ライファイゼンバンクでは、金融事業を利用する人は金融事業だけ、経済事業を利用

する人は経済事業だけ単独で利用しても構わないと考えているが、兼営によってシナジー

効果が発揮されていると感じている。たとえば、農業者が事業規模を拡大するための資金

の貸付を行うことにより、肥料や農薬、建材の取引が拡大する可能性がある。また、ライ

ファイゼンバンクの認知度が高いことは、企業に建設資材の販売を行う上でのメリットに

もなっている。 

収益面においても経済事業は重要であり、低金利下で金融事業の収益も低下傾向にある

なかで、経済事業の利益が貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 農業融資に関する政府支援の状況 

（１）レンテンバンクの概要 

 最後に、農業融資に関する政府支援の状況についてみてみたい。ドイツには、公法に基

づいて設立され政府の保証がある、いわゆる公的金融機関が 19 あり、レンテンバンクは

その１つである。そのうちの 17 は州が 100％保有する銀行であり、全国を対象に事業を

行うのは KfW とレンテンバンク（Rentenbank、ドイツ農林金融公庫とも呼ばれる）の 2

つである。レンテンバンクは、農業および農村地域を振興する役割を担うことを目的とし

ている。 

ライファイゼンマルクト内部 販売する建設資材 
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レンテンバンクの資本を構成する基本資本金は、1949 年から 1958 年の間に農業および

林業部門により提供された拠出金がもとになっている。「そのため、準備金を控除した後に

残る未処分の利益は農業振興のためにのみ使用されることとなっている19」。レンテンバン

クは、公法に基づき設立された非営利目的の公法人としての地位を有するため、法人税お

よび取引税を免除されている。 

 レンテンバンクは、食料・農業省の監督を受けるとともに、銀行業務については欧州中

央銀行（ECB）の直接監督を受けている。会計については連邦財務省の管理下にあり、業

務の内容は連邦会計監査院がチェックしている。 

 レンテンバンクの歴史を簡単に振り返ると、1949 年の設立時にレンテンバンクに与えら

れていた課題は小農の生産体制の効率化を促進し、国民が安価な農産物を入手できるよう

にするという農業構造の改善であった。また、農村においては、自治体と連携し、道路等

のインフラの改善を行うための資金供給も行った。 

1970 年代以降は、焦点を絞ったプログラムを導入するようになり、青年農業者を奨励す

るためのプログラムや、東西ドイツの統一後は旧東ドイツの道路事情を改善するためのプ

ログラム等が導入されるようになった。さらに、環境保護や持続可能性を奨励するような

プログラムも次々と導入され、たとえば、動物福祉を達成している経営体向けの金利引き

下げ等が行われるようになった。 

 EU には「国家補助規制」があり、国家補助は原則禁止だが、自動的に許容される補助

と、欧州委員会によって域内市場との適合性判断により許容されうる補助とがある。ドイ

ツ連邦政府は、公的金融機関の果たす機能や債務のすべてについて無期限かつ金額的にも

無制限に保証し、公的金融機関はそうした保証を無償で受けていたが、これが許容される

かについて是非が問われた。その結果、レンテンバンクへのドイツ政府の支援については、

2002 年 3 月に、欧州委員会が許容されうると確認している。 

レンテンバンクの業務構造は、債券の発行等により国際的な市場から資金を調達し、そ

の一部を他の銀行に預入、貸付したり、投資による運用を行ったりすることで利ざやを稼

いでいる。レンテンバンクは政府保証を得ているため高い格付けを有しており、非常に低

金利で資金を調達することができる。 

その資金は農業向けの融資にもあてられるが、通常、レンテンバンクは直接貸付を行わ

ない。実際に審査をして貸付を行うのは、農業者等が利用する一般の銀行であり、レンテ

ンバンクはこれらの銀行に資金を貸し付ける。レンテンバンクによれば、農業向けの融資

からは利益を上げておらず、資金運用から上げた利益により業務全体を行っている。 

なおドイツでは、事業者のあらゆる財務活動を管理し、その事業者のメインパートナー

として投資プロジェクトの資金調達を支援する銀行を「ハウスバンク」という。ドイツ貿

                                                  
19 債券投資のポートフォリオウェブサイト https://pfol.io/issuers/RENTEN 

─ 108 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



易・投資振興機関のウェブサイト20によれば、「ハウスバンクは 1 つの銀行と排他的な関係

を結ぶという、長年にわたるドイツ企業の伝統からうまれたもの」である。農業者も「ハ

ウスバンク」を通じてレンテンバンクの資金を借り入れるのが一般的であるため、以下で

もその用語を用いることとする。 

 

（２）融資のプロセス 

 レンテンバンクの融資の一般的なプロセスは、以下のとおりである。 

レンテンバンクから資金を借り入れ、最終的な借り手に貸付を行う銀行（ハウスバンク）

は、事前に登録をしておく必要がある。こうした金融機関は、民間銀行、公的金融機関を

含めて 1,050 程度ある。レンテンバンクはこれらの銀行の評価を行い、その評価に応じて、

各銀行の貸付限度額が決まる。評価は、バランスシート等のデータ分析と、オンサイトで

の検査に基づいて行う。レンテンバンクからハウスバンクへは、低利で資金の貸付が行わ

れる。貸付金利は、期間によって異なるが、銀行間では統一されている。 

ハウスバンクは、借入れを希望する農業者の審査を行う。農業者が申込書に必要事項を

記載して提出すると、ハウスバンクは農業者の信用度の格付け水準、その格付け水準に基

づく貸付金利、担保の状況等をその申込書に書き込む。基本的に格付けはハウスバンクが

行うが、農業者の場合は農地を保有しており担保力が高いため、格付けも高いことが多い。

一般に銀行は、農地や農業用建物の評価を専門に行う鑑定人を加えて評価を行うことが多

いが、銀行によって評価に差がつき、同一の農業者に異なった格付けがなされる可能性は

ある。 

ハウスバンクが借入申込書をレンテンバンクに送ると、レンテンバンクでは、必要事項

が書き込まれているか、格付けと貸付金利の水準が合致するか、また、当該貸付を実行す

ることによりハウスバンクの貸付限度額を超えることはないかといった事務的なチェック

を行うが、レンテンバンク自身が農業者の審査を行うことはない。レンテンバンクは、フ

ランクフルトの本店以外に支店を持たず、職員も 282 人しかいないため、こうした仕組み

をとることによって効率的に業務を行っている。 

ハウスバンクはレンテンバンクからの借入金と、農業者への貸出の利ざやから収益を得

る。また、貸倒れが発生した場合のリスクは、貸付を行ったハウスバンクが負うこととな

っている。 

レンテンバンクによれば、同行の資金の取扱シェア（2016 年の残高ベース）は、貯蓄銀

行が 40％、協同組合銀行が 40％、民間の商業銀行が 20％を占めるとのことである。農業

者のハウスバンクであることが多い協同組合銀行のシェアが低いようにも感じられるが、

これは、協同組合銀行ではもともと農業者の顧客が多く自前の資金で対応するケースが多

                                                  
20 ドイツ貿易・投資振興機関ウェブサイト

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/JP/Invest/Service/faq.html#414306 
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いことが影響しているとみられる。 

 

（３）融資の状況 

レンテンバンクの資金の借り手は、以下の部門に限定されている。①農林園芸水産業（同

部門の従事者、同部門に関する機械、肥料、その他の物品の製造業・販売業等の関連事業

や、農林水産業に密接な関係を有する商業およびサービス業の従事者）、②食品業（食品卸

業を含む、食品の加工、販売に関する事業）、③再生可能エネルギー、④農村地域の公共的

設備（人口 5 万人未満の地域における、飲料水の処理および配給、ブロードバンド、下水

および廃棄物の処理、区画整理、環境保護、公共輸送、住宅および雇用の創出・確保を含

む）。 

主に 2 種の支援貸付と呼ばれる貸付があり、1 つは、明確な支援目的や支援策のための

特別支援貸付（Special Promotional Loans）、もう 1 つは農業および農村地帯に対する標

準的支援貸付（Standard Promotional Loans）である。 

特別支援貸付は、農業関連政策を発展させるための貸付プログラムの条件を満たす借り

手に対して、中長期の貸付を行うものである。中長期の特別貸付は、借り手のハウスバン

クに対してなされ、ハウスバン

クが審査を行ったうえで借り手

に貸し付ける。ただし、農村地

域のインフラ投資等については、

地方公共団体や関連団体に貸付

が行われることもある。適用さ

れる金利は、銀行から通常の借

入れを行うよりも、有利なもの

であることが多い。特別支援貸

付の残高の推移は、図表 30 に

示すとおりである。 

農業および農村地帯に対する標準的支援貸付の期間は、通常 10 年までである。標準的

支援貸付については、ドイツ国内だけでなく国外の金融機関に対して行われることもある。

貸付条件については、金融機関の信用力の評価や一般的な市場状況が反映される。 

2016 年末の支援貸付残高 589 億ユーロのうち 419 億ユーロ（71％）、2016 年の新規貸

出額 100 億ユーロのうちの 77 億ユーロ（77％、図表 31）は特別支援貸付が占めているた

め、以下では特別支援貸付について説明することとする。特別支援貸付は、農業関連政策

の発展のためのプログラムに基づいて行われるため、プログラム貸付とも呼ばれている。 
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特別支援貸付は、①農林業関連

（農業、林業、葡萄栽培、園芸）、

②水産養殖・漁業、③アグリビジ

ネス（農業関連の貿易・サービス

企業、農業投入物製造業者等）、④

再生可能エネルギー、⑤農村開発、

という 5 つの分野に分かれている。

①の農林業関連分野のなかに、成

長、持続性といったサブカテゴリ

ーがあり、サブカテゴリー内でも

39 歳以下の青年農業者等の条件に応じて特別低金利（Zins LR-TOP）を適用するケースが

ある。2016 年の新規貸付額において、大きな割合を占めたのは農村開発と農林業関連であ

った。 

2016 年の農林業関連の新規貸付額は、厳しい経済情勢の影響を受けて農業者の投資意欲

が減退し、農機向けの貸付や農地購入向けの貸付額が大きく落ち込み、2015 年に比べて

24.9％減少した（図表 32）。他方、農村開発の分野では、地方自治体のインフラプロジェ

クト、特に、地方公共団体の建物、教育機関、給水、下水処理、道路建設への貸付が進ん

だ。この分野においては、州の関係機関に資金を供給し、その機関が農業関連の事業者を

支援するための貸付を行うといった取組みも行われている。アグリビジネスの分野では、

機械装置や建物、また農業関連企業の原材料と投入物向けの貸付を中心に需要が旺盛であ

った。再生可能エネルギーの分野での資金需要は、政策の影響を大きく受けている。2017

年 1 月 1 日より再生可能エネルギーに関する法律が改正されたため、2016 年には駆込み

で発電装置を購入したり建設したりするための資金需要が発生した。 

特別支援貸付等について、年間の上限額は定められておらず、資金需要があればより多

くの金額を貸し付けることも可能である。融資を促進するため、特別低金利の対象者には、

特定期間の貸出について、貸出総額の１％を補助金として与えるという取組みを行ってい

る。 
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図表32　特別支援貸付の新規貸付額の内訳
（100万ユーロ）

2010年 2011 2012 2013 2014 2015 2016

①農林業関連 2,056 1,652 2,438 2,842 2,725 3,175 2,383

②水産養殖・漁業 - 3 5 6 4 5 3

③アグリビジネス 279 330 480 637 545 794 954

④再生可能エネルギー 2,322 2,456 1,410 1,599 2,006 1,512 1,914

⑤農村開発 1,243 1,808 2,130 2,143 1,559 2,299 2,433

その他 80 7 7 10 18 23 0

合計 5,980 6,256 6,469 7,236 6,858 7,807 7,687

資料　Rentenbank 'Annual Report'（各年版）
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 オランダの協同組合組織 

１ オランダの農業の概要 

オランダ中央統計局（CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek）によれば、オランダ

の 2016 年 12 月の人口は 1,708.5 万人である。オランダの国土面積（41,543 km²）は九州

とほぼ同じ大きさで、2016 年の時点ではそのうちの 4 割強に相当する 180 万 ha が農用地

である（図表１）。農地面積は

大きくないにもかかわらず、

2016 年の農産物輸出額は

850 億ユーロと、米国に次ぐ

世界第 2 位となっている。主

要農畜産物は、花き類（チュ

ーリップ等）、ばれいしょ、て

ん菜、玉ねぎ、トマト、キュウリ、生乳（チーズ）、豚肉等であり、花き類、肉、チーズ、

野菜等は主要な輸出品目である（図表２）。輸出の 4 分の 3 は EU 加盟国向けである。2016

年の農産物の輸出額は 850 億ユーロであったが、輸入額も 571 億ユーロと多く、加工貿易

や中継貿易が盛んである。 

オランダ中央統計局のウェブサイト

によれば、農業生産額は 1950 年から

2015 年の間に 10 倍以上増加した。集

中化と規模拡大により、農業産出額と

生産性は大きく成長したが、GDP に占

める農業の割合は同期間中に 15％か

ら 1.5％へと低下した。 

農業経営体数は 1950年の 41万から

2016 年には 5.6 万に減少し、1 経営体

あたりの耕地面積は、1950 年の 5.7 ヘ

クタールから 2016 年には 32.3 ヘクタ

ールまで増加している（図表１参照）。   

  EU 諸国の農業所得構造を分析した亀岡・平澤（2017）は、オランダの畑作物、酪農

の経営体は「限られた面積において集約的で多投入多産出な農業生産を行い、高所得で補

助金依存度も低いが利益率は高くなく、多額の負債を伴う」としている（同 p.25）。 

 

２ オランダの協同組合概要 

（１）協同組合の種類 

 オランダには協同組合を監督する機関がないこともあり、協同組合に関する包括的な統
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図表２ オランダの農産物輸出額（2016年）

資料 Statistics Netherlands (CBS)

（注） オランダ国内での生産分のみ。

図表１　オランダの農業経営体数の農用地面積
（経営体、ha）

農業経営体数 農地用面積
1経営体当たり

面積

2000年 97,389 1,975,504 20.3

2005年 81,750 1,937,695 23.7

2010年 72,324 1,872,319 25.9

2015年 63,913 1,845,746 28.9

2016年 55,681 1,796,261 32.3

資料　Statistics Netherlands (CBS)
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計データを入手することが困難である。また、税制メリットを享受するために協同組合が

設立されるケースもあり、登記された組合数と、実際に協同組合としての活動実態がある

組合数には差があるようである。 

協同組合のネットワーク組織であるオランダ協同組合協議会（NCR）の 2016 年のアニ

ュアルレポートには、ユトレヒト大学の学生 Merel Hoveling 氏が商工会議所のデータを

もとに、オランダで活動する協同組合についてまとめた資料が掲載されている。それによ

れば、オランダの商工会議所に登録されている協同組合数は 8,000 程度あるが、そのうち

実際に活動している協同組合数は 2,531 組合であり21、最も数が多いのは、サービス部門

で 921 組合（36％）である（図表３）。金融サービスを提供する組合（協同組合銀行）や、

弁護士の組合、葬儀サー

ビスを提供する組合など

幅広い組合を含めている

ため、サービス部門の組

合数が多くなったとアニ

ュアルレポートには記さ

れている。次いで多いの

がヘルスケア 352 組合、

エネルギー270 組合であ

る。アグリビジネスは

175 組合とされており、

おそらく農協はここに含

まれているのではないか

と推測される。 

 

（２）協同組合の全国組織 

 前述のとおり、協同組合に関する組織としては、オランダ協同組合協議会（NCR）があ

る。NCR は 1934 年に設立された組織であるが、設立の背景には、経済危機のさなかに商

業者や中規模企業の間で、協同組合に対する否定的な認識が広がったことがある。農業部

門の協同組合と消費者協同組合が中心となり、協同組合の利益を代表し、協同組合が経済

活動に従事しやすくなるようにと同協議会を設立した。2014 年からはすべての種類の協同

組合が会員になることが可能になったが、加盟は義務付けられているわけではなく、任意

                                                  
21 このデータがいつ時点のものかは明示されていない。2015 年までのデータであれば、ラボ

バンクのローカルバンク数は 100 以上であるが、2016 年のデータであればワンバンク化によ

り１とされているとみられる。オランダには、ラボバンク以外にもいくつかのクレジット・ユ

ニオン（銀行免許を持ち広く預金を集める銀行ではなく、組合員とのみ取引する金融協同組合）

が存在する。 
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資料 NCR Jaarverslag 2016
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である。2016 年末時点では保険、運輸、物流、医療、エネルギーなど様々な分野の 97 の

協同組合が会員になっている。 

NCR は、協同組合に対するコンサルティングや協同組合の職員向けの研修等の業務を

行うほか、協同組合に関する知識の普及や、協同組合に関する研究も行っている。NCR

は、欧州農業協同組合委員会（COGECA）、ICA の欧州支部であるコーペラティブ・ヨー

ロッパに会員を代表して参加している。 

 

（３）オランダの協同組合法制 

ａ 協同組合の特徴 

 オランダの場合、協同組合保険会社（相互会社）を除けば、協同組合のタイプ別の特別

な法制度は設けられていない。また、農業生産者が共同事業体を組織する場合の組織形態

としては協同組合が支配的な地位をしめているが、オランダの法制は、農業協同組合に組

織形態として協同組合を選択することを命じているわけではない。 

第一義的な協同組合法の法源は、オランダ民法典（Burgerlijk Wetboek）の第 2 編（法

人）に関する規定のうち協同組合に関する部分である。しかし、協同組合に関する規定の

すべてが独立した章にまとめておかれているわけではない。民法典第 2 編は、第 1 章：総

則（Algemene bepalingen）第 2 章：人的社団（Verenigingen）、第 3 章：協同組合およ

び相互保険会社(Coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen)、 第 4 章：公開型の

株式会社（Naamloze vennootschappen）、第 5 章：非公開の有限責任会社（Besloten 

vennootschappen)、第 6 章：財団（Stichtingen）、第 7 章：合併および分割（Fusie en 

splitsing）、第 8 章：紛争の解決および訴えに関するルール（Geschillenregeling en het 

recht van enquête）および第 9 章：年次決算および年次報告（De jaarrekening en het 

bestuursverslag）からなっている。このうち、協同組合に固有の規定は、第 3 章（協同組

合および相互保険会社）の第 53 条から第 63 条の j までの規定、ならびに第 2 章（人的社

団）の第 26 条から第 52 条（第 26 条 3 項および第 44 条 2 項を除く）までの規定である

が、他の章の規定も協同組合に適用されるものが少なくない。 

 オランダの協同組合は、特殊な社団（associations）として非公開型の有限責任会社に

近い存在であるが、その法的枠組に関しては、この有限責任会社はもとより、公開型の株

式会社に比べ簡素で、かつ、厳格ではないため、組織する側の観点では自らのニーズに即

して極めて柔軟な組織設計が可能であると評されている。一方で、後述するが、協同組合

は法人課税において有限責任会社と同じ取扱いを受け（事業分量配当の損金算入を除く）、

また競争法の適用についても、協同組合が投資家所有の企業と違って優遇される取扱いを

されることはない（van der Sangen (2010) p.788）。 

 なお、協同組合と同じ原則に立脚して有限責任会社等を設立することも可能である。し

かし、協同組合の法形式を利用すると構成員に対する利益の分配に対する源泉徴収課税が
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なされないという利点があるので、最近の傾向として協同組合は、節税のための手段や監

査法人を組織するための手段として、利用されてきているといわれる（同 p.789）。 

 協同組合は農業分野で広く利用されている企業形態であり、またオランダでは協同組合

が持株会社として機能し、そのもとで実際の事業を子会社としてグループ化することが許

されている（EU 諸国は、いずれも協同組合を実質的に持株会社として運営することは否

定されていないといわれる）（同 p.788，Bijman et al.(2012)p.102）。 

 

ｂ 協同組合の定義と目的 

協同組合は、公正証書に基づき「協同組合(coöperatie)」という名称で設立された社団で

ある（民法典第 2 編第 53 条 1 項 1 文）とされ、協同組合そのものの定義はない。定款に

は、その目的として組合員との契約（保険に関する契約を除く）に基づき、組合員の具体

的な特定のニーズを満たすための事業を規定しなければならない（同 2 文）。この点で、

オランダの法律は、保険事業についての制約を除けば、協同組合は、組合員が望むいかな

る事業（組合員との経済的取引を伴う事業に限る）をも行えるということを意味する。 

前述のように、協同組合は組合員との取引をその子会社の一つを通じて行うという前提

で、持株会社として機能することも許される。 

なお、連合会を対象とする規定はとくに存在しない。 

 

ｃ 協同組合の事業 

前述の定義で述べたとおり、協同組合が行える事業は、保険事業を除き何ら制限はない。 

協同組合は、他の会社におけると同様、他の法的規制、たとえば金融機関に関する監督規

制に服する22のはいうまでもないが、協同組合の事業活動の範囲に関しては保険業務を除

いては法律上何らの制約はなく、定款で禁止されていないかぎり当該協同組合所定の経済

的目的と関連する非経済的な利益を追求することも許容される。 

また、協同組合は定款の定めるところに従って、組合員とする取引と同じように非組合

員との取引を行うことができるが、その取引によって組合員との取引が重要性を持たなく

なるようになってはならないとされている（民法典第 2 編第 53 条 3・4 項）。これに関し

ては、法令上、具体的な閾値が存在するわけではなく、組合員の判断に委ねられていると

いうことのようである（Sangen 氏への聞き取り調査による）。 

 

ｄ 協同組合の設立  

協同組合は、新規設立が一般的であるが、合併、組織転換の方法で設立することができ

る。ただし、合併による場合、同じ法形式の法人でなければならず、他の法形式の法人が

                                                  
22  オランダの資本市場、金融機関・保険会社および年金基金は、金融監督法（Wet financieel 
toezicht）の規制に服する。 
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合併に加わるためには協同組合に組織転換してからでないと加われない（民法典第 2 編第

310 条）。 

組合を新たに設立するには 2 人以上の組合員が必要（同第 54 条 1 項）であるが、設立

後、組合員が 1 人になった場合でも解散の事由とはならない。解散原因は組合員が欠けた

場合である（同第 19 条 1 項の d）。 

このため、協同組合は、組織形態としては小規模事業者にとって 1 人でも利用可能であ

り、節税目的や法人であることによる有限責任の便益を享受するために使用されている

（van der Sangen(2013) p.549）。 

 設立に関しては、行政庁の認可も要せず、登記するに際して株式会社のように資本の払

込みに関する銀行や監査人の証明も不要なため、通常、数日あれば設立が可能だとされる

（Claassens (2014) p.55）。 

 協同組合は、その名称中に協同組合（coöperatie）という用語を用いるとともに、組合

員 の責 任の 態様 であ る法 定責 任（ 平等 の無 限責 任） を負う W.A.(wettelijke 

aansprakelijkheid)、有限責任を示す B.A.(beperkte aansprakelijkheid)、組合員が責任を

負わない U.A.( uitsluiting van aansprakelijkheid) という文字を名称の最後に付さなけ

ればならない（同第 54 条 2 項）。 

 

ｅ 組合員資格  

 オランダの法律は協同組合の組合員資格に関しては何の定めもおいていない。自然人も

法人も組合員になれ、組合員資格をどうするかは、目的との関係で定款の定めるところに

全面的に委ねられている。 

 法律では、定款の定めをもって、総会における議決権総数の 2 分の 1 を超えないかぎり、

議決権を持たない投資組合員のような非利用組合員を受け入れることを許容している（同

第 38 条 3 項）。 

 なお、新規組合員の受入れに関しても、定款で別段の定めがないかぎり、協同組合は自

由裁量権をもっている（同第 33 条）。その意味では、オープン・メンバーシップ制は任意

である。一般的なルールとして、理事会が組合員の加入に関しては決定権を有している。

ただし、法律は、理事会によって加入を拒まれた場合に、総会にその理事会の決定の審理

を求めることができるようになっている（同第 33 条）。しかし、総会では加入を認めるこ

とも認めないことも自由である。これ以外、加入に関しては何の定めもおいておらず、定

款の定めるところに委ねている。 

 

ｆ 組合員の権利義務 

 組合員の権利義務は、原則として、組合員との契約であるところの定款の規定に委ねら

れている。 

─ 119 ─ 農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/ 



 総会における議決権に関しては、民法典第 2 編の第 38 条に定めがあり、原則として組

合員は１人１票の原則に従い権利を与えられるが、定款で一定期間における組合との取引

高に応じて議決権を付与することも認められる（同第 38 条 1 項 1 文）。さらに、定款の定

めるところに従い、非利用組合員に対しても議決権を付与することもできる。ただし、そ

の議決権は、総会において実際に行使される議決権総数の 2 分の 1 までに制限される（同

条 3 項）。 

組合員資格に付随する義務に関しては、定款の定めるところに委ねられており、定款で

もって排他的な経済的取引関係、例えば全量または一部の出荷義務を組合員に課すことお

よびその義務を課す方法を定めることは可能である（民法典第 2 編第 27 条 4 項の c、第

34 条の a）。 

 

ｇ 協同組合の機関 

 協同組合の内部構造やガバナンスの仕組みに関するオランダの規制は大変柔軟で、定款

で規定しなければならないのは、2 つ、すなわち総会と業務執行機関（理事会）である。 

 

（ａ）総会 

  総会は、次のような権限を有している。 

  ⅰ 理事の選任、職務停止、解任（民法典第 2 編第 37 条） 

  ⅱ 決算の承認（同第 48 条） 

  ⅲ 定款の変更（同第 42 条） 

  ⅳ 組織変更および合併（同第 18 条、第 330 条、334 条の e） 

  ⅴ 定款によって他の機関に委ねられていないすべての事項（同第 40 条） 

  したがって、総会は最高であると同時に万能の機関性を有している。 

 

（ｂ）理事会等 

 総会以外の機関の設計に関するオランダの協同組合法制は極めて柔軟である。 

民法典第 2 編の第 63 条の c 以下の定めに基づき、後述のように 2 層方式の経営管理シス

テムを採用することが義務づけられている場合を除き、理事会（bestuur）は必須である

が、経営管理委員会（raad van commissarissen）は必須ではない。 

 理事（bestuurder）は、組合員の中から原則として総会（選挙等による方法も可）で選

出されるが、定款で定めるところにより組合員以外の者からも選出できる（第 37 条 1 項・

2 項）。理事の定数に関しては定めがなく、1 人以上であればよい。 

 なお、定款で、理事の半数未満は、組合員以外の者によって選出できるようにすること

もできる（同条 3 項）。 

 オランダでは前述のように、協同組合は持株会社として、実際の事業を子会社を通じて
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行うことが許され、子会社に経営の職業的専門家を充てることもでき、協同組合にとって、

役員の資格に関し問題となることはないといわれる（van der Sangen (2013) p.554）。 

大規模な協同組合の場合には、経営管理委員会の設置が義務づけられ（第 63 条のｆ）、

経営管理委員会（raad van commissarissen）と理事会（bestuur）の 2 層式の経営管理シ

ステムによって経営が行われる。 

 経営管理委員会の設置が義務づけられる大規模な協同組合とは、①資本の額（純資産額）

が 16 百万ユーロ以上(Wet van 9-7-2004, Stb. 2004, 370)、②労働者協議会法に基づき労働

者協議会の設置の義務があり、かつ③従業員が 100 人以上のものをいう（第 63 条の b 第

2 項）。 

経営管理委員会は 3 名以上の構成員で構成され、経営管理委員会の提案（総会、労働協

議会および理事会は誰を指名するかについての勧告権がある）に基づき総会で選出される

（第 63 条のｆ第 2 項・4 項）。経営管理委員会が設置された場合、多くの重要な事項に関

する理事会の決議は、経営管理委員会の承認が必要とされる（第 63 条の j）。 

なお、経営管理委員会の構成員は、使用人や理事等でないものでなければならないが（第

63 条の h 第 1 項）、組合員でなければならないなどの積極的資格に関しては特段の定めは

ない。 

また、経営管理委員会が設置された場合にも、理事の選・解任は総会の権限となってい

る（第 57 条 3 項の反対解釈）。 

 

ｈ 協同組合の財務・会計 

（ａ）出資等 

 協同組合は、立法者によって、資本は組合員によって拠出されることが想定されている

が、有限責任会社と異なり定款に別段の定めがない限り、組合員は出資の義務を負わない。

したがって、協同組合には最低出資金の要件もない。ただし、債務超過や清算に際して、

組合員は欠損額について共同して債権者に対して弁済をする責任を負担する。しかし、定

款で別段の定めをし、組合員の責任を限定することができる。その場合には、ｄ 設立のと

ころでも述べたように、協同組合の名称においてその責任制度が明らかにされなければな

らない。 

 なお、2010 年 4 月 7 日時点の登記された協同組合のうち、組合員の責任を排除してい

るのは 4,303 組合、責任を限定している組合が 309、法定の責任（無限）を負担すること

としているのは 108 に過ぎない（van der Sangen (2013) p.551）。 

 オランダでも、とりわけ農業協同組合などにあっては、協同組合との取引を通じて組合

員の経済的利益を高めるという協同組合の目的に照らし、取引高に応じた出資を割り当て

るのが通例で、実際上も、農業協同組合では定款の定めに基づき、剰余金の留保により、

取引高に応じた出資の引き受け義務を課すほか、組合に対する長期の貸付を通じて資金提
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供をする義務を課している。この長期貸付に関しては一般に長期の一定期間後（例えば 10

年後）または脱退後に返済する方法がとられる。債務超過や任意清算の場合、組合に対す

る組合員としての支払い義務との見合いで当該貸付金の返済に対する権利が与えられない

（van der Sangen (2013) p.552）。このため、組合員以外の債権者にとっては、追加的な

保証を提供するものとなっているとされる（同第 55 条 5 項）。 

 

（ｂ）剰余金の分配 

剰余金の分配に関しては、オランダの法規制は柔軟である。民法典は、単に、定款で清

算の場合における剰余金の分配に関する規定を設けなければならないことを規定している

だけである（同第 2 編第 27 条 4 項）。多くの場合、定款には残余財産は利用高に応じて組

合員に分配する旨の定めをおいているといわれる（van der Sangen (2013) p.552）。 

協同組合を設立する組合員は剰余金の処分に関しては自由に定款で定めることは可能で

ある。定款等で別段の定めがないかぎり、総会は、毎事業年度の剰余金を組合員に分配す

るか積立金に充当するかを決定する権限をもっている。 

このため、協同組合は、他の企業と同様、民法典第 2 編の第 7 章の規定（第 360 条以下）

に基づき年次決算書類を作成し、総会で当該決算の承認を受けるとともに承認後 7 日以内

に商工会議所に提出し開示しなければならない（第 394 条 1 項）。決算の承認は、事業年

度後 6 か月以内に行わなければならない（最大限 5 か月の延長が認められる）（第 58 条１

項）。開示期間は、事業年度終了以後 13 か月間である（第 394 条 3 項）。ただし、中・小

規模法人については、開示義務が全部または一部免除される（第 396 条、第 397 条）。農

業協同組合は、ほとんどが子会社を持つ親会社または持株会社であるので、EC 会社法指

令の第 4 号(78/660/EEC)および第 7 号指令（83/349/EEC）に基づき、連結決算書を作成

し開示しなければならない（第 405 条以下）(van der Sangen (2013) p.553)。 

 

ｉ 監査 

協同組合が 2 層方式の経営管理システムを採用しない場合には、年次決算については業

務執行機関の構成員ではない 2 名からなる委員会または会計士によるチェックを受けなけ

ればならない（民法典第 2 編第 48 条 2 項、58 条 1 項）。 

なお、年間の売上高が一定未満等である小・中規模法人以外の協同組合にあっては、年

次決算については、公認会計士または会計コンサルタント法（Wet op de Accountants- 

Administratieconsulenten）に基づき登録された会計コンサルタントによる監査が義務づ

けられている（民法典第 2 編第 393 条 1 項、396 条 7 項、397 条 1 項）。 

 

ｊ 登記と監督 

協同組合は、商業登記法（Handelsregisterwet 2007）に準拠して商工会議所が管理す
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る商業登記簿に登記され開示される。登記によって開示すべき事項は、商業登記令

（Handelsregisterbesluit 2007）で定められている。協同組合に固有の登記制度はない。 

なお、銀行、保険業務に携わる協同組合を除き、政府等第三者の統制を受けない。 

 

ｋ 組織変更等 

 協同組合は、他の法形式の法人に組織変更することができる（民法典第 2 編第 18 条）。

協同組合にとってどの法人に組織変更するかについては何らの制約も存在しない。 

組織変更をするには、定款変更および組織変更についての公正証書のために総会におけ

る総議決権の 10 分 9 以上の賛成が必要である（同条 2 項）。 

なお、公開型の株式会社に組織変更する場合には、次に掲げる要件を満たす必要がある

（同第 72 条 2 項）。 

・ 組織変更の 5 か月前の会社の資産の価額が組織変更公正証書に基づく払込済み資本

総額に等しいことを証する公認会計士の宣誓書 

・ 組合員の出資金が組織変更時に協同組合の既存の積立金から支払われたものではな

いという各組合員の確認書 

組織変更後は、すべての組合員が組織変更後の会社の株主となることが予定されている

が、組合員は組織変更に際し組織変更に関する総会決議の日から 1 か月以内に申出をする

ことによって組合から脱退することができる権利が与えられている（同条 3 項, 36 条 4 項) 

 

（４）協同組合税制と競争法の適用関係 

ａ 法人課税 

協同組合は法人税法（Wet op de vennootschapsbelasting 1969）に従って、有限責任会

社と同様の取扱いがされる。ただし、二重課税を排除するため、事業利用分量配当は課税

所得計算上、所得から控除される（同第 9 条）。 

しかし、所得控除が可能なのは、次の 4 つの要件を満たす場合に限られる（同条 1 項の

ｇ号、同条 2 項）。これは、ⅳの要件を除き、日本の協同組合の事業分量配当の所得控除

の要件と同じであると考えてよい。 

ⅰ 分配される利益は、利益が生じた事業年度終了後 1 年以内に分配されるものでなけ

ればならないこと 

ⅱ 分配される利益は、1 年間に生じた利益の額の範囲内のもので、過年度の利益から

の分配額ではないこと 

ⅲ 分配される利益は、組合員の利用分量に応じたものでなければならないこと 

 ⅳ 自然人に対してのみ分配されたものでなければならないこと 

ただし、協同組合に対する課税に関し他の重要な問題としては、協同組合が組合員との

経済取引を市場価格ベースで行っていないという場合には、協同組合の利益を、課税所得
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計算上、見積もり・調整する必要が生じることだといわれている。課税所得計算上の利益

は、市場価格で行わなければならないが、当該市場において企業が協同組合 1 つであると

か、企業がほとんどない場合には問題を引き起こすことになる可能性があるということで

ある（van der Sangen (2013) p.558）。 

 なお、オランダの協同組合の出資配当については、配当課税に関する法律23上、源泉徴

収課税の対象にはなっていないため、協同組合の持株会社化や会社の下に協同組合を持株

会社的につくるという動きになっているという見方があり、節税目的のために協同組合を

濫用するのを防止するための改正が2012年以降行われてきているとのことである（同上）。 

 

ｂ 競争法 

オランダの競争法（Mededingingswet）24 には、協同組合に関しての特別の規定は存在

しない。      

オランダの競争当局は、協同組合が大規模化してきた現在では、協同組合の合併に目を

光らせてきているが、20 世紀末に至るまでは、協同組合には競争法が無縁であったとされ

る（Bijman. et al. (2012) p.31）。 

現行の競争法は、1997 年に制定されたもので、基本的には EU 競争法の規定に倣って

いる。EU 競争法の規定は、加盟国の規定に優先して適用されるのが原則で、ある行為が

EU 競争法には違反するが、加盟国の国内法には違反しない場合には EU 競争法のみが、

そして加盟国の国内法に違反するが、EU 競争法には違反しない場合には国内法のみが適

用されることになり、双方の規定に違反する場合には重複して適用される関係になる。 

EU 競争法にも協同組合についての特別の定めはない。ただし、農業分野については EU

の共通農業政策との関係で一定の行為が適用除外になり、農業協同組合の販売事業に関す

る行為は原則的にオランダの競争法上も問題となることはない。 

 

３ 農業協同組合 

（１）農業協同組合の歴史的な展開 

Bijman は、Agricultural Cooperatives in the Netherlands: Key Success Factors（2016）

という論文において、オランダの農協が成功している 1 つの要因として、上記のような自

由度の高い法制を挙げている。 

この Bijman（2016）をもとに、農協の歴史を簡単に振り返ると以下のとおりである。

農協の始まりは 19 世紀半ばにさかのぼるが、当初は地元の名士の支持を受けながら、特

に法的な根拠を持たない団体として組成された。1876 年に協同組合に関する最初の法制25

                                                  
23  Wet op de dividendbelasting 1965 
24  Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging 
25  De wet van 17 November 1876 (Staatsblad no. 227) tot regeling der coöperatieve 
vereenigingen 
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が定められると、法律に基づく農業協同組合が設立されるようになった。農協の設立は

1890 年代から急増したが、当時は協同組合という新しい組織形態になじみがなかったため、

農業関係の団体のすべてが協同組合として設立されたわけではなかった。ほとんどの団体

が協同組合となったのは 1920 年以降のことである。 

 1890 年から 1930 年にかけての世界経済の拡大は、オランダの農業と協同組合にとって

好都合であった。オランダは、第一次世界大戦では中立の立場をとったため、戦中、戦後

を通じて農産物需要の拡大から大きな利益を得た。特に、北部や西部地域の輸出に重点を

置く農協が発展した。 

オランダ政府は、農業者による協同組合の設立を振興するような支援を行っていない。

農業者の組織化にあたりどのような組織形態（協同組合、アソシエーション、財団、非公

開有限責任［株式］会社、株式会社、パートナーシップ事業体）を選択するかは、まった

くの自由である。とはいえ、ポルダー（干拓地）の堤防保全のためには住民の協力が不可

欠だったため、オランダには協同組合の組成に好ましい環境があった。また、協同組合の

設立は、時間的にも金銭的にも容易であることから、農業者の組織化にあたって協同組合

が選択されることは多かった。 

 農協数についての連続するデータを取得することはできなかったが、ベックム他（1997）

によれば、酪農協は 1949 年の 426 組合から 1995 年には 10 組合へ、配合飼料、肥料、農

薬などの購買組合は 1,160 組合から 45 組合へと大きく減少した。これらは主に合併が進

展したことによるとみられる。 

図表４は 2 つの異なる論文に示された表を統合したものである。これをみると、2000

年代に入った後も合併により農協数は減少しているが、マーケットシェアには大きな変化

はない。ただし豚肉組合は、他の企業に統合されたために 0 になった。また、ワインはオ

ランダでは新しい分野であり、従事する農業者自体がほとんどいないため、ワインの組合

はほとんどない。 
図表４　オランダの農協の主要計数

（組合、％、人）

2000 2010 2015 2000 2010 2015 2000 2010 2015
砂糖 3 2 2 63 100 100 13,700 9,940 11,000
穀物 3 3 - N.A. >55 - N.A. N.A. N.A.
乳製品 5 5 5 83 86 86 21,600 15,200 21,500*
豚肉 3 0 - 34 0 - 10,000 0 -
ワイン 0 1 - 0 N.A. - 0 12 -
野菜・果実 15 19 15 71 95 95 9,000 4,500 2,500
でんぷん用ばれいしょ 1 1 1 100 100 100 4,800 1,600 2,500
種子、市場販売用ばれいしょ 7 6 6 N.A. N.A. N.A. 3,900 1,500 1,500
マッシュルーム 2 3 2 >50 >80 >80 470 200 210
花き 6 3 2 95 95 95 9,400 5,300 4,800
養豚 1 1 1 N.A. 85 85 N.A. 2,300 1,750
牧畜 1 1 1 90 80-90 85 34,750 18,000 25,500
動物用飼料 20 13 13 53 55 55 - 28,000 30,000

注　元資料では、2015年の乳製品の組合員数が1,600、雇用者数は21,500となっていたが、2010年との差が大きいため、組合員数
を21,500とした。また、「-」は元資料にデータが掲載されていなかった箇所を示す。

組合数 マーケットシェア 組合員数（オランダ国内のみ）

資料　2000年、2010年はBIJMANほか'Country Report The Netherlands'、2015年はBIJMAN 'Agricultural Cooperatives in the
Netherlands: Key Success Factors'
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 Bijman（2016）によれば、農協は伝統的にコスト削減によって競争力を高める戦略を

とることが多く、その結果合併が進展してきた。それ以外にも、販売農協は市場環境の変

化に合わせて、組合員の所得を向上させるため 2 つの戦略をとっている。1 つは、牛乳や

ばれいしょ、甜菜等の農産物を販売する農協がこれらの農産物を原料とする新たな消費者

向け製品や、産業製品（industrial products）の開発に多くの投資を行うというものであ

る。2 つめは、消費者向けの最終製品を生産する協同組合が、競争力を高めるために自前

のブランド展開を行うというものである。特に、大規模な酪農協は、国内向けにも国際的

にも強力な自前のブランドを展開している。 

 オランダでは、多くの農協が国外への輸出といった国際的な展開を行っている。そのう

ちいくつかは、国外にも組合員を持つ多国籍農協でもある。たとえば、オランダ最大の農

協フリースラントカンピナは、酪農協であるが、オランダのほか、ベルギー、ドイツにも

組合員がいる（図表５）。フリースラントカンピナは、2017 年に公表された World 

Co-operative Monitor において、世

界の農協のなかで売上高第 9 位にラ

ンキングされている26。 

他方で、オランダの農業者のなか

にも他国の農協の組合員になってい

るケースがみられ、Bijman et al.

（2012）では、1,000 人以上のオラ

ンダの果物や野菜の生産者がベルギ

ーの協同組合の組合員であることを

指摘している。 

 

（２）法律・定款における規定 

前述のとおり、法律は協同組合に関して多くの規定を置いていないが、各組合は定款に

おいて、組合の事業、組合員の金銭的な貢献、ガバナンス、剰余の分配、組合員間・組合

内でのコミュニケーションに関して、詳しい規定を置くこともできる。組合員からの出荷

についても定款で規定を置くことができ、組合員に農産物を農協に 100％出荷する義務を

課しているケースもある。 

サンゲン氏への聞取り調査によれば、組合員資格をどの程度詳細に定めているかについ

ては、農協の業務内容次第である。組合員にサービスを提供する農協はあまり多くの規定

を置いていないが、組合員によって提供された原材料を加工する農協は、工場を運営し、

特別な投資への取引コストが発生するので、より詳細な組合員要件を定めていることが多

                                                  
26 World Co-operative Monitor 
http://www.euricse.eu/publications/world-co-operative-monitor-2017/ 

図表５　オランダの上位10農協（2016年）

（百万ユーロ、人）

農協名 売上高 組合員数 職員数

FrieslandCampina 11,001 13,300 21,927

Royal FloraHolland 4,633 4,291 2,438

Agrifirm 2,170 17,000 3,089

ForFarmers 2,109 5,437 2,274

Royal Cosun 1,988 8,856 3,896

The Greenery 1,030 450 1,113

Harvest House 703 69 119

Avebe 549 2,397 1,306

DOOR 396 41 20

CZAV 392 3,099 304

資料　NCR，'DE NEDERLANDSE　COÖPERATIE TOP 100'
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い。 

農協がどのような事業を営むかについては、組合員の決定による。NCR によれば、農

協のなかには、スーパーマーケットを営むケースもある。 

 

４ 協同組合銀行ラボバンク 

（１）オランダ国内の金融機関の概況 

オランダでは、1990 年に同じグループ内で銀行業と保険業の両方を営むことが解禁され

た。その後、合併・買収を通じて、銀行業と保険業をグループ内で兼営する金融コングロ

マリットの形成が進み、大手行への寡占化が進んできた。2003 年において、上位 5 位ま

での銀行の総資産は、全体の 80.6％を占めていた。 

オランダの国内市場は小さく潜在成長もあまり見込めないため、大手行は一層の統合と、

業務の国際的な拡大を進めた。2007 年には大手行の１つ ABN アムロが、ロイヤルバンク・

オブ・スコットランド、サンタンデール、フォルティスの 3 行連合に買収された。フォル

ティスはベルギーに本店を置き、オランダ、ルクセンブルクにも展開していた。しかし、

金融危機の影響で経営状況が悪化すると、救済措置として各国政府がそれぞれの国内事業

を国有化することとなった。オランダ政府は、2008 年にフォルティスから ABN アムロを

含むオランダの事業を取得した。同年には

ING 銀行も公的資金の注入を受けている。そ

の後 2013年にはSNS銀行が国有化されるな

ど、オランダの大手行は大きなダメージを受

けており、金融危機を切り抜けることができ

た大手行はラボバンクのみであった。 

2013 年末の時点の家計預金のシェアをみ

ると、ラボバンク（36.0％）、ABN アムロ銀

行（23.7％）、ING 銀行（20.3％）、SNS 銀行

（9.2％）の 4 行で 9 割近くを占めており、寡

占化が非常に進展している（図表６）。 

 オランダの金融機関は、2006 年の金融監督

法（金融市場及びそれに関する監督規則に関する法律（Wet op het financieel toezicht））

の適用を受けている。銀行の監督については、財務省がオランダ中央銀行とともに、金融

市場の安定性について最終的な責任を負っている。オランダ政府のウェブサイト「金融部

門の監督機関27」によれば、オランダ中央銀行は金融システム全体とその安定性について

                                                  
27 ウェブサイト「Supervisory bodies in the financial sector」 
https://www.government.nl/topics/financial-sector/supervision-of-the-financial-sector/super
visory-bodies-in-the-financial-sector 

ラボ

バンク

36.0%

ING
銀行

20.3% ABN
アムロ

23.7%

SNS
銀行

9.2%

その他

10.8%

図表6 家計の預金シェア

（2013年末）

資料 De Nederlandsche Bank （2014）

'Perspective on the structure of the

Dutch banking sector'
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監督を行い、金融市場庁は各金融機関が顧客に対応する方法についての監督を行っている。

前述のとおり、EU では大規模行の監督を欧州中央銀行（ECB）が行うこととなっており、

大規模行については ECB がオランダ中央銀行とともに、それ以外の銀行についてはオラ

ンダ中央銀行が金融市場庁とともに監督している。なお、ラボバンクは ECB の直接監督

を受ける銀行の１つである。 

 

（２）ラボバンク・グループの現況 

 このレポートでは、農業者を主な組合員としながら発展してきた協同組合銀行をとりあ

げることとしているため、以下では、ラボバンク・グループについてとりあげる。歴史的

な経緯について触れる前に、現況を簡単にみておきたい。 

 

ａ ラボバンク・グループの構成 

 後述するように、ラボバンクでは 2016 年 1 月 1 日にすべてのローカルバンクと全国機

関ラボバンク・ネダーランドが合併し、１つの大きな協同組合となった（図表７）。以下で

は、この合併をワンバンク化という。ワンバンク化後の正式名称は、Coöperatieve 

Rabobank U.A.である。１つの組織

にはなったが、地域での業務運営は

旧ローカルバンク単位で行っており、

旧ラボバンク・ネダーランドは本店

のような機能を担っている。ラボバ

ンク内では、現在も引き続き旧来の

名称を利用しているとのことであり、

以下でも、旧ローカルバンクをロー

カルバンク、旧ラボバンク・ネダー

ランドをラボバンク・ネダーランド

または、全国機関と呼ぶこととする。 

 

ｂ グループの戦略とシェア 

 ラボバンクは、ビジョンとして「Banking for the Netherlands」と「Banking for Foods」

の２つを掲げている。「Banking for the Netherlands」は、オランダ国内で、銀行、保険、

投資信託等総合的な金融サービスを提供することを意味している。実際にラボバンクは、

各分野で高いシェアを有しており、2016 年のアニュアルレポートによれば、預金では 34％、

モーゲージ（住宅ローン）では 21％、農業以外の企業向け貸出では（Trade, industry and 

services）41％、農業・食品部門への貸出では 84％のシェアを占める。 

「Banking for Foods」は、進出している国外 40 か国においては、ラボバンクが強みを

図表７　ラボバンクの組織図（2016年）

旧 ロ ー カ ル バ ン ク

資料　Rabobank ‘Annual Report 2016’より農中総研作成

旧ラボバンク・ネダーランド（全国機関）

組合員190万人

決済、リース、モーゲージ、不動産、
国際リテール等の子会社

Coöperatieve Rabobank U.A.

103
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持つ農業・食料分野に特化していることをさす。国外向けの業務は、全国機関と子会社が

連携しながら行っている。 

 

ｃ 貸出金の内訳 

 図表８のとおり、子会社を含むラボバンク・グループとしての民間セクター向け（国外

分を含む）のローンポートフォリオを

みると、国内の食料・農業分野の貸出

は、貸出全体の 7％であり、貸出の大

半を占めるのは、国内のモーゲージ向

けである。 

 ラボバンクでは、恒常的に貸出金残

高が預金残高を上回っており（2016

年の預貸率は 122％）、全国機関の大き

な役割の一つは資金調達である。最近

では、自己資本比率規制への対応もあ

り貸出金残高は拡大傾向になく、預貸

率も 2012 年の 139％から低下してき

ている。 

 

ｄ 農業融資への取組み 

ラボバンクでは、2016 年 1 月のワンバンク化以前から、効率化のために複数のローカ

ルバンクが集まりバックオフィス業務、コールセンター業務等を集約し共通で行う動きが

進んでいる。冒頭に示したとおり、オランダでは農業が盛んであるものの、農地が集約さ

れ農業経営体数が減少していること、シェア 8 割超のラボバンクにおいても農業融資が貸

出金全体に占める割合が低いこと等を受け、農業融資の分野でも業務の集約化が進んでい

る。ローカルバンクは 103 あるにもかかわらず、農業融資を実際に行っている担当部署、

ないしは担当者がいるローカルバンクは 55 しかない。つまり、ローカルバンクの半数以

上は、単独で農業融資を行っていないことになる。 

農業融資の業務を集約する場合には、2 つのケースがあるという。1 つは、各ローカル

バンクから職員を出すなどして対応部署を作るが、取引自体は各ローカルバンクに帰属す

るケースである。もう１つは、特定のローカルバンクに農業借入を行う顧客を取引ごと移

管するケースである。 

  

ｅ フィンテックへの取組み 

 ラボバンクは、自身でフィンテックのスタートアップを支援するとともに、他の企業と

リース

7% ホール

セール＆

国際農村

・リテール

25%

その他国内

リテール

中小企業
9%

国内

リテール

食料・農業
7%

国内

リテール

モーゲージ
46%

国内商業

不動産

6%

図表8 ラボバンクグループ

民間セクター向けローンポートフォリオ

（2016年末 4,246億ユーロ）

資料 Rabobank 'Annual Report  2016'
注 子会社分、国外分を含む
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の連携も行っている。一例を挙げると、ラボバンクは子会社の DLL とともに、フィンテ

ックのスタートアップ企業を支援するロンドンのスタートアップ・ブートキャンプやアム

ステルダムの E- & Mcommerce との提携を行っている。また、2018 年 1 月 30 日には、

フィンテックと食料・農業部門のための投資ファンド「ラボ・フロンティア・ベンチャー」

を創設し、スタートアップに対して出資を行うこととしている。 

 ラボバンクがフィンテックに対して積極的である背景には、2015 年の時点で、ラボバン

クの顧客の 65％はインターネットバンキングを利用し、しかもスマートフォン等の携帯電

話経由でしかサービスを利用しない顧客の比率が高まるなど、新しい技術へのニーズが強

まっていることがある。 

 既に提供を始めているサービスとしては、ラボウォレットとい

う専用のアプリをダウンロードすると、スマートフォンで様々な

支払いができるというサービスがある。 

また、金融サービスではないが、オランダの地図上のアイコン

をスマートフォンのカメラで読み込むと、その地の農業情報等が

スマートフォン上に示されるアプリ「Rabo AgriNL」も提供して

いる。 

農業者向けのインターネットを通じたサービスとしては、グロ

ーバルファーマードットコムというサービスがあり、このウェブ

サイトを通じて世界中の農家が情報を共有することが可能になっ

ている。 

 

（３）ラボバンクの歴史的な展開 

 ここで、ラボバンクの歴史的な展開を振り返ってみたい。 

オランダでは、ロシアや新大陸から西ヨーロッパに大量の安価な穀物が流入したため、

1880 年代に農業危機が起こった。農家が肥料や農業機械の利用を増やしたため、購買・販

売のための協同組合が作られたが、農家の資金調達が困難であることが問題となった。こ

うした環境下、ドイツでライファイゼンによる農村信用組合が進展すると、その影響を受

け、1895 年以降オランダで農業信用組合（agricultural credit cooperative）が設立される

ようになった28。 

当初は、組合員による無限責任、経営者の無報酬、利益は内部留保、営業地域の限定等

のライファイゼンの原則によって、組合は運営されていた。オランダでは南部はカトリッ

ク、北部はプロテスタントなど宗派が異なり、また当初は根拠とする法律にも違いがあり、

南部ではボーレンリーンバンク（農業貸付銀行）、北部ではライファイゼンバンクと呼ばれ

                                                  
28 ラボバンクのウェブサイトによる。

https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/profile/history/index.html 

Rabo AgriNL 
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ていた。1898 年には中央機関として、南部のボーレンリーンバンクはアイントホーヘンに

協同組合中央農業貸付銀行（Coöperatieve Centrale Boerenleenbank）、北部のライファ

イゼンバンクはユトレヒトに協同組合中央ライファイゼンバンク（Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Bank）を設立した。 

1952 年の信用システム監督法（Wet Toezicht Kredietwezen 1952）により、両中央機

関はオランダ中央銀行から、会員であるローカルバンクを中央銀行に代わって監督する権

限を与えられた。また、2 つの中央機関は 1940 年代からパートナーシップを形成してい

たが、1972 年に正式に合併した。これにより、両系統の頭の文字（Ra と Bo）をとって、

ローカルバンクはラボバンクと呼ばれることとなった。合併後の中央機関の法的な所在地

は中立地であるアムステルダムに置かれ、1980 年にラボバンク・ネダーランドという名称

となった。 

 1990 年には、オランダ政府が銀行業と保険業を 1 つのグループ内で実施することを可

能としたことを受け、ラボバンク・グループは、保険会社をグループの一員として、銀行、

保険、投資信託等総合的な金融サービスを提供するようになった。 

 2006 年の金融監督法（Wet op het financieel toezicht(Wtf)）は、中央機関とその会員銀

行からなるグループについても規定しており、ラボバンク・グループはこれにあてはまる。

同法では、①中央機関とその会員銀行が連帯して相互に責任を負う、または中央機関が加

盟金融機関の責任を保証する、②中央機関は、法令順守に対して求められる会員銀行への

指示を与える適切な権能を有している、③支払能力と流動性についてのオランダ中央銀行

の監督が、中央機関と会員銀行の連結ベースで行われている、という条件を満たした場合

に、中央機関に加盟する銀行はオランダ中央銀行の監督から除外されるとしている。これ

に基づき、ラボバンク・ネダーランドは中央機関として、ローカルバンクを監督・検査す

る権限を持ち、グループ全体のリスク管理を行ってきた。この中央機関による代理監督の

権限はかなり強く、ラボバンク・ネダーランドはローカルバンクの経営層の人事に介入で

きる権限も持っていた。 

 先に述べたとおり、ラボバンクはオランダの大手行のなかで金融危機の後に公的支援を

受けなかった唯一の銀行であった。しかし、2013 年にロンドン銀行間取引金利（Libor）

の不正操作に職員が関与するという問題が発生し、当時の CEO が辞任したのを契機とし

て、ガバナンス改革に取り組むこととなった。また、金融危機後の規制強化の流れのなか

で、それぞれのローカルバンクで規制に対応することへの負担も大きくなっていた。 

そこでグループ内で検討を重ね、2015 年にワンバンク化の方向を打ち出した。これは、

すべてのローカルバンクとラボバンク・ネダーランドが合併して１つの銀行になるという

もので、実際に 2016 年 1 月に合併が行われた。したがって現在は１つの銀行免許のもと

で業務が運営されているわけであるが、現状でもかつてのローカルバンクは、ローカルバ

ンクと呼ばれ、組合員が所属する組織として、業務運営の単位として機能している。 
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（４）法律・定款における規定 

 先にみたとおり、オランダでは協同組合に関する法的な規定がほとんどなく、組合員が

組合に加入する際に出資を行うことに関する規定もない。組合員の資格や出資については、

各組合が定款で定めることとなっている。 

ラボバンクでは、ライファイゼン原則に基づき、組合員は出資をしないかわりに無限責

任を負うという仕組みを設立以来維持していたが、1980 年に組合員 1 人あたりの責任額

は、上限なしから一定の金額に限定された。その際、どのような人が組合員になるべきか

という議論も行われ、従前どおり事業借入を行う人（農業者の借入も該当）は組合員にな

ることを義務とし、それ以外の人は任意と定められた。その後、1998 年には、義務的な組

合員制度と組合員の責任も廃止された。つまり、1998 年以降は、組合員には希望する人が

なることとされ、また、従来どおり組合員になる場合に出資をする必要がないだけでなく、

何らかの責任を負ったりする必要もなくなった。員外利用についての規制もないため、組

合員になってもならなくてもラボバンクを利用することができる。 

 2016 年 1 月のワンバンク化以降の定款では、「組合員資格は、以下の候補者に開かれて

いる」と記されている。「a. 完全な法的能力を有する。b. 破産していない、債務管理スキ

ームの対象、支払停止の対象者ではない。c. 法人の場合は解散していない。d.ラボバンク

から 1 つ以上の金融サービスを受けている。e．ラボバンク・グループの従業員ではない」。 

 ラボバンクで組合員になるメリットは、意思決定に参加できること以外にほとんどない。

2000 年には、組合員だけが購入できる有利な証券である組合員出資証券（Member 

Certificate）が発行され、組合員が得られる唯一の金銭的なメリットであった。同証券は、

その後 2001、02、05 年にも発行されたが、2014 年に同証券はユーロネクスト・アムステ

ルダムに上場され、誰でも購入可能になったため、組合員だけがが享受できるメリットで

はなくなった。組合員は出資を行っていないため出資配当を受けることもなく、ローン金

利の引下げや預金金利の上乗

せといった組合員向けの優遇

もない。ただし、総会に参加

できるほか、組合員を対象と

する講演会といったイベント

に参加できるといったメリッ

トはあるようである。 

 

（５）組合員数、ローカルバ

ンク数の推移 

1972 年にライファイゼン
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バンクとボーレンリーンバンクの両系統が合併すると、ローカルバンク同士の合併が進み、

1971年の1,202から1981年には970に減少した。その後もローカルバンクの合併は進み、

2016 年末には 103 となっている（図表９）。 

一方、組合員数については、2000 年ごろから組合員増強運動を行ったことにより、90

年代後半の 50 万人台から増加が続き、2014 年末には 196 万人となった。その後はやや減

少しているが、190 万人台を維持している。 

 

（６）地方組織、全国組織 

 2015 年末までは、ラボバンクはローカルバンクと全国機関ラボバンク・ネダーランドの

2 段階制であったが、2016 年 1 月にすべてのローカルバンクとラボバンク・ネダーランド

が合併したため、今は１つの組織となっている。地方段階の組織は、もともと存在してい

なかった。 

ラボバンクは、数多くの子会社を保有している。保険に関しては、1990 年に保険会社イ

ンターポリスを完全子会社化したが、その後インターポリスは Achmea（協同組合的バッ

クグラウンドを持つ保険持株会社）と合併し、現在ラボバンクは Achmea の株式の 29％

を保有している。また、資産運用については、1990 年以来、資産運用会社ロベコグループ

と戦略的提携を行い、2001 年から 2013 年の間、同社はラボバンク・ネダーランドの完全

子会社であったが、2016 年にラボバンクはロベコの株式の売却を完了した。国外にも多く

の子会社を持っているが、株式の過半を持っているものは少なく、多くはマイノリティ保

有である。 

 

（７）個別行の事例 

ａ ローカルバンクの組合員、役員に関する規定  

前述のとおり、ラボバンクは 2016 年にワンバンク化したが、現在でも従来のローカル

バンクが組合員の所属する機関であり、業務の運営も実質的には旧ローカルバンクの単位

で行っている。古くからラボバンクではローカルバンクと全国機関が連結決算を実施して

おり、基本的にはこの連結決算データしか公表していなかった。そのため、もともとウェ

ブサイト等で外部から個別のローカルバンクのデータを把握することは、他国の協同組合

銀行よりも難しかったが、ワンバンク化したことで外部からの個別ローカルバンクの情報

の入手はさらに難しくなった印象がある。 

組合員資格については、前述のとおり定款に「a. 完全な法的能力を有する。b. 破産し

ていない、債務管理スキームの対象、支払停止の対象者ではない。c. 法人の場合は解散し

ていない。d.ラボバンクから 1 つ以上の金融サービスを受けている。e．ラボバンク・グル

ープの従業員ではない」という規定が置かれている。員外利用規制がないため、組合員に

なってもならなくても利用は可能である。農村部を中心に発展してきたため、組合員には
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農業者が多い、または農業者の多くは組合員であるとのイメージがあるが、ローカルバン

クでの聞き取り調査によればそのようなことはないとのことである。 

各ローカルバンクのガバナンスについては、ワンバンク化以前は、総会（General 

meeting）と組合員協議会（members council）が併存していた。総会は、ワンバンク化後

は廃止された。組合員協議会は、いくつかの選出母体から選ばれた組合員の代表 30～50

名によって構成され、ローカルバンクの経営チームが決定する方針についての評価、財務

報告書の承認、経営管理委員会の構成員の任命や、地域で行うプロジェクトの選択等を行

う。各ローカルバンクは、以前は定款で地域や職業（農業、中小企業等）に基づく組合員

協議会の代表の選出母体を規定していたが、ワンバンク化後は各ローカルバンクの規約で

定めているとみられる。 

ローカルバンクの地域経営管理委員（local supervisor）は、地域組合員協議会（現在の

名称は local member council）によって任命される。地域経営管理委員会（ local 

supervisory body）は、ローカルバンクの経営チーム（local management team）の任命、

評価、停職、解任や、経営チームの決定事項の承認を行う。ワンバンク化以前は、メンバ

ーの 3 分の 2 以上が組合員と規定されていたが、ワンバンク化後は組合員の代表としての

位置づけを強めるため、全員が組合員であることが求められるようになった。 

他方、ローカルバンクの地域経営チームは、銀行経営者によって構成される。その構成

員はラボバンク・ネダーランドの承認を受け、ローカルバンクの地域経営管理委員会から

任命される。ローカルバンクの知己経営チームは、地域経営管理委員会の監督のもと銀行

の経営を行う。 

 

ｂ Rabobank Rijn en Veenstromen 

（ａ）組合員、役員 

個別のローカルバンクの事例として、Rabobank Rijn en Veenstromen（以下 RV ローカ

ルバンク）をみてみよう。RV ローカルバンクは、オランダ中央部の酪農地帯に位置し、

全国機関の建物があるユトレヒトからは電車で 10～15 分ぐらいである。RV ローカルバン

クは、のべ 9 つのローカルバンクが数度にわたり合併した結果誕生した。顧客数 52,000、

組合員数 13,000 で、顧客の約 25％が組合員になっている。RV ローカルバンクの組合員

協議会の選出母体は、4 つの地域と、農業、企業、若者各 1 の 7 つである。 

RV ローカルバンクでの聞き取り調査によると、地域経営管理委員は、地元の有力者が

就任していることが多い。既に経営管理委員になっている人が、後継者を紹介してくれる

こともあるとのことである。外部人材を登用した場合も、組合員になることが必要である。 

 

（ｂ）融資の概況 

前述のとおりラボバンクは、農業融資だけでなく、住宅ローンや中小企業貸出にも積極
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的であり、ローカルバンクもほかの銀行と同様にあらゆる種類の融資を行っている。各ロ

ーカルバンクでの融資決定権限は、ローカルバンクの規模によって異なっている。全国機

関は、各ローカルバンクの不良債権比率等を定期的にチェックし、融資決定権限の上限を

下げることがあるが、引き上げることはない。上限額を超える案件については、信用報告

書をローカルバンクで作成し、全国機関の融資部に送付する。上限額を超える案件のなか

でも、特に金額の大きいものについては、全国機関の役員等が参加する貸付委員会に諮ら

れる。 

RV ローカルバンクでは、融資案件の 2 割程度は全国機関の承認を必要とするものであ

り、全国機関の貸付委員会に諮るものは 3 年間で 1 件程度とのことである。こうした仕組

みは、基本的にワンバンク化後も変わりがない。 

 

（ｃ）農業融資体制 

前述のとおりラボバンクでは、単独で農業融資を行わず、複数のローカルバンクで農業

融資に関する業務を集約するケースが増えてきている。RV ローカルバンクは、2011 年に

周辺 4 つのローカルバンクから農業・食品部門の顧客（F&A 顧客と呼ばれる）を移管さ

れ、融資等のサービスを提供している。農業融資を担当する部署は、Food en Agri team 

Midden-Nederland（Midden-Nederland は地域名、以下 F&A チーム）という。同部署で

は、貸出額 100 万ユーロ以上を大企業、それ以下を中小企業（家族経営を含む）として、

担当を分けている。大企業に分類される顧客は 250 で対応する職員は 10 人（顧客と直接

コンタクトをとる職員のほか審査や内部処理を担当する職員を含む）、中小企業に分類され

る顧客は 1,250 で対応する職員は 8 人である。なお、農業以外の一般企業に対応する部署

は、大企業、中企業、小企業の 3 つのセクションに分かれ、対応する職員は合計で 75 人

とのことである。 

F&A 顧客のうち、70％は酪農部門、25％はリンゴ等の果物、5％は豚肉その他を生産し

ている。地区内の酪農経営体の平均飼養頭数は 80～100 頭で、雇用を入れず本人だけ、ま

たは配偶者とともに働いているというケースが多い。ただし、大企業に分類されるなかに

は、400 頭の牛を飼っている酪農企業もある。農業者であっても、全員が組合員になって

いるわけではない。 

中小企業に分類される顧客の場合、融資の申し込みは、ウェブサイトで受け付ける。必

要な書類等をインターネット経由で送ってもらい、F&A チームがそれらの書類を見て審査

を行った後、実際に面談を行って融資を実行する。申込みをしてから融資の完了までの日

数は、5 日程度である。顧客数が多いため、インターネットを利用することにより、コス

トの削減を図っている。大企業に分類される顧客については、申込みも対面で受けること

が多い。融資額も大きくリスクも大きいため、審査のためのデータ分析に 2、3 日かかり、

申込みから融資の実行までは 2～3 週間かかる。 
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（ｄ）融資実績 

RV ローカルバンクの 2015 年 6 月末における F＆A 貸出の残高は 6 億 1,533 万ユーロで

あり、貸出金総額に占める割合は 3 分の 1 強である。F&A 貸出のうち 73％は酪農向けで

ある。地区内における農業融資のシェアは 88％を占める。 

   

ｃ Rabobank Schiphol Regio 

（ａ）農業融資体制 

Rabobank Schiphol Regio（以下、スキポール地域ローカルバンク）は、スキポール

空港近くに位置するローカルバンクである。同ローカルバンクの事業者・法人対応を行う

部署は、①中小企業（売上 1 千万ユーロまで）、②コーポレート（1 千万～1 億ユーロ）、

③大規模コーポレート（1 億ユーロ以上）の 3 つのセクションに分かれている。一般にロ

ーカルバンクは中小企業とコーポレートにセクションを分けることが多く、大規模コーポ

レートを別途分けているところは全国でも少ないが、同ローカルバンクはそのうちの 1 つ

である。また、中小企業セクションのなかに、F＆A のサブセクションを作っているロー

カルバンクもあるが、同ローカルバンクは担当者が 2.5 人程度と少ないため、F&A をセク

ションとして分けていない。 

顧客数は①中小企業が 7,000 で、顧客に直接対応する職員は 10 人である。そのうち F&A

顧客は 450 で、実際に借入を行っているのは約 200 である。②コーポレートの顧客数は

200～250 で、顧客に直接対応する職員は 4 人、③大規模コーポレートの顧客数は 50 程度

で、職員は 2 人である。 

 F&A 顧客は、ウェブサイト経由、または電話で融資の申込みを行うのが一般的である。

ウェブサイトを利用する場合、借入申請というボタンを押し、まず口座番号とパスワード

を入力する。ローンのほかにリース等の選択肢もあるが、ローンの申請を選択すると、い

くら借りたいか、借入の目的は何かといった質問が表示されるので、それに回答していく。

経営を開始してからの年数、農場の保有状況、会計報告書の有無、報告書の作成頻度、法

人形態、営農地域、昨年の税引前利益と今期予測される税引前利益、現在の借入金の返済

額、法人の資本金や総資産、担保になりうるもの（不動産、動産、保証人）などをインプ

ットしていく。こうしたデータをインプットすると、借入金を返済できる可能性が 3 段階

（可能性は低い、平均的、十分返済可能）で示される。また、ローンを借りる以外の可能

性として、農機購入のための借入を希望する場合はリースという選択肢もあること、担保

が不足している人には、後述のオランダ企業局の保証が受けられる可能性があることなど

が示される。 

また、ラボバンクでは顧客に様々な選択肢を提供する意味も含めて、クラウドファンデ

ィングの紹介も行っている。2 年前からラボバンクを含む銀行 4 行と政府で設立した組織
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がクラウドファンディングのサービスを提供しており、このサービスを利用すると顧客は

25 万ユーロまでの資金調達ができる可能性があるとのことである。 

 こうした内容も踏まえて顧客が借入の申請を行うと、スキポール地域ローカルバンクで

の分析、審査がスタートする。

（ｂ）分析、審査

ラボバンクにはグループ共通の顧客企業データベースとして、BBS という過去 3 年間の

事業報告書のデータを蓄積するデータベースが導入されている。オランダの農業経営者の

ほぼすべてが外部の会計士を利用しており、農業経営者は正確な事業報告書を作成してい

るとのことである。

審査に関しては ATR というシステムがあり、現在は BBS からデータを吸い上げてデー

タ分析を行っている。ATR を利用すると、農業経営体の耕地面積や過去の販売価格、数量

等から、将来の経営予測を行うことができる。

融資の可否判断の 50％程度はこうしたデータ分析の結果を参考にしているが、残りの

50％はやはり借入希望者から話を聞いて、経営への取組姿勢や専門性、キャッシュフロー

について把握したうえで行っているとのことである。

F&A 顧客を含めて、貸出先の企業の返済が滞ってきた場合には、ローカルバンク内にあ

る企業経営の立直しを専門に行う部署に案件を回すのが一般的である。その部署で重点的

な対応を行うことにより、6～7 割の案件は業績が回復する。F&A 顧客に関しても、担保

の土地を売却するのは最後の手段であり、条件変更など様々な対応を行ったうえでもなお

他の手段がない場合、担保である土地の売却を行うこともある。

５．農業融資に関する政府支援の状況

最後に、農業融資に関する政府支援の状況についてみておきたい。

オランダでは、農業者に対して直接的、間接的に融資を行う公的金融機関もなければ、

一般の銀行が農業経営者に融資を行う際に政府が利子助成、補給を行うこともない。唯一、

政府の支援として挙げられ

るのは、農業融資保証基金

制度である。この保証制度

は 1951 年に創設されたも

のであり、マーシャルプラ

ン（欧州復興計画）からの

助成を起源としている。

保証制度を運営している

のは経済省の傘下機関であ

図表10　農業経営者向けの保証制度の内容

上限比率 上限金額

一般農業保証 80% 60万ユーロ

若手新規就農者向け農業保証
（39歳以下の農業者）

80% 120万ユーロ

農業保証プラス 80% 250万ユーロ

資料　RVOウェブサイトを参考に農中総研作成

名称
保証の上限

注　農業保証プラスは、認証された温室や持続可能な畜産経営のクライテリア
を満たしたものが対象
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るオランダ企業局であり、農業向けだけでなく、中小企業等向けの保証制度の運営も行っ

ている。 

農業経営者向けの保証は、適格なローンの 80％、または図表 10 に示すとおり一定の上

限額まで受けられる。保証を受けるためには、借り手は 1 回限りの手数料を支払う必要が

あるが、その率は借り手のタイプによって異なり、一般向けの保険料率が 3％であるのに

対し、若手農業者は 1％である。保証期間は、いずれについても 20 年であるが、農業保証

プラスについては、最長 10 年間の返済猶予期間がある。 

スキポール地域ローカルバンクでの聞き取り調査によれば、F&A 顧客が借入を行う際に

この保証制度を利用する割合は 5～10％程度とのことである。 
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【参考】農業分野への EU 競争法適用の法的枠組み 

 

EU 競争法は、欧州共同体設立条約（The Treaty on European Union and the Treaty on the 

Functioning of the European Union、以下「EU 機能条約」という）の第 101 条（競争阻害行

為の禁止＝旧 TEC81 条）および第 102 条（優越的地位の濫用の禁止＝同 82 条）を根拠と

し、これと複数の理事会規則により構成されている。 

さらに特徴的なのは、一定の補助金を除き、企業またはある商品の生産に便益を与える

加盟国による補助の供与は域内市場における事業者間の競争を歪める可能性があることか

ら禁止されている（第 107 条）。 

一方、EU の共通農業政策の一環として、EU 機能条約は EU 理事会に農業分野の競争法

の適用除外に関するルールを定める権限を付与しており（EU 機能条約第 42 条＝旧 TEC36

条）、これに基づき理事会規則 No 1184/2006（COUNCIL REGULATION (EC) No 1184/2006 of 

24 July 2006；applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural 

products (Codified version)，(OJ L214 of 4.8.2006)）が定められている。 

EU には、判例によって形成された EU 法の優越の原則がある。これは、EU 法は加盟国

の国内法に優越するとして、EU 法と加盟国法の間の法秩序を規律する原則であり、EU 法

が適用される範囲においては、加盟国は国内立法、法解釈、法適用等を、全て EU 法に適

合するよう行わなければならないという義務を負い、EU 法と国内法とが抵触する場合に

は EU 法が優先的に適用されることになる。 

したがって、EU 競争法の規定は、加盟国の規定に優先して適用されるのが原則で、あ

る行為が EU 競争法には違反するが、加盟国の国内法には違反しない場合には、EU 競争法

のみが、そして加盟国の国内法に違反するが、EU 競争法には違反しない場合には、国内

法のみが適用されることになり、双方の規定に違反する場合には重複して適用される関係

になる。 

EU 競争法にも協同組合についての特別の定めはなく、農業分野については EU の共通農

業政策との関係で一定の行為が適用除外になっている。 

農業分野に関する競争法の適用に関連しては、EU 機能条約は、競争に関する規定は、

EU 議会および理事会が同条約の 39 条に定める目的[共通農業政策の目的]を考慮し、第 43

条第 2 項の規定に範囲内で、かつ、同項に定める手続に従って決定する範囲においてのみ、

農産物の生産および取引に適用される（第 42 条第 1 項）旨定める。 

これに基づき、①共通市場法に関する規則（CMO 規則，REGULATION (EU) No 1308/2013 

OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013）と、②理

事会規則（COUNCIL REGULATION (EC) No 1184/2006 of 24 July 2006 applying certain rules 

of competition to the production of, and trade in, agricultural products）が定められている。 

 前者の規則の方が、後者よりも詳細な定めを置くが、全体の枠組みの理解には、後者の
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方が簡便であるので、ここでは後者に基づき概要を整理しておこう。 

 同規則第 1 条は、条約の第 81 条〔EU 機能条約 101 条＝競争制限行為の禁止規定〕から

第 86 条〔EU 機能条約＝公企業に対する規制〕までの規定は、同規則第 2 条の定めの範囲

内において、条約附属書Ⅰに掲げる生産物の生産または取引に関連する条約第 81 条第 1

項〔EU 機能条約 101 条 1 項＝競争阻害行為の禁止〕および第 82 条〔EU 機能条約 102 条

＝配的地位の濫用の禁止〕にいう協定、決定、慣行のすべてに適用するとしたうえで、同

規則第 2 条は、条約第 81 条第 1 項の規定は、国内市場制度に不可欠の要素としてまた条約

第 33 条に定める目的〔EU 機能条約 39 条＝共通農業政策の目的〕の達成に必要なものと

して、第 1 項〔前条〕の協定、決定および慣行には適用しないと規定する。そして、とり

わけ、農産物の生産、販売、倉庫の共同利用、農産物の処理・加工に関する単一の加盟国

の農業者、農業者の団体、または当該団体の所属する団体の協定、決定および慣行につい

ては、価格を統一する義務を伴うものでなく、それによって競争が排除されてしまう、ま

たは条約第 33 条の目的が侵害される場合でなければ、適用しない（同条第 2 項）旨定める。  

 なお、CMO 規則は、これと同じ規定を置くほか（第 209 条）、深刻な市場不均衡が生じ

た場合、同規則第 1 条 2 項に定める農業分野における承認された生産者組織（PO）、その

連合会および承認されたインターブランチ・オーガニゼーションが行う生産調整等の合意

や決定は、それが域内市場の適切な機能を損ねず、当該分野の安定のみが目的である場合

には、EU 機能条約第 101 条第 1 項＝旧 TEC81 条 1 項〕が適用されない旨の措置を EU 委

員会が採ることを認めている。 

 また、CMO 規則は、第 154 条および第 157 条の規定に基づき承認された生産者組織お

よびインターブランチ・オーガニゼーションの一定の分野（生乳・乳製品、オリーブオイ

ル・テーブルオリーブオイルおよびタバコ）の一定の協調行為等については、EU 機能条

約 101 条 1 項が適用されない旨定めている。 

 

（参照）ヨーロッパ連合機能条約（2009 年発効、リスボン条約）（抄；仮訳） 

≪共通農業政策に関する規定≫ 

第 38 条【共通農業政策】(EC 条約 32 条) 

１．連合は、共通農業政策および漁業政策を明らかにし、遂行しなければならない。 

  域内市場は、農業および農産物の取引に及ぶ。「農産物」とは、土地、牧畜、漁業の産

品およびこれら産品に直接関連する第１次加工品をいう。共通農業政策または農業およ

び「農業の」という場合、それらは漁業分野の特質を考慮のうえ農業にも及ぶ。 

２．第 39 条から第 44 条までに別段の定めがある場合を除き、域内市場設立のための規則

は、農産物に対しても適用される。  

３．第 39 条から第 44 条までの規定にいう産品は、この条約の附属書Ⅰに掲げる。 

４．農産物に関する域内市場の運営および進展は、共通農業政策の樹立を伴うものでなけ
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ればならない。 

第 39 条【共通農業政策の目的】（旧 EC 条約 33 条） 

１．共通農業政策の目的は、次のとおりである。 

(a) 技術的進歩を促進することにより、ならびに農業生産物の合理的発展および生産要

素、とりわけ労働力の最適な利用を確保することにより、農業生産性を向上させるこ

と 

(b) かくして、とりわけ農業に従事する者の個人所得を増加させることにより、農村に

対する公正な生活水準を確保すること  

(c) 市場を安定させること 

(d) 供給の安定性を確保すること 

(e) 消費者に対し合理的な価格での供給を確保すること 

２．共通農業政策およびその適用のための特別な方法を策定するにあたっては、次のこと

が考慮されなければならない。 

(a) 農業の社会的構造ならびに異なる農業地域間の構造的および自然的不均衡から生

ずる農業活動の特殊性 

(b) 時宜に適した調整を漸次行うことの必要性 

(c) 構成国において農業は経済全体と密接な関連性を有する部門であるという事実 

第 40 条【農業共通市場制度】（旧 EC 条約 34 条） 

１．第 39 条の目的を達成するため、農業市場の共同市場制度が設けられなければならない。 

  この制度は、商品ごとに次のいずれかの形態をとる。 

(a) 競争に関する共通のルール 

(b) 種々の国内市場組織に関する強制的な調整 

(c) EU 市場の仕組み 

２．第１項に基づき設けられる共通の制度は、第 39 条に定める目的を達成するために求め

られるすべての措置、とりわけ価格統制、種々の生産物の生産および販売への補助、貯

蔵および繰越の調整ならびに輸入および輸出を安定させる共同の仕組（機構）を含むこ

とができる。 

  共通の制度は、第 39 条に定める目的の追求に限られなければならないし、連合内にお

ける生産者または消費者間のいかなる差別も排除しなければならない。 

  いかなる共通価格政策も共通の基準および統一された計算方法に基づかなければなら

ない。 

３．第１項にいう共通の制度をしてその目的を達成させるため、１または複数の農業指導

指針および保証基金を設けることができる。 

第 41 条【共通農業政策の目的達成措置】（旧 EC 条約 35 条） 

 第 39 条に定める目的の達成を可能にするために、共通農業政策の枠内で、次のような措
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置のための規定を設けることができる。 

(a) 職業訓練、研究および農業知識の普及の領域における努力の効果的な協力。これに

は計画および機関の協調融資を含む。 

(b) ある産物の消費を促進するための共同措置 

第 42 条【農業に対する競争規則の適用】（旧 EC 条約 36 条） 

 競争規則に関する章の規定は、理事会が、第 43 条第 2 項〔及び第 3 項〕の規定の範囲内

で、これらの規定に定める手続に従って、かつ第 39 条に掲げる目的を考慮したうえで決定

する範囲においてのみ、農産物の生産及び取引に適用される。 

 理事会は、とくに、次の場合、援助の供与を許可することができる。 

(a) 構造的または自然的条件による企業のハンディキャップを保護するため 

(b) 経済発展計画の枠組の枠組みの範囲内で、 

第 43 条【共通農業政策の策定・提案】（旧 EC 条約 37 条） 

１．委員会は、第 40 条第１項に規定する共通制度の方法の一つにより、国内制度を置き換

えることを含めて、共通農業政策を策定・実施、およびこの編に規定する措置を実施す

るための提案を行う。 

  これらの提案は、この編で述べる農業問題の相互依存関係を考慮したものでなければ

ならない。 

２．EU 議会および理事会は、経済社会委員会と協議後、通常立法手続に従い、第 40 条第

１項に規定する農業市場の共通制度ならびに共通農業政策および共通漁業政策の目的を

追求するに必要なその他の規定を制定しなければならない。 

３．理事会は、委員会の提案に基づき、価格、課税、援助および量的制限の設定、かつ、

漁業機会の設定および割当を定める措置を採択しなければならない。 

４．第２項に従って、次の場合には、国内市場制度が第 40 条第１項に規定する共通制度に

置き換えられてもよい。 

(a) 共通制度が、この措置に反対する構成国で、かつ、問題の産品生産について国内制

度を有しているものに対し、適応の可能性および時の経過に伴って必要となる特殊化

を考慮して、関係生産者の雇用および生活水準について同等な保証を与える場合 

(b) かかる共通制度が、連合内の取引に関し、国内市場に存在する条件と同等の条件を

保証する場合 

５．ある種の原料について共通制度が設けられているが、これに対応する加工産品に対す

る共通制度がまだ存在しない場合には、第三国向けの輸出にあてられる加工産品のため

に使用される当該原料は、連合以外から輸入することができる。 

第 44 条【他の構成国に対する輸入課徴金】（旧 EC 条約 38 条） 

  ある加盟国においてある産品が国内市場制度の対象となるか、あるいは他の加盟国の類

似の産品の競争状態に影響を及ぼすと同等の効果を有する国内ルールの対象となる場合に
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は、他の構成国は、かかる制度またはルールの存在する構成国からの当該産品の輸入に対

し輸入課徴金を課すものとする。ただし、当該輸出国が輸出課徴金を課している場合はこ

の限りでない。 

 委員会は、均衡を回復するための必要な程度において、この課徴金の額を定める。委員

会は、また、委員会の定める条件および方法において、他の手段に訴えることを許容する

ことができる。  

≪競争法に関する規定≫ 

第 101 条【競争阻害行為の禁止】（旧 EC 条約 81 条） 

１．次の行為は、域内市場と両立しないものとして禁止される。すなわち、構成国間の取

引に影響を及ぼし、 かつ、域内市場内の競争を妨げ、制限しあるいは歪める目的または

効果を有する、企業間のあらゆる取決め、企業者団体による決定および協調的行為、と

りわけ次に掲げる行為は禁ぜられる。 

(a) 購入価格または販売価格あるいはその他の取引条件を直接または間接に取り決め

ること 

(b) 生産、市場、技術開発ないしは投資を制限または統制すること 

(c) 市場または供給源を分け合うこと 

(d) 同等の取引に対し、他の取引相手に対し差別的な条件を課し、それによって彼らを

競争上不利な立場に置くこと 

(e) 契約の性質または商慣習に従えば当該契約とは無関係であるところの追加的な義

務を相手方が受け入れることを条件に契約を締結の決定をすること 

２．この条に反する取決めまたは決定はいかなるものであれ、当然に無効とする。 

３．しかし、第１項の規定は、次の場合には適用できないことを宣言することができる。 

   ― 事業者の取決めまたはこれと同種のもの 

   ― 事業者団体が行う決定またはこれと同種のもの 

   ― 協調的行為またはこれと同種のもの 

    であって、産品の生産もしくは分配の改善、または技術的もしくは経済的進歩に寄与

し、 消費者がその結果の利益に公正に預かることになる場合。ただし、次には該当する

場合を除く。 

 (a) これらの目的を達成するために必要不可欠ではない制限を当該事業者に課す場合 

 (b) これらの事業者に対し、当該産品の主要な部分についての競争を排除する可能性を

与える場合 

第 102 条【支配的地位の濫用の禁止】（旧 EC 条約 82 条） 

 域内市場またはその実質的部分において支配的な地位を有する１人又は複数の事業者の

地位の濫用は、加盟国間の取引に影響を与えるおそれがある限りにおいて、域内市場と両

立しないものとして禁止される。とりわけ、次の各号の行為は、優越的地位の濫用にあた
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る。 

(a) 直接または間接的に、不公正な購入もしくは販売価格またはその他の不公正な取引

条件を課すこと。 

(b) 生産、販売または技術開発を制限することにより、消費者に不利益をもたらすこと。 

(c) 第三者との取引において同等の取引を行う相手方に対し異なる条件を課し、それに

より相手方を競争上不利な立場に置くこと。 

(d) 契約の特質または商習慣に照らして、契約の対象と関連を有しない付加的な義務を 

相手方が受諾することを契約締結の条件とすること。 

第 103 条【実施のための理事会規則・指令】（旧 EC 条約 84 条） 

１．第 101 条および第 102 条の定める原則を効果的ならしめるための適切な規則または指

令は、委員会の提案に基づき、EU 議会との協議後に、理事会によって制定される。 

２．第１項の規則または指令は、次の各号を目的として設計されなければならない。 

(a) 課徴金および制裁金の定めにより第 101 条第１項および第 102 条に定める禁止行為

を遵守させるようにすること 

(b) 一方において効果的な監視の確保および他方においては行政を最大限簡素化する

ことを考慮しつつ、第 101 条第３項の適用に関する詳細なルールを定めること 

(c) 必要な場合には、種々の経済分野において、第 101 条および第 102 条の範囲を明確

にすること 

(d) この項に規定する条項の適用に関し、EU の委員会および裁判所のそれぞれの機能

を明確にすること 

(e) この節に含まれる諸規定または本条に従って採択された規定と国内法との関係を

定めること 

第 104 条【規則・指令採択までの措置】（旧 EC 条約 84 条） 

 第 103 条に従って採択された規定が効力を生ずるまで、構成国の当局は、自国の法律、

第 101 条の規定、とりわけ同条第３項および第 102 条の規定に従い、取決め、決定および

協調的行為が認められるかどうか、および域内市場における優越的地位の濫用に当たるか

どうかについて判定を下す。 

第 105 条【委員会の権限】（旧 EC 条約 85 条） 

１．第 104 条の規定に抵触しないように、委員会は第 101 条および第 102 条に定める原則

の適用が確実になるようにしなければならない。委員会は、構成国の要請に基づき、ま

たは自己のイニシアティブにおいて、協力を申し出る構成国の監督当局と協力して、こ

れら原則に違反する疑いのある事案を調査するものとする。違反があったと認めるとき

は、委員会はこれを止めるための適切な手段を提案するものとする。 

２．違反が止まないときには、委員会は、理由を付した決定により原則に違反する事実を

記録する。委員会は、その決定を公表することができ、また委員会が定める条件と方法
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に従い、構成国が違法状態を是正するための措置を講ずることを許可することができる。 

３．委員会は、理事会が第 103 条第 2 項第 b 号に基づく規則または指令を採択したことに

関し、取決めの部類に関する規則を定めることができる。 

第 106 条【公企業に対する規制】（旧 EC 条約 86 条） 

１．公企業および構成国が、特別のまたは排他的な権利を与えた企業に関しては、構成国

は、この条約に定めるルール、とりわけ第 18 条、第 101 条から第 109 条までに定めるル

ールに反する措置を新たに講じまたは継続してはならない。 

２．一般の経済的利益のための事業運営にあたる企業、または独占企業の性格をもった企

業は、これらのルールの適用が、法律的にも事実上もそれらに与えられている特別な任

務の遂行の妨げにならない限り、この条約に定めるルール、とりわけ競争に関するルー

ルに従わなければならない。取引の発展が、連合の利益に反する程度に影響されてはな

らない。 

３．委員会は、この条の規定が確実に適用されるようにするとともに、必要な場合には、

構成国に対し適切な指令を発しまたは決定を行う。 

第 107 条【国の補助の禁止、例外措置】（旧 EC 条約 87 条） 

１．この条約に別段の定めがある場合を除き、形式いかんを問わず国により与えられる補

助またはいずれかの国家補助で、ある企業またはある産品の生産に便益を与えることに

よって競争を歪めまたは歪めるおそれがあるものは、構成国間の取引に影響を及ぼす限

りにおいて、域内市場とは両立しえない。 

２．次に掲げる補助は、域内市場とは両立する。 

(a) 個々の消費者に与えられる社会的性格をもった補助。ただし、かかる補助は当該産

品の原産地に基づく差別なしに与えられるものでなければならない。 

(b) 自然災害または異常な事態によって生じた損害を補てんするための補助 

(c) ドイツの分割により影響を受けたドイツ連邦共和国のいずれかの地域の経済に対

し、その分割により生じた経済的不利を償うために必要な限度において与えられる補

助。リスボン条約発効後 5 年後、理事会は、委員会からの提案に基づき、この点を廃

止する決定を行うことができる。 

３．次に掲げる補助は域内市場と両立するものとみなされる。 

(a) 生活水準が異常に低い地域または深刻な失業が発生している地域、および構造的、

経済的かつ社会的な状態の観点で第 349 条で定める地域の経済開発を促進するための

補助 

(b) ヨーロッパの共通の利益となる重要な計画の遂行の促進または構成国の経済の深

刻な混乱を救済するための補助 

(c) 特定の経済活動の発展または特定の経済地域の開発を容易にするための補助。ただ

し、その補助は、共通の利益に反する程度まで取引の条件に悪影響を及ぼさないこと
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を条件とする。  

(d) 共通の利益に反する程度まで EU における取引の条件および競争に悪影響を及ぼさ

ない場合において、文化や遺産の保全を促進するための補助  

(e) 委員会の提案に基づき、理事会の決定によって定められる同種の補助 

第 108 条【委員会の審査・規則、理事会の権限】（旧 EC 条約 88 条） 

１．委員会は、構成国に存在する補助金制度を構成国と協力して、常時、審査する。委員

会は、漸進的発展または域内市場の機能が必要とする有益な措置を構成国に提案するも

のとする。 

２．委員会は、関係者に対しその意見を提出するよう通知した後、国によって与えられる

補助が第 107 条の規定による域内市場と両立しないこと、またはその補助が悪用されて

いることを知ったときは、関係国は、委員会が定める期間内に、その補助を廃止しまた

は修正すべきことを決定するものとする。 

  関係国が所定の期間内にこの決定に従わないときは、委員会または他の関係国は、第

258 条および第 259 条の規定にかかわらず、EU 裁判所に直接、この問題を提訴すること

ができる。 

   理事会は、かかる決定が例外的な事態によって正当化されるときは、第 107 条の規定

または第 109 条に定める規則にかかわらず、いずれかの国の要請に基づき、その構成国

によって現に与えられているかまたは与えられるべき補助が域内市場と両立するものと

みなされることを全会一致で決定することができる。当該補助に関し委員会がすでにこ

の項の第１段に定める手続きを開始しているときは、関係構成国が理事会に対し要請し

たことにより、その手続きは理事会がその態度を決定するまで停止される。 

  しかし、理事会が理事会に対する構成国からの要請があった日から 3 か月内にその態

度を決定しない場合には、委員会が決定を行うものとする。 

３．委員会は、十分な時間をかけて自己の意見を提示することができるよう、補助を与え

または修正する計画についての情報が与えられなければならない。委員会は、いずれの

計画も第 107 条の適用上域内市場と両立しえないと考えるときは、第 2 項に定める手続

きを遅滞なく開始しなければならない。関係構成国は、その手続により最優決定が下さ

れるまでは、計画した措置を実行に移すことはできない。 

４．委員会は、第 109 条に従い、本条第 3 項に定める手続を免れるうる国の補助の範疇に

関する規則を採択することができる。 

第 109 条【理事会規則の制定】（旧 EC 条約 89 条） 

 理事会は、委員会からの提案に基づき、かつヨーロッパ議会と協議後、特定多数決によ

り第 107 条および第 108 条の適用に関する適切な規則、とりわけ第 108 条第 3 項が適用さ

れる条件およびこの手続が免除される補助の範疇を定めることができる。 
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主な統計データの出所 

FAO   http://www.fao.org/faostat/en/#home 

Eurostat  http://ec.europa.eu/eurostat 

UN Comtrade   https://comtrade.un.org/ 

オランダ中央統計局  https://www.cbs.nl/en-gb  

ドイツ Bundesbank 

https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/statistics.html 

ドイツ食料・農業省統計局 http://www.bmel-statistik.de/ 

連邦統計局 農業構造統計 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFi

scherei/Agrarstrukturerhebung2016/Agrarstrukturerhebung2016.html 

人口統計等 GENESIS ONLINE 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/logon 

DRV http://www.raiffeisen.de/presse/zahlen-und-fakten/ 

 

各国の法令情報 

【ドイツ】 

ドイツ連邦司法省と Juris 社が共同で提供する Gesetze im Internet のサイト

http://www.gesetze-im-internet.de/ 等を参照 

 

ドイツ協同組合法 Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

http://www.gesetze-im-internet.de/geng/ 

  

ドイツ信用制度法 Gesetz über das Kreditwesen  

https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/  

 

【フランス】 

政府が運営する legifrance のサイト https://www.legifrance.gouv.fr/ 等を参照 

 

フランス農漁業法典 Code rural et de la pêche maritime 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&

dateTexte=20180205 

 

 フランス通貨金融法典 Code monétaire et financier  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&
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dateTexte=20180223  

 

 協同組合の地位に関する 1947 年の法律 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 

portant statut de la coopération 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004

&fastPos=1&fastReqId=378594062&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

 

【オランダ】 

政府の総合リンク集(Overheid.nl)のサイト http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 等を参照 

 

オランダ民法典 Burgerlijk Wetboek 第 2 編 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2018-01-03 

 

 金融監督法 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/2018-02-09 

 

以上 
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